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平成２６年度

第１４回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 「大分県グローバル人材育成推進プラン」の策定について

（２）報 告

①「目標達成に向けて組織的に取り組む『芯の通った学校組織』」の

構築に関する取組事例集について

②ミニ懇実態調査（竹田市・日田市分）結果及び他市町村の調査実施

について

③平和教育に関する現状の把握及び指導について

④平成２５年度文部科学省児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に

関する調査の結果について

⑤平成２６年度大分県児童生徒の体力・運動能力等調査結果について

（３）協 議

①コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）に関する規則制定

について

②平成２７年度公立学校教職員定期人事異動方針等について

③平成２７年度実習助手・海事職・理療科教諭選考試験について

（４）その他
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【内 容】

１ 出席者

委 員 委員長 松 田 順 子

委員長職務代理者 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 首 藤 照 美

委員 高 橋 幹 雄

教育長 野 中 信 孝

欠席委員なし

事務局 理事兼教育次長 河 野 盛 次

教育次長 落 合 弘

教育次長 大 城 久 武

教育改革・企画課長 佐 野 壽 則

教育人事課長 藤 本 哲 弘

教育財務課長 岡 田 雄

福利課長 大 石 尚 志

義務教育課長 後 藤 榮 一

生徒指導推進室長 江 藤 義

特別支援教育課長 後 藤 みゆき

高校教育課長 髙 畑 一 郎

社会教育課長 曽根﨑 靖

人権・同和教育課長 甲 斐 順 治

文化課長 山 口 博 文

体育保健課体育・スポーツ振興監 秋 好 寿 紀

教育改革・企画課主幹 勝 尾 裕 美

教育改革・企画課主査 石 丸 一 輝

２ 傍聴人 １９ 名
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開会・点呼

（松田委員長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

はじめに、１０月９日付けで大分県教育委員会教育委員に就任されま

した高橋幹雄委員から一言ご挨拶をいただきたいと思います。

（高橋委員）

みなさん、こんにちは。

今度、教育委員になりました、高橋と申します。長年のＰＴＡ活動や

商工会議活動を通じて、教育に対する思いというのは多々ありますので、

これからみなさん方のお話を聞きながら、勉強しながら、よりよい大分

の教育の発展に貢献してきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

（松田委員長）

ありがとうございました。

ただいまから平成２６年度 第１４回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（松田委員長）

本日の会議録の署名委員でございますが、首藤委員にお願いしたいと

思います。

会期の決定

（松田委員長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりであります。

会議の終了は１５時２５分を予定しています。

よろしくお願いします。
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議 事

（松田委員長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

協議の②、③については、人事に関する案件ですので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第１３条第６項ただし書の規定により、こ

れを公開しないことについて、委員の皆さんにお諮りいたします。

公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）

それでは、協議の②、③については、非公開といたします。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行います。

【議 案】

第１号議案 「大分県グローバル人材育成推進プラン」の策定について

（松田委員長）

それでは、第１号議案「『大分県グローバル人材育成推進プラン』の

策定について」提案を求めます。

（野中教育長）

第１号議案「『大分県グローバル人材育成推進プラン』の策定につい

て」ご説明いたします。資料の１ページをお開きください。

前回の教育委員会会議で協議いただきました「大分県グローバル人材

育成推進プラン」について、今回、議案として提案いたします。このプ

ランは、これからのグローバル社会を生きる大分県の子どもたちに必要

な力を育成するために、今後３年間に取り組むべき内容を「大分県グロ

ーバル人材育成推進プラン」として定めるものです。

詳細については、別冊の資料をもとに担当課長から説明いたしますの

で、ご審議の程、よろしくお願いいたします。
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（佐野教育改革・企画課長）

資料の２ページをご覧下さい。本プランにつきましては、２ページ記

載の１３名の委員によって、本年度の前半に５回にわたる審議を経て、

プランとしてまとめたものでございます。

次のページをお開き下さい。内容といたしましては、世界に挑戦し多

様な価値観を持つ者と協働する基盤となる、挑戦意欲と責任感・使命感、

多様性を受け入れ協働する力、大分県や日本への深い理解、知識・教養

に基づき論理的に考え伝える力、英語力（語学力）といった５つの力の

「総合力」を育成するために、今後３年間にわたって、取り組むべき施

策をまとめたものでありまして、次のページにあるとおり、１つめの挑

戦意欲と責任感・使命感につきましては、例えば、グローバル人材に触

れる機会の充実であるとか、留学への経済的支援の充実、また、２つ目

の多様性を受け入れ協働する力につきましては、国際交流活動の推進と

いったこと、また、３つ目の大分県や日本への深い理解につきましては、

郷土学習の一層の充実について記載しています。また、４つ目の知識・

教養に基づき論理的に考え伝える力については、思考力・判断力・表現

力と学習意欲を高める学校改善の推進等について、それから５の英語力

につきましては、「大分県英語教育改善推進プラン」の策定、及びプラ

ンに基づく改善等を通して、世界に挑戦し、多様な価値観を持った者と

協働する基盤の育成を図ろうとしているものであります。ご審議の程、

よろしくお願いします。

（松田委員長）

ただ今、提案のありました議案について、審議を行います。質疑・意

見等のある方はお願いします。

（林職務代理者）

県内全体の子どもたちのグローバル人材の育成に役立つよう、配慮を

お願いします。

（岩崎委員）

今回は、企業関係者も含めた大分県グローバル人材育成推進会議の委

員の方々によって、こうした素晴らしいプランが作成されたことを非常

に高く評価し、感謝申し上げます。内容は、大分県のグローバル人材育

成というだけでなく、大分県教育の今後の方向性を考えるにあたって重

要な点が記載されていますので、是非、これを広く現場に周知していっ

ていただきたいと思います。

（松田委員長）
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学力テスト等を見ると、大分県は論理的思考という点では、これから

もっと力を入れていかなければならないと思います。ここの５つの力の

総合力につきましては、非常に細かく視点を絞って取り組むべきではな

いでしょうか。本当に世界に挑戦することのできる人材を育成していか

なければならないと思います。よろしくお願いします。

（松田委員長）

他に、ご意見等はございませんか。

（松田委員長）

それでは、ただ今、提案のありました第１号議案の承認について、お

諮りいたします。第１号議案について、承認される委員は挙手をお願い

します。

（採 決）

（松田委員長）

第１号議案については、提案どおり承認します。

【報 告】

①「目標達成に向けて組織的に取り組む『芯の通った学校組織』」の構築に関

する取組事例集について

（松田委員長）

それでは、報告第１号「目標達成に向けて組織的に取り組む『芯の通

った学校組織』の構築に関する取組事例集について」報告をしてくださ

い。

（佐野教育改革・企画課長）

それでは、取組事例集についてご報告させていただきます。取組事例

集の１ページをご覧ください。１ページは、「取組事例集の作成に当た

って」ということです。

子どもたちの学力・体力の向上を図るとともに、いじめ等の諸課題に

迅速・適切に対応するためには、各学校が具体的な目標を設定し、学校

全体で組織的に取り組むことが必要です。このため、県教育委員会にお

きましては、平成２４年１１月２６日に「目標達成に向けて組織的に取

り組む『芯の通った学校組織』推進プラン」を作成し、市町村教育委員
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会との緊密な連携の下で、平成２４年度、２５年度、２６年度の３つの

フェーズにより、取組を進めているところです。

現在、各学校、市町村教育委員会の積極的な取組により、「芯の通っ

た学校組織」が全ての学校で定着しつつあると考えており、学校や市町

村教育委員会からは、効果的な学校の取組事例の紹介がほしいとの要望

をいただいているところです。

このようなことから、この度、県下の学校の効果的な取組事例をまと

めた事例集を作成し、紹介させていただくことにしました。

２ページをご覧ください。今年度、第３フェーズの中心課題を、「目

標達成に向けた組織的な取組の徹底」といたしまして、５つの柱をあげ

ています。

１つ目が、学校評価を活用した、学校の課題に直結した目標や取組の

設定と短期の改善。２つ目が、教職員評価システムに基づく、全教職員

への目標の徹底と個人目標への連鎖。３つ目が、主要主任等の役割の一

層の充実と主任手当の趣旨の徹底。４つ目が、企画立案の場としての運

営委員会の活用推進。５つ目が、目標の共有による家庭や地域との協働

です。

今回の事例集につきましては、３ページにありますとおり、５つの中

心課題ごとに記載しており、中心課題Ⅰの事例数は４つ、中心課題Ⅱに

つきましては２つの事例、中心課題Ⅲにつきましては３つの事例、中心

課題Ⅳにつきましては３つの事例、中心課題Ⅴにつきましては３つの事

例で、合計１５の事例を県内の各地域から収集の上、とりまとめたもの

です。

７ページをご覧ください。７ページ以降が取組事例です。それでは、

幾つか紹介をさせていただきたいと思います。

８ページをご覧ください。各事例については、取組事例①、小学校、

児童数３３８名、別府教育事務所管内といったように、学校の規模と地

域を明記しています。まず、１つ目の事例ですが、ローマ数字のⅠの柱

は、目標を各学校が焦点化を図ること、児童生徒の実態や学校の喫緊の

課題に即した重点目標を作ることを観点としており、その観点に対して

の事例です。この学校における取組内容ですが、平成２５年度の重点目

標が「基礎・基本の定着」「整理整頓ができる子の育成」「運動好きな子

の育成」として取組を進めていました。校長が問題意識を持ち、平成２

６年の４月に全教職員に対して、この学校の課題は何かということにつ

いてアンケートを取っています。その結果、この学校の課題は、「話を

聞くこと」、また、「授業規律である」といった回答があり、課題解決の

ための方法として、職員全体の一貫した指導や規律の徹底等であるとい

う結果がまとまりました。

このような結果を受け、９ページに記載していますとおり、この学校

の平成２６年度の重点目標を「静かに人の話を聴くことのできる子の育
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成」「人と物を大切にする子の育成」の２つに絞っています。また、こ

の２つの重点目標に即して、達成指標、重点的取組、取組指標を設定し

ています。焦点化された目標に基づいて取り組んだ結果として、僅か２

ヶ月の後には、一番下のグラフ１にあるとおり、教職員へのアンケート

の中の「１学期間でよくなったこと」という設問に対して、多かった回

答としては、「集会の態度（話の聞き方や入退場）」や、「あいさつ」と

いったことがあがっていますし、また、グラフ２にありますとおり、教

職員が捉える「本校 大の課題」についても、「心を育てる指導につい

て」や「学習に関すること」に変わってきたという事例です。

１６ページをご覧ください。本県では、平成２５年度から教職員評価

システムに基づいて、各学校の重点目標に即して、各分掌や個人の目標

を設定するといった仕組みを採用しております。この事例は、学校の重

点目標、各分掌等の目標、個人の自己目標の連動に関しての工夫の事例

です。この学校では、「１．取組の内容」ですが、本年度より、教職員

評価システムに基づく管理職による面談を、学年単位の集団で行ってい

ます。つまり、学年ごとに、学年主任及びその学年の全ての教員が参加

をして、校長による面談を行い、１時間程度の中で個々人が自己申告シ

ートの内容を簡潔に説明した上で、そこに参加している者の相互の意見

交換をして、校長が指導・助言するといった流れで実施しています。

１７ページの「２．取組についての評価等」にあるとおり、自己申告

シートに関する面談を学年単位の集団で行うことにより、互いの自己目

標を知ることができ、「学校の重点目標 ⇒ 各分掌等目標 ⇒ 個人の自

己目標」の「連動」が確認できる。また、学年主任が担任の自己目標を

知ることで、取組についての指導・助言ができる。互いの自己目標を知

ることで、学年等で互いに相談しやすい状況が生まれるとともに、分掌

目標と自己目標が連動することで、組織的な取組につながる、といった

効果が期待できると考えています。

次に、２６ページをお開きください。本県では、平成２５年度から校

長等管理職、主要主任等で構成される運営委員会を全ての学校に必ず置

くこととしています。運営委員会が形骸化することなく、充実した企画

立案がなされるように取り組んでいるのが本事例です。「１．取組の内

容」ですが、この中学校では、運営委員会での提案は、各分掌の代表で

ある教務、研究、生徒指導の３主任が行うこととしています。そのため、

この３主任以外が、提案の立案者である場合は、提案内容について、立

案者と３主任の間で十分な意思疎通が必要となります。そこで、運営委

員会で充実した企画立案がなされるように、下記のような様式「運営委

員会提案書」を活用しております。提案日や担当者名、実施目的、実施

日時、実施場所等々について、しっかり明記した運営委員会提案書を作

成の上で、学年部の連絡会や運営委員会に提案し、その活性化に努めて

いるといった事例です。
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後に３６ページをお開きください。「芯の通った学校組織」の中に

おきましては、学校の目標や取組を地域や保護者と共有をして、子ども

の育ちに向けて協働していくことが必要だといったことを謳っておりま

す。この学校においては、「１．取組の内容」ですが、本県の小・中学

校３８校で行っている目標協働達成モデル校として指定をされており、

学校・家庭・地域の代表によるチーム会議を通して、学校の目標を共有

するとともに、その達成に向けて協働した取組を進めています。

具体的には、資料１にあるとおり、チーム会議の第１回を５月１１日、

第２回を８月２５日、第３回を２月下旬に開催と決め、学校・家庭・地

域の代表が集まるといった状況を仕組んでいます。また、一番初めの会

議におきましては、３７ページの資料２のとおり、目標協働達成に向け

た協働４点セットといったものを作成しています。この協働４点セット

というのは、目標協働達成校において必ず作成することとなっているも

ので、学校の重点目標、それから学校が行っていく具体的取組内容に対

して、そのような４点セットを達成していく上で、家庭や地域が何を行

っていくかということについて、事前に決めて、その検証、改善を行っ

ていくといった仕組みです。この学校におきましては、学校・家庭・地

域が協働して達成する重点目標を「勉強に頑張る子の育成」と１つに焦

点化して絞った上で、この重点目標に関しては、真ん中の「学校」の欄

にあるとおり、学校では、授業改善、ドリルの充実と個別指導の徹底、

家庭学習時間の向上といった３点に取り組みますとしているわけです

が、下側の欄にありますとおり、家庭におきましては、例えば、②のド

リルの充実と個別指導の徹底につきましては、毎週火・水に学習サポー

ターとして参加協力する。また、毎週水曜日の放課後学びの教室で月１

回実施する土曜教室に指導者として参加協力するといったことを設定す

る。あるいは、地域におきましては、一番右側の欄にありますが、①の

授業改善に関しまして、各学期２回ずつ行う学校公開日に各区、各老人

クラブより毎回３名ずつ以上、計３３名以上授業参観を行う。その都度、

できるだけ授業の様子や子ども達の様子についてアンケートに答え、提

出するといったことを決めて取組を進めるといったことです。

以上、こういった「芯の通った学校組織」の取組を進めていく上で、

それぞれの学校で行われている工夫といったものを１５事例掲載してい

ます。こちらを各学校のほうにも送るとともに活用して、更なる取組の

工夫といったものを期待したいと思っております。以上です。

（松田委員長）

ただいまの説明について、何かご質問がありますか。

（林職務代理者）

とても良い事例集だと思います。今後、この事例集をどのように改訂
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していくのですか。また、「芯の通った学校組織」が構築されれば、次

の段階を目指して、特色ある取組を進めようとする学校が出てくること

を期待しますが、そういった状況は見られますか。

（佐野教育改革・企画課長）

取組事例集を作成したのは、今回が初めてです。今年度、第３フェー

ズということで区切りの年になるわけですが、昨年度の第２フェーズで

は、ある種、形のままに取り組んで、第３フェーズに入って、各学校で

様々な工夫が出来てきているので、それらを今回集めて事例集を作成し

ました。今後の改訂については、来年度、再来年度に考えていくことに

なりますが、良い事例が集まり次第、改訂をしていきたいと思います。

様々な、より活用された事例ということですが、「芯の通った学校組

織」の取組を進めていく中で、この形をしっかり活用して各学校に合わ

せたものを取り組んでほしいといったメッセージを出しています。この

形というのは、目標の焦点化であったり、運営委員会の活用であったり、

主要主任が活躍するような場をいかにしてつくるかといったことで、そ

れ自体は、全県で取り組まれている事柄です。そういったことを今の段

階では、各学校において工夫しながら進めていただいている状況であり

まして、工夫した取組事例や特色ある取組事例をこの事例集に今回記載

しているところです。

（岩崎委員）

先ほど、紹介していただいた取組事例を見させていただいただけでも、

「芯の通った学校組織」に向けた取組が、どのようにされていて、成果

があがっているかということがよく分かりました。この取組事例集の扱

いについての確認ですが、県下のすべての小・中学校に配付すると理解

してよいのでしょうか。

（佐野教育改革・企画課長）

今後、全ての小・中学校、高校も含めて、少なくとも１部は配付した

いと思っていますし、どうしても配付しただけでは、活用されにくい面

もありますので、例えば、教育事務所が行う研修の場であったりとか、

本庁にも研修の機会に依頼がありますし、また、来年度初めに全学校を

集めて情報の共有をする場面がありますので、そういった場面でも活用

していきたいと思っています。

（松田委員長）

学校の先生方だけではなくて、目標協働達成モデル校で参加されてい

る保護者や地域の方には、どのような場面で扱うのですか。
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（佐野教育改革・企画課長）

目標協働達成モデル校で参加されている方々については、１つは、各

学校で行われる３回のチーム会議で扱う場面がありますし、加えて、年

度初めに、指定校３８校の学校・家庭・地域関係者に集まってもらって、

こういったことに取り組んでいただきたいといった話をし、年度の中途

には、各教育事務所が同じように管内の関係者を集めて研修をし、年度

末には、また、改めて指定校の全学校に集まってもらって、情報の共有

をしたいと思っております。

（林職務代理者）

８ページの事例ですが、学校の分析をすることが大事であるというこ

とがよく分かったのですが、校長先生たちの意識は変わってきているの

でしょうか。

（佐野教育改革・企画課長）

この前、「芯の通った学校組織」の定着状況調査を行いました。その

結果の中で、校長先生が重点目標を多くあったものを、絞っていくこと

によって、自分たちの学校の課題は何かということについて、突き詰め

て考えるということが出来つつあるなと思っていますが、他方で、調査

結果の中で、学校の重点課題と学校が目指している重点目標といったも

のの一致に関しては、まだ課題があるといった捉えも校長先生から示さ

れています。まだ自分たち自身でも、自分が思っている学校の課題とい

ったものが重点目標に必ずしも位置付いていないといった思いも持って

いる校長先生もいるのかなと思っていますので、その点も含めて「芯の

通った学校組織」の定着に向けた取組を進めていきたいと考えています。

②ミニ懇実態調査（竹田市・日田市分）結果及び他市町村の調査実施について

（松田委員長）

次に、報告第２号「ミニ懇実態調査（竹田市・日田市分）結果及び他

市町村の調査実施について」報告をしてください。

（藤本教育人事課長）

９月２４日の教育委員会会議の中で、ご報告いたしました、勤務時間

内における組合活動等についての調査の結果です。

経緯についてですが、第３回定例県議会において、勤務時間内に組合

活動、いわゆるミニ懇の案内文書を配布したり、児童生徒に持ち帰らせ

た、ミニ懇の案内状の郵送に名簿を利用している、ミニ懇の中で集団的

自衛権に反対するなどの政治的活動をしているのではないかとの指摘が

あり、教育長が答弁を行いました。
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１点目の勤務時間内の組合活動の案内状の配布については、職員団体

が主催するミニ懇に関する協議等を勤務時間内に行うことや児童生徒に

持ち帰らせることは、地方公務員法第３５条に規定する職務専念義務違

反にあたる行為であるという答弁をしました。

２点目の案内状の郵送に名簿を利用しているという個人情報の取扱い

については、各市町村が個人情報保護条例を制定し、運用は市町村に委

ねられている、個人情報である氏名・住所を保護者の同意なしに組合活

動に利用したことが明らかであれば、目的外利用の可能性が高いと答弁

しました。

３点目の集団的自衛権等の政治活動については、その行動をもって直

ちに違法な政治的活動が行われたとは判断できないとの答弁をしたとこ

ろです。

そういった答弁等を踏まえ、今回、指摘のあった竹田市と日田市にお

いて、職務専念義務違反の行為の有無と個人情報保護条例抵触行為の有

無の２点に絞って調査をし、その結果と処分等について、ご報告いたし

ます。

資料１ページ（３）の「調査結果及び処分概要」をご覧ください。

まず、日田市については、小中学校合わせて３０校、小学校１８校、

中学校１２校のうち、ミニ懇を実施したのが、小学校１４校です。中学

校については、実施はありませんでした。そのうち、①の案内状を配布

した職務専念義務違反の行為が１校、８名で、これは、帰りの会で他の

配布物と一緒にミニ懇の案内を配布したというものです。時間としては、

概ね１分程度の行為とのことです。②の個人情報保護条例の抵触につい

ては、小学校１３校ではがき、封書等で案内をしたというものです。

個人情報保護条例については、市町村の首長部局で条例を所管してお

ります。日田市においては、条例の規定にあります、職務上知り得た個

人情報を正当な理由なく、他人に知らせ、また不当な目的に使用しては

ならないという条文に抵触すると考えざるを得ないという判断がありま

した。

処分については、職務専念義務違反の時間が１分から数分という点、

また、はがき等の郵送ついても、悪質なものは確認できないため、服務

監督者である市町村教育委員会による厳重注意が相当ということで、厳

重注意処分としたところです。

職務専念義務違反に対する処分の内容については、四角囲みにあると

おり、校長・教頭２名を監督者責任として、市町村教育委員会から厳重

注意処分を行っております。また、行為者である教諭等８名については、

校長からの厳重注意という対応をしています。

個人情報保護条例抵触については、校長・教頭２６名に対して市町村

教育委員会から厳重注意、行為者である教諭等１２９名については、校

長から厳重注意としています。
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竹田市については、市内の小学校１２校、中学校６校、すべての学校

でミニ懇が実施されています。

職務専念義務違反につきましては、１２校で案内状を勤務時間内に配

布したり、それに関する協議をしたり、児童生徒に文書を持ち帰らせた

りした行為が確認されており、どれも時間的には３０秒から５分程度と

いったものでした。これに対する処分は、四角囲みにあるとおり、校長

・教頭２４名を監督者責任として、市町村教育委員会から厳重注意処分、

また、行為者である教諭等４５名については、校長からの厳重注意とい

う対応をしています。

個人情報保護条例の関係については、竹田市の市長部局が、封書・は

がきを配布したのみであれば、条例に規定している、職務上知り得た個

人情報をみだりに他人に知らせ、また不当な目的に使用してはならない

ということには、直ちに抵触しないという判断をしていますので、処分

等は実施しておりません。

このような日田市と竹田市の状況を踏まえまして、それ以外の１６市

町村の状況を現在調査中です。調査の内容については、４ページに「ミ

ニ懇実施状況等調査質問項目」として、「ミニ懇実施の有無」、案内方法

として、「勤務時間内の組合活動に関すること」、「個人情報の保護に関

すること」、「『個人情報保護条例』に関する見解・判断」としておりま

す。その結果については、５ページの調査票で、それぞれの市町村教育

委員会が各学校からの報告を整理し、１０月末までに報告をするように

求めています。

以上でございます。

（松田委員長）

ただいまの報告につきまして、質問・意見はございませんか。

（岩崎委員）

前回の報告を前提にすると、ミニ懇が組合活動であるということにつ

いては争いがない、ということでよろしいですか。

（藤本教育人事課長）

ミニ懇の主催は組合です。

（岩崎委員）

組合主催のミニ懇の案内状を勤務時間中に配布したり、それに関する

協議をしたり、案内状を児童生徒に持ち帰らせたりしていることについ

て、職務専念義務違反が認められるかどうかというのは、勤務時間中に

組合活動をしていいのかどうかという問題であり、これに対する処分と

して、時間的な面から違反の程度が小さいため、厳重注意としたことに
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ついては理解できます。

しかし、個人情報保護条例に抵触するかどうかについては、その取扱

いが日田市と竹田市で全く異なっています。そこで、まず確認の意味で

お聞きしたいのですが、個人情報保護条例は、日田市と竹田市では規定

された内容が異なるのでしょうか。

（藤本教育人事課長）

条文は、それぞれ若干の文言の違いはあると思いますが、基本的な規

定については、同様であると思います。

（岩崎委員）

そうすると、基本的には同じ規定なのに、日田市と竹田市では異なる

評価ということですね。つまり、勤務時間中に学級名簿を利用して、ミ

ニ懇の案内を配布したという行為、組合活動という目的のための利用が、

個人情報保護条例に違反するかどうかということに関して、これが不当

な目的に当たるかどうかという点の評価が異なったから、このような結

果となったということでしょうか。

（藤本教育人事課長）

はがき等は勤務時間外に書かれたものですので、問題は、名簿の組合

活動への利用をどう評価するかということです。

（岩崎委員）

はがきを時間外に書いたかどうかというのは、職務専念義務違反の問

題であって、個人情報保護条例抵触については、学級名簿の利用という

行為をどう評価するかという問題ですよね。

県教育委員会として、この問題を条例違反として考えるかどうか、こ

れはいかがでしょうか。

（藤本教育人事課長）

条例を所管する市長部局がどう判断するかということだと考えていま

す。

（岩崎委員）

これは教育行政の問題ですから、同じような条文があって、同じ行為

がなされているのに、ある市では問題ないと考え、また、ある市では問

題ありと考えるというように、判断に差が出るということは、県教育委

員会として考えると、望ましいことではないと思いますので、こうある

べきじゃないかという姿勢を示して、市町村教育委員会と協議すべきで

はないかと思いますが、いかがでしょうか。
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（河野理事兼教育次長）

県議会の答弁において、個人情報保護条例違反の可能性が高いと判断

をしたうえで、調査をしました。各自治体が所管している条例に関して、

どういった解釈をするかについても、個人情報保護条例違反の可能性が

高いのではないですかという投げかけをしましたが、竹田市からは、法

律専門家に相談した上での判断として、条例違反とまでは言えないとい

う判断をいただきました。ただ、竹田市教育委員会からは、誤解を受け

る可能性は十分あるので、該当教職員、管理職に対して、二度とこうい

った誤解を招く行為をしないよう指導を行うという回答をいただいてい

ます。

（岩崎委員）

今のお話ですと、条例違反とは言えないけれど、何らかの指導、それ

相応の対応がなされたということですね。

初に言いましたように、同じような条例で、同じような行為を評価

するのに、各市で取扱いが違うのは、やはり望ましいことではないと思

いますので、今後、各市町村教育委員会と協議を続けていただきたいと

思います。

（林職務代理者）

組合の活動としてのミニ懇を開くというのは、個人情報の保護を考え

ると、知らせる方法なんてないのではないでしょうか。ポスターを貼っ

て、こういう講演会がありますという程度しかないと思うんですが、そ

ういうことになるのでしょうか。ＰＴＡの場所で案内状を配るというの

は、問題はないのでしょうか。

（藤本教育人事課長）

ＰＴＡが終わって、それが勤務時間外であれば、問題はないという判

断です。

（野中教育長）

職務専念義務違反については、時間としては３０秒から数分ですが、

しっかりとけじめをつけないといけない、そういう意味で日田市にも、

それなりの対応をお願いして、こういう処分になったと考えています。

いろいろ不安な声が出ていますので、きちんとやっていかないといけな

いと思います。

（松田委員長）

子どもや保護者の不安をなくすように、今後も取り組んでいくよう、
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お願いします。

③平和教育に関する現状の把握及び指導について

（松田委員長）

次に、報告第３号「平和教育に関する現状の把握及び指導について」

報告をしてください。

（後藤義務教育課長）

「平和教育に関する現状の把握及び指導について」平成２６年１０月

１７日付で、市町村教育委員会に依頼いたしましたので、ご報告します。

この夏、大分県教職員組合主催で実施されました「親子で学ぶ韓国平

和の旅」を契機として、小・中学校で中立性を欠いた教育や指導が行わ

れているのではないかという不安が、保護者等から寄せられました。新

聞でも報じられましたが、１０月１日には県ＰＴＡ連合会から要望書の

提出があったところです。

このような保護者等の不安を払拭し、信頼される公教育を展開してい

くために、この度、市町村教育委員会に対して、資料のとおり、小・中

学校の教育課程全般、特に平和教育が法令及び学習指導要領に則ったも

のとなっているか、児童生徒の発達に即したものとなっているか、現状

の把握並びに明らかになった問題点を解消する指導を依頼したもので

す。

「記」以下を要約して申し上げますが、

１ 学校で行われる平和教育の政治的中立の確保

２ 教育課程上の平和教育の扱いの明確化、学習指導要領に示す当該

教科等の目標、内容及び内容の取扱い等との合致

３ 授業時数の適正化と、児童生徒の過重な負担の回避

４ 大分県教職員組合の活動方針や同団体の活動方針に専ら用いられ

ている用語を排した平和教育の全体計画及び年間計画の策定

５ 平和教育の全体計画及び年間計画の策定にあたる校長、教務主任

等の責任の明確化

以上５点を観点に、３ページに示す資料に基づいて点検し、４～６ペ

ージの報告書をもって、現状の報告を平成２６年１１月２１日までに、

教育事務所にするよう求めております。

また、この際、併せて、いわゆる「平和カレンダー」の扱いにつきま

しても、報告を求めております。

今後、提出された報告書、資料を精査し、必要に応じ指導する予定で

す。

また、結果については改めて報告いたします。以上でございます。
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（松田委員長）

ただいまの報告について、質疑・意見等はございませんか。

（林職務代理者）

平和教育は、学校教育の中、校長の許可のもとで行われているという

ことでよいでしょうか。

（後藤義務教育課長）

はい、そうです。

④平成２５年度文部科学省児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査の結果について

（松田委員長）

次に、報告第４号「平成２５年度文部科学省児童生徒の問題行動等生

徒指導上の諸問題に関する調査の結果について」報告をしてください。

（江藤生徒指導推進室長）

文部科学省が統計法に基づいて実施する「児童生徒の問題行動等生徒

指導上の諸問題に関する調査（速報）」の結果が公表されましたので、

ご報告いたします。

資料１ページには、大分県と全国との両方がとりまとめられています

が、主に２ページ以降を使いまして、大分県の動向をご報告します。こ

の調査対象期間は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで

です。

「２ いじめについて」ご説明いたします。いじめの認知件数は、表

にも示しておりますが、２ページ「○ いじめの状況」の１つ目、小・

中・高・特別支援学校合わせて３，４９６件で、昨年度の３，７３９件

より２４３件の減少となっています。児童生徒１，０００人当たりの認

知件数は２７．１件で、昨年度の２８．９件より１．８件の減少となっ

ています。なお、千人当たりの認知件数の全国平均は、１ページ 上欄、

いじめの認知件数の右側「全国」の欄にありますように、１３．４件で

あり、本県はそれを上回っていますが、これは些細な事案もいじめとし

て捉え、適切に対応するよう周知した結果と考えています。

「○ いじめの状況」の２つ目、いじめの態様としては、複数回答で

「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる」が

も多く６６．２％であり、以下「仲間はずれ、集団による無視をされる」

が２３．３％、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴

られたりする」が２１．１％などとなっています。
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認知したいじめのうち解消しているものは２，９５１件で、解消率は

８４．４％となっており、昨年度より５．９％の増加となっています。

なお、表にはありませんが、いじめの解消率は４年連続の上昇となって

います。

次に、「３ いじめ防止対策推進法を踏まえた地方公共団体の状況」

についてご説明いたします。はじめに、「○ 地方いじめ防止基本方針」

についてですが、３ページの一番上、「○ 地方公共団体の状況」に記

載してありますように、法による策定や設置の義務は、地方公共団体に

はありません。状況としては、県及び１０市町村が策定済みであり、「い

じめ問題対策連絡協議会」については１市が条例による設置、県及び４

市町村が条例によらない設置となっています。

次にその下、「４ いじめ防止対策推進法を踏まえた学校の取組状況」

ですが、各学校には、法により「学校いじめ防止基本方針」の策定と「い

じめの防止等のための組織」の設置が義務付けられています。各学校の

状況ですが、「学校いじめ防止基本方針」の策定については、県内全て

の公立学校において策定を終えていますが、私立学校の一部において現

在策定中となっています。また、「いじめの防止等のための組織」の設

置についても、同じような状況となっています。

その下、「５ 暴力行為」について、ご説明いたします。暴力行為の

発生件数は、表にありますように、小・中・高・特別支援学校合わせて

３７４件で昨年度の３１４件より６０件の増加となっています。内訳は、

「○ 暴力行為の状況」にありますように、「対教師暴力」が４３件、「生

徒間暴力」が２３６件、「対人暴力」が１６件、「器物損壊」が７９件と

なっており、善悪の判断ができず自分本位の考え方から暴力行為に至っ

た事案や、特定の児童生徒が繰り返し暴力行為を行う等の事案が増えて

おります。

次に、４ページ「６ 小中学校不登校」について、ご説明いたします。

「○ 不登校の状況」にあるように、小・中学校の不登校児童生徒数は

１，２４９人であり、昨年度の１，２００人より４９人の増加となって

います。児童生徒１，０００人当たりの不登校児童生徒数は１３．３人

で、昨年度の１２．６人より０．７人増加しています。なお、１，００

０人当たりの不登校児童生徒数の全国平均は１１．７人であり、本県は

それを上回る結果となっています。また、不登校のきっかけとしては、

複数回答で「無気力」が も多く３４．３％であり、以下「不安などの

情緒的混乱」が３３．１％、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が

１５．２％などとなっています。「指導の結果登校する又はできるよう

になった児童生徒」は４４６人であり、全不登校児童生徒のうち３５．

７％となっています。

次に「７ 高等学校不登校、中途退学」について、ご説明いたします。

高等学校の不登校生徒数は６５９人で、昨年度より２４人の増加となっ
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ています。また、高等学校の中途退学者数は５８２人で、昨年度より４

７人の増加となっており、中途退学率は１．７％となっています。

後に、５ページ「８ 大分県教育委員会の取組」について、ご説明

いたします。県教育委員会では、昨年、国による「いじめ防止対策推進

法」が施行されたことを受け、本年４月に「大分県いじめ防止対策基本

方針」を策定し、法に基づく学校の基本方針、校内組織の設置など、い

じめ問題に対する学校の組織的な取組を推進しているところです。また、

不登校児童生徒数の減少に向けて、スクールカウンセラーの小・中連携

配置の拡充に努めております。さらに、本年度から配置した不登校対策

コーディネーターと市町村教育委員会の連携により、学校からの市町村

教育委員会への欠席連絡システムの構築や、教育支援センターの改善等

がより進んだ市町村もあります。さらに効果を上げていけるよう未然防

止と初期対応の充実に向けた体制づくりを推進してまいります。

今後も、教職員の生徒指導力向上と組織的な生徒指導体制づくりを推

進しながら、児童生徒一人一人を大切にした生徒指導を進めてまいりま

す。

以上でございます。

（松田委員長）

ただいまの報告について、質疑・意見等はございませんか。

（首藤委員）

いじめの方は、一生懸命に取り組んで対策が出来ているようですが、

不登校の課題が大きいと思います。無気力の生徒が多く、その対策とし

てスクールカウンセラーというのは、立ち直らせるのは非常に難しいよ

うな気がします。不登校に対する根本的な対策をしないと、どんどん増

えていくように思えるのですが、いかがでしょうか。

（江藤生徒指導推進室長）

スクールカウンセラーの方々は、相談を受けて、教育支援センター等、

適切な場所につなげながら、個別の相談にのって、解決に向けて努力を

しています。また、本年度から、不登校対策コーディネーターを１６市

町に配置して、未然防止、つまり新規の不登校を出さない取組に力を入

れています。これまで、市町村教育委員会に欠席状況が入るようにする

システムを作るほか、不登校になった生徒が教育支援センターに通える

ようになるような仕組みづくり等に向け、不登校対策コーディネーター

が動いている状況です。

（松田委員長）

今までのやり方では不登校がどんどん増えるのではないかというご意
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見がありましたが、不登校の生徒を専門機関につなぐということをスク

ールカウンセラーはやっています。私がスクールカウンセラーをしてい

たときは、不登校の予備という期間となる３日以上の欠席がある生徒の

家庭訪問をしていました。それによって、かなりの生徒を学校に繋げま

した。

専門的な知識を持つスクールカウンセラーが家庭訪問や親に対する生

活改善指導などをやると、効果が上がると思います。私自身もやってき

て、非常に効果がありました。先生が一軒一軒家庭訪問をするのは難し

いと思います。スクールカウンセラーとして、一人ひとりの家庭に入っ

て、１対１で「あなたこういったことが優れているじゃないの。がんば

ろうよ」といえば、必ず自信をもってくれます。一人ひとりに自信を持

たせないといけないと思います。

未然防止という意味でも、大変なことになる前に、いろんな人の力を

合わせて学校に来れる指導、生きる意欲、学習意欲、こういった自信を

持たせるような指導をみんなでやっていくような指導をすることが大切

だと思います。

（高橋委員）

実際に不登校は、何％くらい学校に復帰していますか。

（江藤生徒指導推進室長）

先ほども報告の中も、ご説明させていただきましたが、復帰率としま

しては、３５．７％です。

（高橋委員）

その生徒は確実に学校に戻ってきているのですか。

（江藤生徒指導推進室長）

はい、そうです。

（高橋委員）

きちんとした形で授業に参加できているのですか。

（江藤生徒指導推進室長）

完全にずっと一年間授業に出ているかというと、そうでないものも含

まれます。

（松田委員長）

私は、スクールカウンセラーとして勤務したのは、県立高校だったの

で、６０日間学校に来ないと単位が取れませんというような指導ができ
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ていたのですが、義務教育では、学校に数時間でもいればよいというよ

うに、やや甘いところがあると思います。 終的には、小・中学校の不

登校が、そのまま高校につながる可能性がありますので、小・中学校と

高校の先生方の連携が必要だと感じます。

（高橋委員）

スクールカウンセラーは、どこまで対応するのでしょうか。スクール

カウンセラーが対応できないときには、どうするのかは決めてあるので

すか。

（江藤生徒指導推進室長）

相談に応じて、その児童生徒に合った対応をスクールカウンセラーが

判断し、この場合には先生に相談しながら、この場合には福祉機関につ

なぐというような対応をしています。

（松田委員長）

スクールカウンセラー同士の研修会で指導を受けたり、また、事例検

討会等もやっています。

（高橋委員）

スクールカウンセラーでは対応できない場合は、、例えば、精神科医

につないでいくというようなこともするのでしょうか。

（松田委員長）

そういう場合もあると思いますが、そういった場合は、家庭や先生方

と話をして、しっかりと連携していくことが大切だと思います。

（岩崎委員）

今までのやりとりをみましても、スクールカウンセラーが大変な業務

ということは分かります。不登校の問題は、態様が様々で、対応が難し

いと思います。

先ほどの話の中で、スクールカウンセラー同士が研修していることを

お聞きしましたが、非常に大切なあるいは大変な業務をしていただいて

いるスクールカウンセラーについて、全体での研修がなされているので

しょうか、組織的な資質向上ための研修が行われているのでしょうか。

（江藤生徒指導推進室長）

スクールカウンセラー連絡協議会を年３回開催し、その中で研修を入

れるような形をとっています。特に２回目は、教育事務所ごとで行い、

その中で地域に独特な、また、特徴的な事例をもとにしたケース会議も
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実施しています。

（松田委員長）

県教育委員会が行う研修だけでなく、スクールカウンセラー自身が行

う研修もやっていますし、精神科医との連携もできています。

⑤平成２６年度大分県児童生徒の体力・運動能力等調査結果について

（松田委員長）

次に、報告第５号「平成２６年度大分県児童生徒の体力・運動能力等

調査結果について」報告をしてください。

（秋好体育保健課体育・スポーツ振興監）

「平成２６年度大分県児童生徒の体力・運動能力等調査」の結果につ

いて、ご報告いたします。

この調査は、本年５月から７月の間に、県下全ての公立小学校・中学

校・高等学校の児童生徒全員を対象に実施しております。まず、調査結

果の概要についてご説明いたします。

資料の２ページをご覧下さい。この表は、児童生徒の体力・運動能力

調査結果の一覧です。それぞれ、上段に平成２６年度の県平均、下段に

は平成２５年度の全国平均を記載しております。なお、全国平均につき

ましては、先週１３日の文部科学省「体育の日」に公表されました平成

２５年度体力・運動能力調査結果となっております。網掛け部分は、全

国平均以上の項目となります。これは、県平均と全国平均との有意差検

定を行った結果です。全国平均以上の項目数は、小学生は６５となりま

した。これは過去 高であった昨年をさらに１７項目上回るものでした。

一方、中学生は６、高校生は８という結果でした。

表を縦軸で見てみますと、「長座体前屈」、「ボール投げ」では、小学

生のすべての年齢において、全国平均以上となっています。しかしなが

ら、「５０ｍ走」につきましては、男女とも全ての年齢で全国平均を下

回っております。

横軸で見てみますと、中学生・高校生は、多くの項目において全国平

均を下回っており、特に男女ともに中学校２、３年生、及び高校１年生

が深刻な状況となっております。

次に３ページ上段の表２をご覧下さい。この表は、県平均が全国平均

以上である項目数とその割合である達成率の年次推移を示したもので

す。また、下段のグラフ１はその推移を示したものとなります。

本年度の全校種の達成率は、４１．１％であり、昨年度に比べると１

１．４ポイント上昇しております。達成率を校種別で見てみますと、小

学校は過去 高となる６７．７％、中学校は１２．５％、高校は１６．



- 23 -

７％でした。新大分県総合教育計画では、この達成率を平成２７年度に

は５０％にすることとしております。

また、資料にはありませんが、小学校の体力向上の拠点校で

あります体育専科教員活用推進校２４校の達成率は９３．８％

でした。参考までに、５年前の平成２１年度調査結果との比較

を行ってみたところ、全１９２項目中１５０項目で平均値が向

上していることから、体力向上に係る施策の成果は確実に現れ

ていると判断しております。

続いて、調査結果に係る考察を述べさせていただきます。資料１ペー

ジにおもどりください。小学生につきましては、「一校一実践」を中心

とした体力向上の取組の充実や各郡市に配置し今年度から２４名に増員

しました体育専科教員の熱心な取組などにより、達成率が大幅に向上し

ております。また、課題であった「上体起こし」、「２０ｍシャトルラン」、

「立ち幅とび」についても全体的に改善されたことなどから、今後も取

組を継続していきたいと考えております。

一方で、中学生・高校生については、未だ多くの項目で全国

平均には達していない状況にあります。改善に向けては、「授

業」や「一校一実践」の更なる充実により、学校生活における

運動の実施頻度を高めることに加え、家庭での運動実施にまで

踏み込んだ取組とする必要があると考えております。その推進

役として、保健体育担当教員の役割が非常に重要であることを、

研修等をとおして徹底してまいります。

男女とも全ての年齢で全国平均を下回った「５０ｍ走」につ

きましては、その改善に向け、一校一実践に「走る・歩く」活

動を組み込むなど、重点的な取組が多くの学校で行われるよう

検討してまいります。

また、体力向上は「運動の実施頻度」や「ゲームの利用時間」

など、生活習慣と密接に結びついていることから、学校と家庭

との連携により、児童生徒の生活習慣の改善に向けた取組も必

要となります。その手段として、ＰＴＡでの健康・体力に関す

る講演会や「保健室便り」「食育通信」などは有効であること

から、その充実に向けた取組も行っていきたいと考えておりま

す。

後に、４ページの補足資料をご覧ください。上段は、３つの体力調

査についてまとめたものです。調査ごとにテストを行うのではなく、１

度のテスト結果をそれぞれ活用しています。今回は、ＢとＣの結果の比

較となります。なお、Ａの結果については、１１月下旬に文部科学省か

ら公表予定です。全国すべての小５、中２を対象とした調査であり、体

力合計点による全国順位についても毎年示されております。下段は、昭

和６１年の本県児童生徒の結果との比較を行ったものです。体格は向上
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しているものの、５０ｍ走、ボール投げともに調査結果は低下しており

ます。今後は、子どもの体力がピークと言われております昭和６０年頃

の水準への回復を目指してまいります。

なお、体力向上については、調査結果の向上のみを目指した取組では

なく、児童生徒に運動の楽しさを味わわせ、運動の日常化・習慣化が図

られること目指した取組となるよう今後も継続した指導を行ってまいり

ます。

以上で体力・運動能力等調査の結果についての報告を終わります。

（松田委員長）

何か質問・ご意見等はありませんか。

（松田委員長）

ダンス、武道を中心とした体育の授業が行われるようになったことか

ら、「投げる」や「走る」が十分に行えていないのではないでしょうか。

子どもの運動実施については、保護者への啓発だけでは、なかなか改善

されないと思います。課題のある調査項目について、子どもたちが楽し

さを味わうことができるような指導が大切だと思います。

女子中学生の調査結果は良くないことから、運動部活動に加入してい

る生徒とそうでない生徒の体力調査結果を示すことも改善に向けた一つ

の方法ではないでしょうか。一般的に、体力の高い生徒は学力も高いと

聞きます。学力と体力の相関関係を示すと、運動しようとする生徒、運

動をさせようとする保護者が増えるのではないでしょうか。

（秋好体育保健課体育・スポーツ振興監）

中学校１、２年生では、武道やダンスを含むすべての運動領域が必修

となっていますので、課題である「投げる」や「走る」についても、し

っかりと指導していきたいと思います。

また、「体つくり運動」は、全ての学年で必修とされていますので、

運動の行い方については、座学も含めてしっかりと指導を行い、放課後

や家庭生活での運動の日常化を図っていきます。

（松田委員長）

学校、家庭、地域でしっかりと連携を図りながら、取組を行ってほし

いと思います。特に、地域には優秀な人材がいますので、そうした人た

ちを積極的に活用するべきではないでしょうか。

（林職務代理者）

楽しく運動に取組ませることも大事ですが、高い目標を持たせること

も大切ではないでしょうか。例えば、体力テストの上位の者を選出して、
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将来のオリンピック選手として育成するようなことを行ってもよいので

はないでしょうか。

（秋好体育保健課体育・スポーツ振興監）

来年度、新規事業として、ジュニアアスリートを育成する事業を検討

しているところです。

（林職務代理者）

能力ある子どもを、早い時期に発掘して育成することも、ぜひ行って

ほしいです。

【協 議】

①コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）に関する規則制定について

（松田委員長）

それでは、協議の①「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

に関する規則制定について」協議を行います。

（髙畑高校教育課長）

〈説明概要〉

・コミュニティ・スクール導入に向けての流れ

・規則の制定と具体的な事務手続きについて

・今後のスケジュールについて

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はございませんか。

（松田委員長）

学校評議員という制度がありますが、これとは違う新しい制度という

ことでしょうか。

（髙畑高校教育課長）

はい、そうです。
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（林職務代理者）

年間、何回くらい会議を行うのですか。報酬が年額１万円となってい

ますが、それくらいの金額でいいのでしょうか。他県では、１回あたり

いくら、という額が出ているようですが。

（髙畑高校教育課長）

会議は、年間５回程度を想定しています。要綱については、別に定め

ることとしていますので、他県例を勘案しながら、年額１万円で検討し

ているところです。

（松田委員長）

学校運営協議会から、人事について意見を出すことができるのですか。

（髙畑高校教育課長）

はい、そうです。ただし、その場合は、出席委員の３分の２以上で議

決することとしています。

（岩崎委員）

小・中学校のコミュニティ・スクールについては、地域おこし等も含

めて、うまくいっていると聞いていますので、県立学校でも、うまくい

ってほしいと思っています。ところで、小・中学校は、校区が比較的狭

いので、地域の方々の協力をいただけると思いますが、県立学校の場合

は、通学範囲が広いので、協議会委員の選任には苦労するかもしれませ

ん。県立学校でも、地域との協力体制ができるよう、是非頑張っていた

だきたいと思います。

（林職務代理者）

例えば、平日に２日間会議があるとすると、委員になる人は限られて

くるのではないでしょうか。

（河野理事兼教育次長）

玖珠町は、小・中学校で大分県や全国を代表するようなコミュニティ

・スクールがすでに導入されており、熟度が高い地域です。今回、玖珠

美山高校に導入される見込みですが、地元では理解と期待を持って迎え

られています。玖珠町のコミュニティ・スクールは、県内の他の地域と

違って、開かれた学校というよりも、学校改革に主眼を置いています。

運営協議会の委員が学校を担い、責任を持って「おらが学校」という立

場で参加をしていくというものですので、玖珠美山高校の存続をかけた

協議会になっていくと思います。
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（高橋委員）

これから、高校再編が行われる地域はあるのですか。また、そこで学

校運営協議会が導入された場合、委員は広域から選ばれる可能性がある

のですか。

（髙畑高校教育課長）

今の高校再編については、来年度、高校が開校する別府地域と玖珠地

域で終了します。運営協議会の委員に関しては、県立高校であり、通学

範囲は広くなるため、広域からの選任になるとは思いますが、玖珠町と

九重町を中心に考えていくことになると思います。玖珠町、九重町に加

えて、日田や湯布院も視野に入れながら、地域を一番分かっている校長

の推薦をもらい、選任していきます。

（高橋委員）

広域になると交通費もかかりますが、逆に狭い地域で選ぶとなると、

選定しにくいと思いますので、委員の選任については、しっかり考えて

いただきたいです。

（髙畑高校教育課長）

報酬については、他県や小・中学校の例をもとに、年額１万円を考え

ています。委員ご指摘のことについても、十分考えていきたいと思いま

す。

（松田委員長）

協議の結果を踏まえて進めてください。

（松田委員長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。

ないようですので、先に非公開と決定しました案件の議事を行います。

関係課室長のみ在室とし、その他の課室長及び傍聴人は退出してくださ

い。

（関係課以外及び傍聴人退出）

②平成２７年度公立学校教職員定期人事異動方針等について

（松田委員長）

それでは、協議の②「平成２７年度公立学校教職員定期人事異動方針
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等について」協議を行います。

（説 明）

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はございませんか。

（質疑・意見等）

（松田委員長）

次回の教育委員会議での議案の提出をお願いします。

③平成２７年度実習助手・海事職・理療科教諭選考試験について

（松田委員長）

それでは、協議の③「平成２７年度実習助手・海事職・理療科教諭選

考試験について」協議を行います。

（説 明）

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はございませんか。

（質疑・意見等）

（松田委員長）

協議の結果を踏まえて進めてください。

（松田委員長）

後にこの際、何かありましたら、お願いします。

ないようですので、これで平成２６年度第１４回教育委員会会議を閉

会します。

お疲れ様でした。



平成26年度第14回大分県教育委員会会議次第

日時 平成２６年１０月２１日（火）

１３：０５～１５：２５

場所 教育委員室

１ 開 会

２ 署名委員の指名

３ 議 題

（１）議 案

第１号議案 「大分県グローバル人材育成推進プラン」の策定について

（２）報 告

①「目標達成に向けて組織的に取り組む『芯の通った学校組織』」の

構築に関する取組事例集について

②ミニ懇実態調査（竹田市・日田市分）結果及び他市町村の調査実施

について

③平和教育に関する現状の把握及び指導について

④平成２５年度文部科学省児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に

関する調査の結果について

⑤平成２６年度大分県児童生徒の体力・運動能力等調査結果について

（３）協 議

①コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）に関する規則制定

について

②平成２７年度公立学校教職員定期人事異動方針等について

③平成２７年度実習助手・海事職・理療科教諭選考試験について

（４）その他

４ 閉 会
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大分県グローバル人材育成推進プラン(案)について

大分県グローバル人材育成推進会議の設置

平成２６年５月１４日に、本県におけるグローバル人材育成に必要な教育上の

課題・今後の取組について協議・検討するため設置。会議のメンバー及び審議の

経過は以下のとおり。

＜ 大分県グローバル人材育成推進会議委員 ＞

株式会社大分銀行 常務取締役 渡 部 智 弘

三和酒類株式会社 取締役副社長 熊 谷 敬 造

企業関係者 大分日産自動車株式会社 取締役社長 橋 本 仁

英語教室 代 表 池 田 裕佳子

独立行政法人 大分貿易情報
松 村 亮日本貿易振興機構 センター所長

大分大学教育福祉科学部 教 授 山 崎 清 男
大学関係者

立命館アジア太平洋大学 国際経営学部長 横 山 研 治

大分県PTA連合会 副会長 廣 瀬 多賀子
保護者代表

大分県高等学校PTA連合会 副会長 渡 辺 美和子

杵築市立杵築中学校 校 長 森 山 聡

学校教育関係者 宇佐市立宇佐中学校 校 長 吉 村 高 三

大分県立由布高等学校 校 長 工 藤 孝 一

市町村教育委員会 別府市教育委員会 教育長 寺 岡 悌 二

※団体名及び職名は平成２６年９月のもの。

＜ 審議の経過 ＞

第１回 ５月14日 大分県における「グローバル人材」の資質・能力について

第２回 ７月１日 「挑戦意欲と責任感・使命感」について

第３回 ８月７日 「多様性を受け入れ協働する力」及び「大分県や日本への深
い理解」について

第４回 ８月29日 「知識・教養に基づき論理的に考え伝える力」及び「英語力
（語学力）」について

第５回 ９月25日 「大分県グローバル人材育成推進プラン」について

［第１号議案］
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大分県における「グローバル人材」の資質・能力の考え方

会議での意見やアンケート結果を踏まえ、大分県における「グローバル人材」
の資質・能力を以下のように定義した。そして、これからのグローバル社会を生
きる大分県の子どもたちが、世界に挑戦し、多様な価値観を持った人々と協働し
未来を切り拓く上で、この５つの力の「総合力」が必要であり、その素地を教育
の中で培うことが必要であるとした。

世界に挑戦し、多様な価値観を持った者と協働する基盤となる

○挑戦意欲と責任感・使命感

○多様性を受け入れ協働する力

○大分県や日本への深い理解

○知識・教養に基づき論理的に考え伝える力

○英語力（語学力）

＝

５つの力の「総合力」

グローバル人材育成のための体制の整備

本プランでは、５つの力を総合的に育成するために、今後３年間に取り組むべき
施策を示した（別紙）。また、グローバル化の益々進展に対応できるよう、以下の
ように、施策の進捗状況の進行管理や取組の改善・充実を図るとともに、プランを
推進するための体制を整備する必要があるとした。

○成果を測る指標の策定
施策の進捗状況を確認できるよう、プランの成果を測ることができる指標

を策定する。

○フォローアップの実施
毎年度、本プランの進捗状況を「大分県グローバル人材育成推進会議」に

報告し、会議からの意見を踏まえて、組織的な取組の改善・充実を図る。

○プランの見直し
本プランの最終年度である平成２９年度において、本プランに基づく取組

や成果の状況を検証するとともに、必要に応じ、改善されたプランを策定。

○プランの推進体制の整備
本プランに基づく取組の推進や改善・充実を図るため、教育庁内の体制を

整備する。

［第１号議案］
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「目標達成に向けて組織的に取り組む
『芯の通った学校組織』」の構築に関する

～ 子どもたちの力の確実な向上を目指して ～

平成２６年１０月

大分県教育委員会

取 組 事 例 集
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取組事例集の作成に当たって

子どもたちの学力・体力の向上を図るとともに、いじめ等の諸課題に迅速・適切に対
応するためには、各学校が具体的な目標を設定し、学校全体で組織的に取り組むことが
必要です。

このため、県教育委員会は、平成２４年１１月２６日に「目標達成に向けて組織的に
取り組む『芯の通った学校組織』推進プラン」を作成し、市町村教育委員会との緊密な
連携の下で、平成２４年度、２５年度、２６年度の３つのフェーズにより、取組を進め
ているところです。

現在、各学校、市町村教育委員会の積極的な取組により、「芯の通った学校組織」が
全ての学校で定着しつつあると考えており、学校や市町村教育委員会からは、効果的な
学校の取組事例の紹介がほしいとの要望を頂いているところです。

このようなことから、この度、県下の学校の効果的な取組事例をまとめた事例集を作
成し紹介させていただくことにしました。

本取組事例集は、第３フェーズの中心課題である５つの柱ごとに取組事例を掲載して
います。取組事例を参考にして頂くことで、各学校の目標達成に向けた組織的な取組が
一層推進され、子どもたちの力と意欲の向上が図られることを期待しています。

「芯の通った学校組織」のイメージ図

［資料＿報告①］
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（１）第３フェーズの中心課題

第３フェーズの中心課題

「目標達成に向けた組織的な取組」の徹底

Ⅰ．学校評価を活用した、学校の課題に直結した目標や取組
の設定と短期の改善

Ⅱ．教職員評価システムに基づく、全教職員への目標の徹底
と個人目標への連鎖

Ⅲ．主要主任等の役割の一層の充実と主任手当の趣旨の徹底

Ⅳ．企画立案の場としての運営委員会の活用推進

Ⅴ．目標の共有による家庭や地域との協働

子どもたちの力の確実な向上

［資料＿報告①］
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（２）取組事例整理表

下の表の左側は、第３フェーズの５つの中心課題（Ⅰ～Ⅴ、左ページ参照）に沿って、
平成２５年度当初に示した「２０の観点」を分類したものです。下の表の右側は、本事
例集で取り上げている１５の事例（①～⑮）が、それらの中のどの観点に関連した事例
であるかを整理したものですので、ご参考にして下さい。

中心
教育事務所 事

課題
例「２０の観点」から抜粋

中津 別府 大分 佐伯 竹田 日田 数

学校の重点目標が３～４つ程度に具体化さ
１ れ、その達成状況を図るための検証可能な達成 ① ②

指標が設定されている。

Ⅰ ２ 重点目標を達成するための取組を、重点的取 （②） ４
組及び取組指標により具体的に設定している。

重点目標達成に向けたＰＤＣＡサイクルが、 ④ （②） ③
３ 年３回以上の短期で行われるよう計画され、検

証・改善が行われている。

教職員評価システムに基づき、各教職員の目
６ 標が、学校の重点目標と連動した形で設定され ⑤ ⑥

ている。

Ⅱ ２
教職員評価システムに基づく各教職員の目標

７ を決める際、その目標に関係する主任等が目標
設定に関わっている。

重点目標達成に向けた学校評価を行う体制
４ が、主幹教諭、指導教諭、教務主任等のミドル ⑦

リーダーを活用した体制となっている。

市町村学校管理規則に基づき、主要主任等が
１４ 市町村教育委員会の承認のうえ、適切に任命さ

れている。

Ⅲ ３
管理職や主幹教諭の下、主要主任等が各分掌

の責任者としてリーダーシップを発揮し、校長
１５ の学校運営方針等を他の教職員に周知し、指導 ⑧

・助言を行うとともに、教職員の考えを集約し
て管理職に伝えている。

主任制度及び主任手当の趣旨が全ての教職員
１６

に徹底されている。 ⑨

運営委員会が定期的に開催され、主要主任等の
１８ 間の連携・協議を通じて、校長の意思決定を補 ⑪ ⑫ ⑩

Ⅳ
佐するものになっている。 ３

職員会議の場があたかも意思決定を行う場の
１９ ようなものとなっていない。

保護者、地域住民の協力を得られるよう、４ ⑬
点セット（重点目標、達成指標、重点的取組、

Ⅴ ５ 取組指標）が学校便りやホームページ等で公表 ⑭ ３
され、また、ＰＴＡや地域住民との意見交換会
などで活用されている。 ⑮

［資料＿報告①］
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（３）参考：「２０の観点」と観点別留意事項

学校の教育目標の具体化
観点 観点別留意事項

１ 学校の重点目標が３～４つ程度 ・児童生徒の実態、学校の喫緊の課題に即した重点目標にな

に具体化され、その達成状況を図 っているか（重点目標は、知・徳・体の３つである必要は

るための検証可能な達成指標が設 ない）。

定されている。 ・達成指標は、前年の状況も踏まえた、適切なレベルになっ

ているか。

２ 重点目標を達成するための取組 ・取組指標は、「誰が」「何を」「どれくらいの頻度で」とい

を、重点的取組及び取組指標によ う、検証可能な内容になっているか。

り具体的に設定している。

３ 重点目標達成に向けたＰＤＣＡ ・目標の達成状況を検証するだけでなく、取組内容の検証を

サイクルが、年３回以上の短期で 行い、取組指標等を修正の上、具体的な改善につなげてい

行われるよう計画され、検証・改 るか。

善が行われている。 ・学校関係者評価が、学校関係者が学校状況を十分に理解し、

学校と意見交換をして能動的に評価するものとなってお

り、アンケートをもって学校関係者評価としていないか。

４ 重点目標達成に向けた学校評価 ・主要主任等を中心に、学校評価の立案・検証・課題提起等

を行う体制が、主幹教諭、指導教 の業務を行う体制となっているか。

諭、教務主任等のミドルリーダー

を活用した体制となっている。

５ 保護者、地域住民の協力を得ら ・４点セットやその進捗状況が、学校便りやホームページ等

れるよう、４点セット（重点目標、 で分かりやすく公表されているか。

達成指標、重点的取組、取組指標） ・４点セットを示しながら、保護者や地域住民と意見交換を

が学校便りやホームページ等で公 行い、重点目標の達成に向けた具体的な協力を求める機会

表され、また、ＰＴＡや地域住民 を設けているか。

との意見交換会などで活用されて

いる。

６ 教職員評価システムに基づき、 ・管理職は、重点目標等を全教職員に浸透させているか。

各教職員の目標が、学校の重点目 ・「学校の重点目標→各分掌等目標→個人の自己目標」と連

標と連動した形で設定されてい 動しているか。

る。 ・校長は、面談や中間申告時に、教職員の自己目標に対して

適切な指導・助言を行っているか。

７ 教職員評価システムに基づく各 ・各主任等は、学校の重点目標に基づき、具体的な分掌等目

教職員の目標を決める際、その目 標（取組指標、達成指標）を定めているか。

標に関係する主任等が目標設定に ・各主任等は、分掌会議等において、所属する教職員の目標

関わっている。 設定に関わるとともに、進捗状況を把握し、適切な指導・

助言を行っているか。

［資料＿報告①］
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目標達成に向けた組織的な学力・体力向上
観点 観点別留意事項

８ 全国学力・学習状況調査や大分 ・児童生徒のつまずきを、調査学年だけでなく全学年の課題

県学力定着状況調査の結果等を活 として具体的に分析の上、時間を置くことなく改善のため

用して、課題を把握し、具体的な の取組を進めているか。

目標・取組の下、短期の検証・改 ・ドリルタイムや家庭学習の量を増やすだけでなく、授業改

善により授業改善等の学力向上の 善の視点で取組を進めているか。

取組を進めている。

９ 管理職の下、主幹教諭や指導教 ・教務主任等が、教育課程の編成や学力向上会議の企画立案

諭、教務主任を中心に、教育課程 ・運営を中心となって行い、その内容を全教職員に共有させ

の編成や学力向上会議の開催が行 ているか。

われ、学校全体で学力向上を進め

ている。

１０ 校内研修及び校内研究が、管理 留意事項なし

職や主幹教諭、指導教諭の下での

教務主任と研究主任の適切な役割

分担により、学校の重点目標や課

題と結びついて計画的に行われて

いる。

１１ 司書教諭等を中心とした組織的 ・司書教諭、図書館担当、学校司書等の役割やミッションが

な指導体制の下で、学校図書館を 明確化され、全教職員で共通理解した上で、図書館教育の

活用した取組が行われている。 計画に則って取り組んでいるか。

１２ 全国体力調査の結果等を活用し ・課題を具体的に分析し、時間を置くことなく改善のための

て、課題を把握し、具体的な目標 取組を進めているか。

・取組の下、短期の検証・改善に ・児童生徒の運動量の目安を立て、それを増やすだけでなく、

より授業改善等の体力向上の取組 運動に対する意欲・関心を高めたり、体育の授業を要とし

を進めている。 た教育活動全体の改善の視点で取組を進めているか。

１３ 管理職や主幹教諭、教務主任に ・「一校一実践」を、体育主任・体育科教員に任せるのでは

よる指導とサポートの下、体育主 なく、体育の授業以外にも位置づけ、学校全体で取り組ん

任が中心となって学校全体で「一 でいるか。

校一実践」が行われている。

［資料＿報告①］
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基盤となる学校運営体制
観点 観点別留意事項

１４ 市町村学校管理規則に基づき、 ・市町村教育委員会は、承認するに当たって、主要主任等に

主要主任等が市町村教育委員会の 主任制度及び主任手当の趣旨が徹底されるよう、管理職や

承認のうえ、適切に任命されてい 主要主任等を指導しているか。

る。

１５ 管理職や主幹教諭の下、主要主 ・管理職は、分掌会議等により、主要主任等が学校運営方針

任等が各分掌の責任者としてリー や運営委員会での協議事項等を教職員に周知したり、教職

ダーシップを発揮し、校長の学校 員の考えを集約したりする機会を十分設定しているか。

運営方針等を他の教職員に周知 ・管理職は、主要主任等がリーダーシップを発揮して取組を

し、指導・助言を行うとともに、 進める体制（部会やプロジェクトチームなど）を設けてい

教職員の考えを集約して管理職に るか。

伝えている。 ・主要主任等は、学校運営方針や運営委員会での協議事項等

を教職員に周知し、指導・助言を行っているか。

・主要主任等は、教職員の考えを集約して管理職に伝えてい

るか。

１６ 主任制度及び主任手当の趣旨が ・管理職は、主任手当拠出の状況の把握に努めるとともに、

全ての教職員に徹底されている。 主任制度及び主任手当の趣旨を全教職員に定期的に周知・

徹底しているか。

１７ 市町村学校管理規則に基づき、 留意事項なし

運営委員会が設置されている。ま

た、学校運営組織図は、主幹教諭

や指導教諭、主要主任等が中心と

なっており、分掌主任等の氏名が

明示されている。

１８ 運営委員会が定期的に開催さ ・運営委員会が週１回行われるなど、定期的な開催となって

れ、主要主任等の間の連携・協議 いるか。

を通じて、校長の意思決定を補佐 ・管理職は、運営委員会で充実した企画立案がなされるよう、

するものになっている。 議事内容を予め示し、主要主任等に積極的な提案をさせる

機会を十分設けているか。

１９ 職員会議が意思決定を行う場と ・運営委員会と職員会議の役割の違いを、全教職員で共通理

なっていない。 解しているか。

・職員会議の回数や時間の効率化のための工夫（運営委員会

の協議事項を紙面で周知等）を行っているか。

２０ 管理職の下、衛生委員会等の活 留意事項なし

動を中心に、教職員の健康管理の

充実に組織的に対応している。

［資料＿報告①］



- 7 -

取 組 事 例
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Ⅰ 学校評価を活用した、学校の課題に直結した目標や取組の
設定と短期の改善

取 組 事 例 ①（小学校、児童数３３８名、別府教育事務所管内）

観点１ ・児童生徒の実態、学校の喫緊の課題に即した重点目標になっているか
観点別留意事項 （重点目標は、知・徳・体の３つである必要はない）。

１．取組の内容

Ａ小学校では、平成２５年度の重点目標を「基礎･基本の定着」「整理整頓ができる子の育成」「運動好き
な子の育成」（「知・徳・体」）として取組を進めてきた。

平成２６年度は、４月に「喫緊の課題を明確にし、目標を焦点化する」「課題を共有し、全教職員で組織
的に取り組むという意識を高める（意識改革）」という目的で「全教職員に対するアンケート調査」を実施
した。その結果、「話がしっかり聞けない」「机等への落書きが多い」という課題が共有された。

そこで、校長・教頭・教務主任で重点目標を２つに焦点化した４点セット（案）を作成し、運営委員会で
の協議を経て決定し、「目標協働達成モデル校」として家庭･地域と協働しながら取組を進めている。

【全教職員に対するアンケート結果】

＜主な意見＞

○話を聞くこと、全校で落ち着いて行動すること ○教師の指示が徹底しない
○落ち着きがない、TPO がわかっていない ○きまりや規律が徹底できない
○個別の支援が必要な子が大変多い ○学習生活のルールが徹底されていない
○普通学級にいる支援を必要とする子どもの個別指導と職員の共通認識
○お互いを大切にしたり、認めあったりする心が育っていない
○あいさつができない、あいさつの声が小さい

          本校の最大の課題は？（平成２６年４月８日実施　教職員アンケートより）

0 2 4 6 8 10 12

家庭

身だしなみ

個別指導

あいさつ

TPO（けじめ）

クラスづくり

授業規律

話を聴くこと

（人）

「規律の徹底」に向けて、職員全体で共通理解しながら

組織的に取り組むことの必要性

        課題解決のための方法は？（平成２６年４月８日実施　教職員アンケートより）

　

0 5 10

個別指導（声かけ）

日常的指導（挨拶など）

クラスづくり

規律の徹底

職員全体の一貫した指導

（人）

［資料＿報告①］
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２．取組についての評価等

（１） 校長は、全教職員に対するアンケート調査という方法で「喫緊の課題」を明確にし、学力･体力向
上の基盤となる「姿勢や規律」に関する重点目標に焦点化した。

また、全教職員に対するアンケート調査という方法により、「ボトム・アップを図り、課題を全職
員で共有し、組織的に取り組むという意識を高める（意識改革）」ことにもつなげている。

（２） 下のグラフ１を見ると、４月の段階で、教職員が 大の課題と考えていた「話を聴くこと」「あい
さつ」の項目について「よくなった」という回答が増えている。

また、グラフ２からは、4月の段階で、教職員が 大の課題と考えていた「話を聴くこと」「授業
規律」が減っており、取組からわずか２ヶ月程度で、教職員が子どもの変化を感じている。全教職
員で課題を共有し、組織的に取り組んだ成果と考えられる。

【グラフ１】

【グラフ２】

【目標達成のための組織的取組（Ａ小学校）】

学 校 教 育 目 標

支えあい、学びあう、たくましい A 小児童の育成

重 点
静かに人の話を聴くことのできる子の育成 人と物を大切にする子の育成

目 標

○児童のアンケートで人の話をまっすぐ前 ○机・椅子、その他、学校の落書きが０
を向いて聴くことができると答える児童 ○年間生活目標「自分からあいさつをしよう」

達 成 の割合が８０％以上 のクラス単位の振り返りで全クラスが８割
指 標 以上（赤色シール）を達成する。○年間生活目標「静かに話を聞こう」のク

ラス単位の振り返りで全クラスが８割以
上（赤色シール）を達成する。

○話を聴く姿勢についての指導を全職員で ○学校生活すべてを通じてあらゆる場面で公
重点的 行い、授業→学年→集会と連動して指導 共物を大切にする指導を行う。
取 組 する。特に、学年集会を共通理解した指 ○年間生活目標を「自分からあいさつをしよ

導の場とする。 う」として重点的に取り組む。
○年間生活目標を「静かに話を聞こう」と ○△△中、△△小、□□小と連携し、地域の

して重点的に取り組む。 方と共に登下校時のあいさつ運動に取り組
む。○授業規律を共通理解するためのガイドラ

インである A 小スタンダード（よりよい
学びのために）を作成する。

○全校集会を月１回、学年集会を月１回行 ○週の終わりに学級担任が落書きをしていな
取 組 い、座る姿勢や話を聴く姿勢を指導する。 いか点検する。
指 標

○４月、９月、１月にクラス単位で振り返 ○５月、１０月、２月にクラス単位で振り返
りを行う。 りを行う。

○ A 小スタンダード（よりよい学びのため ○４月、９月、１月の登校指導で合わせて行
に）のふりかえりを児童に月１回行わせ う。
る。

0 2 4 6 8 10 12 14 16（人）

第３回　教職員アンケート　「１学期よくなったこと」（平成２６年６月２０実施）

集会の態度（話の聴き方、入退場）

あいさつ

担任との人間関係

時間を守る

0 1 2 3 4 5 6（人）

話を聴くこと
授業規律（きまり）

 第３回　教職員アンケート　「本校最大の課題」（平成２６年６月２０実施）

心を育てる指導について

学習に関すること

個別対応を必要とする子の支援体制

指導の継続

［資料＿報告①］
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取 組 事 例 ②（中学校、生徒数５９名、竹田教育事務所管内）

・児童生徒の実態、学校の喫緊の課題に即した重点目標になっているか。
観点１・２・３ ・達成指標は、前年の状況も踏まえた、適切なレベルになっているか。
観点別留意事項 ・取組指標は、「誰が」「何を」「どれくらいの頻度で」という、検証可能な内容に

なっているか。
・目標の達成状況を検証するだけでなく、取組内容の検証を行い、取組指標等を修
正の上、具体的な改善につなげているか。

１．取組の内容

Ｂ中学校は、平成２５年度末に教務主任を中心に運営委員会において取組の反省を行い、子どもの実態か
ら重点的取組を変更または発展させ、平成２６年度に向けた方向づけを行った。そして、平成２６年度の開
始に当たり、新しい校長の下で協議を行い、 終的には以下のような昨年度からの改善を行った上で、「学校
経営の重点（４点セット）」を策定し、取組を進めている。

【重点目標及び達成指標】

重点目標 達成指標 工夫改善したこと

昨 確かな学力の定着 学力調査において偏差値５５， 昨年度は、各種学力調査におい
年 達成率８０％ て達成指標をクリアしたが、個々
度 に着目すると、学力差の開きが目

立った。そこで、今年度は、低学
力層の底上げを達成指標に掲げ、

今 学力の確かな定着 定期テストにおける下位層（正 取組を進めている。
年 答率３０％以下）の生徒の割合
度 を半減する。

【重点的取組及び取組指標】

重点的取組① 取組指標 工夫改善したこと

昨 全生徒が考えを伝え合う 全教職員が，全生徒の学力保 協調学習により表現力が身につ
年 協調学習を推進する。 障のため、きちんとした尺度を いた。提案授業だけでなく、それ
度 持ち、協調学習の手法を用いた を日常実践にも取り入れること

授業実践を行う。 で、更なる表現力の高まりを期待
して設定した。

今 協調学習を推進し、生徒 協調学習による授業を年間一
年 が考えを伝え合う授業を実 人一回は提案すると共に、日常
度 践する。 的に協調学習の手法を用いた授

業を展開し、生徒の伝え合う力
を高めていく。

重点的取組② 取組指標 工夫改善したこと

昨 シェア・タイム（２０分 定期考査１週間前から朝のシェ お互いに問題を出して解き合う
年 間）を実施し、生徒個々の ア・タイム（２０分間）を実施 ことで、学習効果が高まった。個
度 課題に応じた指導を行う。 し、生徒個々の課題に応じた指 別のきめ細やかな指導が必要であ

導を行う。 ることを共通理解し、今年度から
は全教職員で取り組むこととし

今 シェア・タイムを実施し、 定期テスト１週間前から毎日 た。
年 生徒のつまずきの解消を図 朝と放課後に２０分間のシェア
度 る。 ・タイムを実施し、学年部会全

教職員で生徒のつまずき解消の
ための個別指導を行う。

［資料＿報告①］
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重点的取組③ 取組指標 工夫改善したこと

昨 メディアに触れる時間を ノーメディア・デー運動を推 目標とする家庭学習の時間は達
年 減らし，家庭学習の時間を 進し，各学年目標とする家庭学 成できなかった。更に徹底を求め
度 確保する。 習時間を保障する。 るよりも、より喫緊の課題である

読書活動への取組を進める必要性
を全教職員で確認し、今年度は重
点的取組を切り替えた。

今 全学年、朝読書に取り組 ８：００～８：２０の２０分
年 む。 間、１・２年は毎日、３年は週
度 ２回朝読書を実行し、読書量を

増やす。職朝がない日（月・木
以外）は、学年部全教職員で教
室で一緒に読書を行う。

２．取組についての評価等

（１） 「学校経営の重点（４点セット）」策定に際して、子どもの実態を踏まえて達成指標を見直すとと
もに、効果のある取組が更に広がるよう改善したり、より喫緊の課題解決のための取組内容を切り替
えたりといった工夫改善を行っている。

（２） 取組指標は、取組の内容が具体化されており、明確なものとなっている。

（３） 教職員の向上心が高く、小規模校であるが、しっかりとした教務主任のリーダーシップのもと、継
続的な改善が進められている。

【用語の解説】

４点セットとは：重点目標・達成指標・重点的取組・取組指標のこと

＜参考：平成２５年１月 学校評価の手引き（抜粋）＞

①重点目標
学校では、通常、目指す子ども像や学校像など、学校経営を通じて実現することを目指す理想の姿を示す教育目標を

設定しています。教育目標はその性格上、抽象的なものであることが多いため、学校が重点を置いて目指す成果や取り
組むべき課題を明らかにした重点目標を設定する必要があります。

重点目標は真に重点的なものとし、多くとも３～４項目程度に絞る必要があります。（中略）思い切って重点目標を
絞り込むことで、学校が目指している方向性や解決すべき課題が全教職員により共有され、エネルギーを集中して学校
全体で取組を行うことが可能になります。

②達成（成果）指標
次に、重点目標に対する達成指標を設定する必要があります。達成指標は、重点目標が目指している成果を把握する

ための指標で、児童生徒がどう変わったかという児童生徒の変容に着目して指標を設けることが基本になります。達成
指標は、重点目標の達成状況を図る「ものさし」であり、出来る限り数値化し、検証可能なものとする必要があります。

（中略）言葉による定性的な重点目標だけでなく、数値による達成指標があることで、学校が取り組もうとしているこ
とやその状況について具体的な議論を行うことが可能になります。

③重点的取組
どのような目標も目標達成のための手立てがなければ「絵に描いた餅」にすぎません。このため、各重点目標に対し

て、その達成につながる具体的な取組内容を決める必要があります。（中略）各重点目標に対し重点的取組は３つ程度
に絞り、学校全体で教育活動を展開することが重要です。

④取組指標
また、重点的取組の取組状況を把握するための「取組指標」が必要です。「取組指標」は、重点的取組の内容を誰が

何をどれくらいの頻度で行うかを設定するもので、教職員が努力を傾ける分量を示すものです。したがって、取組指標
は、その取組を行う教職員の人数や取組回数など具体的な数値で表されることになります。（中略）学校評価を「評価
のための評価」ではなく、「改善のための評価」とするためには、重点的取組と取組指標を具体的に設定することが何
より重要です。

［資料＿報告①］
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取 組 事 例 ③（中学校、生徒数２６名、日田教育事務所管内）

観点３ ・目標の達成状況を検証するだけでなく、取組内容の検証を行い、
観点別留意事項 取組指標等を修正の上、具体的な改善につなげているか。

１．取組の内容

C中学校では、年度当初に校長が４点セットに係る年間ＰＤＣＡサイクルについて提起・説明を行い、全
教職員の共通理解を図ったうえで、以下のような工夫により、学校評価の活用に取り組んでいる。

（１）４点セットと対応した学期末アンケートの実施
４点セットが決まって間もない５月に、４点セットに対応したアンケート項目を、教務主任が主要主

任と協議し、運営委員会を経て決定した。これにより、生徒・保護者へのアンケートを通して取組が評
価されることを、年度の早い時期から教職員一人ひとりが意識して取り組むことができている。

（２）検証のための評価資料の蓄積
下表のように、４点セットの重点的取組・取組指標を取組内容として明示し、教職員の取組状況や生

徒の達成状況等を日々記録して、月ごとの評価を計画的に行い、評価資料の累積と取組の意識化を図る
工夫をしている。

取組項目 達成指標 取組内容 担当者 校長 教頭 Ａ教諭 Ｂ教諭 Ｃ教諭 Ｄ教諭 Ｅ教諭 Ｆ教諭 Ｇ教諭 Ｈ教諭 計

帰りの会において、自ら行動できたことを「万
善簿」に記録させる。

[教務主任]

学年部

学級担任
◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

他者の素晴らしい行動も記録し、紹介・交流
をする。

[教務主任]

学年部

学級担任

全職員

○ ○ ◎ ○ △ △ ○

　　　　１　学　期　　課　題　点　検　表　（５月分集計）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年度　○○中学校
評価≪100%以上◎80%以上○60%以上△60%未満×≫

自主：

考え判断

し、自ら

行動でき

る生徒の

育成

「万善簿」の取組
「万善簿」に○の数を１０
０以上記録した生徒９割

重点目標 達成指標 重点的取組 取組指標

「重点目標・達成指標・重点的取組・取組指標」と生徒・教職員・保護者アンケート項目との関係

アンケート項目

生
徒

教
職
員

保
護
者

平成２６年度（１学期）

 万善簿の取り組みを通して、自ら行動できるようになってきた。

○１学期末において
『万善簿』に記録し
 た○の数１００以上
 の生徒を９０％以上
 にする。

1「自主」
考え判断し、
自ら行動でき
る生徒の育成

 すすんで善行を行い、学校生活を楽しく過ごしている。

 短学活で淡窓教育（『万善簿』の記録など）ができている。
(担任、学年長）

○『万善簿』の取り組
  みによって、主体的
  に行動し、思いやり
  をもった生徒の育成
  を図る。

 校内や学級における生徒の人間関係が良好である。（全）

『万善簿』の取り組みの評価ができている。（担任、学年長）

 子どもは、友達と仲良く過ごせている。

 子どもは自分で考え行動できる力がついている。

・帰りの会において、１日
  を振り返り、自ら行動で
  きたことを『万善簿』に
  記録する。

 友達の良いところに気づき、仲良くできている。

・他者の素晴らしい行動を
　記録し、その頑張りを交
　流する。

 子どもは楽しく学校に行っている。

［資料＿報告①］



- 13 -

（３）次学期の取組指標等の見直し

（１）（２）を踏まえて検証を行い、次学期の改善策に反映させている。

【用語の解説】
「万善簿（まんぜんぼ）」とは、元来、日田市出身で江戸時代の儒学者・教育者・漢詩人である広瀬淡窓がつけていた

善行実践の記録のことである。一日を振り返って、良いことをしたら○（白丸）を万善簿に1つつけ、悪いことをしたら
1つ●（黒丸）をつけていき、○から●の数を引いたものが1万になることを目指したものだった。近年、日田市教育委員
会が「咸宜園教育の理念を生かした学校経営」をすすめたことにより、学校実態に応じて工夫された万善簿の取組が多
くの小・中学校でなされるようになった。C中学校では、生徒に一日を振り返らせ、自らの善行を「万善簿（善行の一覧表）」
に○をつけさせたり、他者の善行を具体的に書き残したりしている。

２．取組についての評価等

（１） １の（２）や（３）の表中に、「担当者」として主要主任を記すことで、日々の記録や月ごとの評
価をはじめとした評価・取組全般にわたって「権限と責任」が明らかになっている。そのため、他の
教職員にとっては相談する窓口が明確になるとともに、主要主任にとっては指導助言をする必然性が
生まれている。

（２） ４点セットの重点目標は、校長が提示したものの、達成指標や重点的取組・取組指標は主要主任を
中心とした分掌部会で協議して運営委員会を経て決定している。さらに１の（３）のＣＡシートで学
期ごとの取組を検証し、次学期に向けた改善策を全教職員が確認していくことで、主要主任を中心と
した自発的なＰＤＣＡサイクルが回っていると言える。

（３） １の（2）の月ごとの課題点検表が、本年度は、１の（３）のＣＡシートにあるように学期末の評
価資料として活用されている。今後、運営委員会等で月１回の進捗状況を探る資料として活用するこ
とが期待できる。

重点的取組 取組指標 達成指標 重点的取組取組指標 達成指標

ＣＡシート（ １ 学 期 ）

・帰りの会に
おいて、１日
を振り返り、
自ら行動でき
たことを『万
善簿』に記録
する。また、
他者の素晴ら
しい行動を記
録し、その頑
張りを交流す
る。

　１学期の取組状況・振り
返り及び２学期に向けて

評価
２学期

重点目標
１学期 職員アン

ケートより
生徒アン
ケートより

保護者
アンケート

より

○１学期末に
おいて『万善
簿』に記録し
た○の数１０
０以上の生徒
を９０％以上
にする。

1「自主」
考え判断

し、自ら行
動できる生
徒の育成

○『万善簿』
の取り組みに
よって、主体
的に行動し、
思いやり
をもった生徒
の育成を図
る。

４点セットに関わる月別

や１学期のアンケートの

結果とその分析を記入

します。

「自主」に関わる内容に

ついての取組状況やそ

れに対する振り返りを記

入するとともに、２学期

の方向性について記入

します。

同じ「重点的取組」「取

組指標」「達成指標」で、

さらに進めていくの

か？

それとも、改善や進展

を図っていくのか？

１学期の振り返りをも

とに、２学期の４点セッ

トを考えていきます。

「達成指標」「アンケー

ト」「取組状況」「振り返

り」を総合的に判断して

１学期の評価を４段階で

記入します。

A＝とても順調に進ん

でいる。

B＝順調に進んでいる。

C＝進捗状況にやや課

題がある。

D＝進捗状況に大いに

課題がある。

担当者

教務主任

［資料＿報告①］
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取 組 事 例 ④（小学校、児童数８名、大分教育事務所管内）

観点３
・重点目標達成に向けたＰＤＣＡサイクルが、年３回以上の短期で行われるよう

計画され、検証・改善が行われている。

１．取組の内容

Ｄ小学校では、学校の重点目標達成のための教育活動の反省について、問題の早期発見・早期対策を第一
と考え、以下のように１年を５期に区分した「５期チェック」を基に振り返り、改善に努めている。

期 月 ね ら い（校長作成）

Ⅰ
○児童の実態や保護者・地域の願いをとらえた経営方針を作成し周知する。

４～５
○重点目標等と学年・学級経営方針を連動させ、学習や生活の基本を身につけさせる。

Ⅱ ６～７ ○学習・生活の基本を大事にしながら学校・学年・学級の目標に向かって鍛える。

Ⅲ ９～10 ○学習・生活の基本の定着を図る。つくりあげる喜びを味わう。

Ⅳ 11～ ○身についた基本的な知識や技能を練り上げ高める。

１～３
○１年間を振り返り成果や課題をまとめる。成果を大切にしながら、課題については、

Ⅴ 原因や背景を分析し、解決策を運営委員会で練り、次年度に結びつける。

＊５期それぞれの「ねらい」に基づいて、学校の重点目標を各期ごとに振り返り、次の期での取組目標を
定めることにしている。

以下の表は、Ⅲ期の反省から、Ⅳ期にどう取り組むのかを整理した表である。
重点 達 成 重 点 的 取 組

Ⅲ 期 の 取 組 結 果 Ⅳ 期 の 取 組 目 標
目標 指 標 取 組 ・ 方 策 指 標

国 基 礎 ・ 基 本 の 定 着 の 学 年 × 1 0 分 ＋ 1 0 分 ・ 中身 が雑に な ってい る 。 ・ 家 庭学 習の定 着

（ 知 ） ・ た め に 授 業 内 容 と 連 の 学 習 時 間 を 徹 底 ・ そ の 日 の 学 習 内 容 を 宿 題 で 出 し ・ 家 庭と の連携

県 動 し た 家 庭 学 習 シ ス し 、 自 主 学 習 の 内 容 て い る が 、 個 々 の 差 が あ り 出 し 方 ・ 宿 題に 集中し て取 り組む 。

・ テ ム を推 進す る。 を指導 した 。 が 難しい。

確 市 ・ 取 り 組 ん だ が 気 持 ち が 乗 ら ず 成

か の 果 が上が らない 。

な 学 ・ 漢字 の定着 が難 しい 。

学 力 ・ 自主 学習に 取り 組めて いな い。

力 調 基 礎 ・ 基 本 の 定 着 の 週 2 回 の ス テ ッ プ タ ・ 学年 の応じ て で きて い る。 ・ 個 人 の 実 力 に 応 じ た 内 容

を 査 た め 補 充 学 習 を 実 施 イ ム （ 国 語 ・ 算 数 、 の 検討。

育 の す る。 朝 の 活 動 15分 間 ） を

成 結 実施で き た 。

す 果

る 70 （ 2学期 重点） 授 業 観 察 に お い て ・ ま と めがで きな い とき があ る。 ・ 「 めあ て」 「 ま と め 」 の定 着

点 「 課 題 」 と 「 ま と め 」 プ す べ て の ク ラ ス で 実 ・ 次回 まで 持ち越 すとき があ る。 ・ 1時間 完結型

以 レ ー ト の 使 用 ・ 板 書 の 践で きた 。 ・ 国語 が難し い 。

上 構 造 化 に よ る 1 時 間 ・ 1時 間 で 終 わ る よ う に 、 ワ ー ク シ

完 結 型 授 業 を 実 施 す ー トを 活用 して い る。

る。

（ 2学期 重点） 公 開 授 業 に お い て ・ 課題 設定で 悩 む こと が多い 。 ・ 課 題の 焦点化

学 力 向 上 支 援 教 員 の す べ て の ク ラ ス で 実

示 す 授 業 テ ー マ 設 定 践で きた 。

を 受 け た 授 業 モ デ ル

の 実践を する

そ ・ 期 待し て指 導する 。 ・ 字を ていね いに 書かな い 。
Ⅳ 期 の 目 標

の ・ 発 言す るとき は、 立って 言う 。 ・ 土日 の宿 題をし て いな いと き が

他 ある。
き ち ん と 論 理 的 に 話・ あ てられ た ら返事 をす る。 ・ 学習 規律 の定着 を図 る。
を さ せ る 。

・ 丁 寧な 言葉で 論理 的に 話させ る。 ・ 主語 、述語を はっき り と。

［資料＿報告①］
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子 ど も の 良 さ を 見 つ け 、 毎 月 1回 (第 4水 ・よ さを 認め る活 動にな って いる。 ・ よ さ を 見 つ け る だ け で は な

（ 徳 ） 学 認 め る活動を 行う 。 曜 日 ) に 「 心 の ・日 々の 生活に 繋がると よい 。 く 、 「 だ か ら 私 も こ う し た

校 花 」 集 会 を 実 施 ・受 け取 る子は 、嬉 しそう で ある。 い 。 」 を入 れる。

Q が でき た 。 ・ 学 活 や 帰 り の 会 な ど で も 、 お 互 い ・ 友 だ ち の よ さ を 見 つ け 、 自

‐ 楽 の よ さ 見 つ け を す る と 、 同 じ 内 容 に 分 も ま ね て み る よ う な 、 双 方

U し 偏らな い。 向 の 実 践 に 繋 げ る と 、 さ ら

調 い に 自 尊 感 情 が 育 つ の で は な

査 児 い か。

を 童 一 人 ひ と り の 特 長 を 生 か 行 事 の 中 に 子 ・主 体的 に取り 組め ると よい。 ・ 感 想の 内容を 指導 する。

基 100 し 、 子 ど も が 主 体 的 に 取 ど も が 主 体 的 ・ 準 備 と 片 付 け で 主 体 性 を

に ％ り 組 む 学 校 行 事 に し て い に 活 動 す る 場 つけ る。

し く 。 面 を 1つ 以 上 入 ・ 準 備 や 片 付 け を 、 子 ど も と

た れた。 一 緒にす る。

明 保 護 者 、 地 域 と 連 携 し た 月 2 回 （ 登 校 時 ・ 積 極 的 に 挨 拶 が で き る 子 が 増 え ・ 積 極 的 に 挨 拶 を す る よ う

る 月 2回 （ 登 校 時 1回 、 下 校 1 回 、 下 校 時 1 た 。 に させ る。

く 時 1 回 ） の あ い さ つ 指 導 回 ） の あ い さ つ ・来 客へ の挨拶 がで きて い な い。 ・ 児 童 会 の 取 組 に し た い 。

楽 を 実施す る。 指 導 を 実 施 し 、 ・家 の中 で挨 拶を して い ない 。 （ 1月）

し 事後指 導し た。 ・友 だちへの 挨拶もし て いな い 。 ・ 昼 間の 挨拶に 取り組む 。

い ・ 2 学 期 の 重 点 目 標 と し て 取 り 組 ん

学 でき たが、 な かな か続 かな い。

級 そ

経 の Ⅳ 期 の 目 標
営 他 昼 間 の 挨 拶 の 励 行
を
す
る

外 体 育 の 授 業 等 で の D 小 毎 週 １ 回 以 上 、 ・定 着し てき て いる とこ ろで あ る。 ・ 昼 休 み に は 必 ず 1 回 サ ー

（ 体 ） で サ ーキ ット を 実施す る。 中 休 み や 体 育 ・ サ ー キ ッ ト を し た 後 の 遊 び が 、 い キ ッ トを する。

運 の 時 間 を 使 っ つも同じような 遊び にな って いる 。 ・ サ ーキ ット の 仕方の徹 底。

動 て D 小 サ ー キ ッ ・雨 の日 の対応 はどう す るか。

体 す トを 実施 した 。 ・ 体 育 の 時 間 と 昼 休 み の 関 係 を は

力 る っ き り さ せ る 。 （ 体 育 が あ っ た と き も

向 よ 昼休み にする のか。 ）

上 う

ア に

ク な 「 早 ね ・ 早 起 き ・ 朝 ご は 毎 月 学 年 通 信 ・ 適 宜 子 ど も へ の 聞 き 取 り を し 、 個 ・ 保 健 だ よ り で も 、 啓 発 を 行

シ っ ん」 を 啓発、 徹 底す る。 で 啓 発 す る と と 別に保 健指導 をし た。 って い く 。

ョ た も に 聞 き 取 り 等 ・早 寝に 課題が ある。

ン 児 に よ っ て 実 態 ・朝 の体 温が低 い。

プ 童 の 把 握 、 指 導 ・ 毎 日 の 体 調 確 認 表 で 確 認 し て い

ラ 100 を す る 。 （ 保 健 る。

ン ％ 指 導 ・ 食 に 関 す ・ 朝 、 ボ ー ッ と し て い る 子 ど も が い

を る指導 を含 む ） る。

実 そ
Ⅳ 期 の 目 標

行 の
昼 休 み に D小す 他

サ ー キ ッ ト を さ せ るる

２．取組についての評価等

（１） 短期でチェックすることで、問題点の早期発見、早期対応、成果の積み上げができる。

（２） 全教職員が学校の教育目標及び重点目標を常日頃から意識し、共通理解の上で教育活動を行うこと
ができる。

（３） 「知」「徳」「体」の取組の責任者としての主任の評価、改善への意識が高まり、リーダーシップが
発揮でき、運営委員会において主任同士の連携ができる。

（４） それぞれの期間の目標を職員室に掲示（見える化）していることで、指導・助言がしやすい環境と
なっており、教職員の目標意識、改善意欲の向上につながっている。

［資料＿報告①］
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Ⅱ 教職員評価システムに基づく、全教職員への目標の徹底と
個人目標への連鎖

取 組 事 例 ⑤（小学校、児童数４８５名、別府教育事務所管内）

観点６ ・「学校の重点目標→各分掌等目標→個人の自己目標」と連動しているか。
観点別留意事項

１．取組の内容

E小学校では、本年度より、教職員評価システムに基づく管理職による面談を、次のように学年単位の集
団で行っている。

学年部ごとに校長室で面接を行い、１時間程度で、まず①個々が自己申告シートの内容を簡潔に説明 ②
参加者相互によるそれぞれの意見交換 ③校長による指導･助言という流れで実施している。

【資料１】第１回面談実施について（教職員への通知用文書）

平成２６年度第１回面談の実施について
平成２６年５月２６日

○○小学校長・幼稚園長
１ 面談の対象者について

小学校及び幼稚園の全教職員

２ 面談の方法について
原則として、集団面談

３ 面談の時期について
原則として、平成２６年５月２６日（月）から６月１３日（金）の間

４ 面談の趣旨等について
全教職員への面談を通して、教職員個々の考えや意見、職場の現状等を

把握し、よりよい学校づくりに資する。
・「チーム○○」の一員としての自覚を高める。

・お互いの自己目標を知り、学年や分掌等の取組を行いやすくする。 学年内で互いの自己目標を
・教職員相互による支援を行いやすくする。 共通理解

５ 面談の流れ等について

自己申告書提出の教職員 自己申告書提出不要の教職員
学校の重点目標

①自己申告書の内容を、以下のこと ①自己目標（３つ以内）について、 ↓
についてもふれながら、簡潔に説明。 簡潔に説明。 各分掌等目標

・学校の重点目標（達成指標や取組
※小学校臨時講師等は、学校の重 ↓

指標等も含む）との関連性
点目標や学年、分掌目標等との 個人の自己目標

・学年や分掌等目標との関連性
関連性も含めて説明。

※幼稚園副園長・教諭・臨時講師 が連動するよう指導している
※自己申告書を参加者分コピーして は幼稚園の重点目標との関連性
面談当日に配布（校長）。 も含めて説明。

※市職員等は、分掌等目標との関
連性も含めて説明。

互いの意見交換による

②参加者相互による意見交換（自己目標等への質問、業務上の困り等） 「連動」の確認」

③学校（幼稚園）への提言等

④校長（園長）からのまとめ等

⑤自己申告書内容の見直しがあれば、 ⑤自己目標の見直しがあれば、自身
加除修正し、６月末までに提出。 で修正。

［資料＿報告①］
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【資料３】自己申告シート

【資料２】平成２６年度の４点セット

２．取組についての評価等

（１） 自己申告シートに関する面談を学年単位の集団で行うことにより、互いの自己目標を知ることがで
き、「学校の重点目標 ⇒ 各分掌等目標 ⇒ 個人の自己目標」の「連動」が確認できる。

（２） また、次の効果が期待できる。
①学年主任が担任の自己目標を知ることで、取組についての指導・助言ができる。
②互いの自己目標を知ることで、学年等で互いに相談しやすい状況が生まれるとともに、分掌目標と自

己目標が連動することで、組織的な取組につながる。

児童の自己評価にお
いて、「授業中、真剣
に考え、解決に取り
組んでいる」と回答す
る児童の割合を８割
以上にする。

「ねらいが明確で、課題・まと
めがある授業」の工夫改善
に取り組む。

全教職員が、学期に1回以
上の互見授業を行う。

全学級で、パソコン等のＩＣＴ
機器や視聴覚機器を活用し
た授業を月に１回以上行う。

自分の考えを持ち、発言でき
るよう、調べ学習やグループ
学習を取り入れた授業に取
り組む。

全学級で、学校図書館を活
用した授業を学期に１回以
上行う。

全学級で、「○○小学習スタ
ンダード」（学習規律等）の児
童自己評価を月に１回行う。

全教員が指導者となって、算
数や国語等の個別指導を行
う「ステップアップタイム」を、
月に２回程度実施する。

学年に応じた宿題等の家庭
学習に取り組ませ、家庭で
の学習習慣の確立に取り組
む。

担任が、毎日、宿題等の家
庭学習の内容指導を行う。

重点目標 達成指標 重点的取組 学校の取組指標

確
か
な
学
力
の
定
着

（

か
し
こ
い
子

）

次年度の全国学力・
学習状況調査で、平
均正答率を県平均以
上とする。

朝の「○小タイム」の中に「ス
キルタイム」を設定するととも
に、木曜日放課後に「ステッ
プアップタイム」を設定し、基
礎基本の定着を図る。

全学級で、漢字や計算等の
ドリルプリントに取り組ませる
「スキルタイム」を、週２回実
施する。

平成２６年度　学校経営の最重点　　　 ［　　１　　］学期

【学校の教育目標】 かしこく　やさしく　たくましい○○っ子の育成

番
号

職
名

氏
名

第１号様式

平成（２６）年度　自己申告シート

所属

○学校の重点目標

・確かな学力の定着 ・豊かな心の育成 ・健康・
  体力づくり

○所属する分掌等目標のうち、下記の自己目標と関連
  する事項

・授業に意欲的に取り組む子どもづくり
・自分の考えを持ち、考えをきちんと伝えられる
  子どもづくり
・最高学年として下級生のお手本となれるような
  学習・生活態度の育成

○自己目標・自己申告

重
要
度

自　己　目　標

目標と具体的な方策

（４月３０日）

1

○目標項目（何を）
①算数・国語を中心に基礎的・基本的事項が身
  についた子どもの育成
②家庭学習習慣が身についた子どもの育成

○達成された姿（どのレベルまで）
①全ての子どもがドリルプリントの内容が身に
  ついている。
②70分（学年×10分＋10分）の家庭学習が定着
  している児童を80%以上にし、家庭学習に取り
  組まない子どもを0にする。

○具体的な取組（いつ、どのようにして）
①週２回以上、朝のスキルタイムに取り組み、
  その日のうちにやり直しをさせ、やり直しの
  状況を確認する。また、ステップアップタイ
  ムを月2回実施する。
②国語、算数について、その日の復習としての
  宿題を授業があった日に必ず出す。また、宿
  題の提出状況から個別指導を行う。

2

○目標項目（何を）
①自分の考えを持ち、考えをきちんと伝えられ
  る子どもの育成
②学習規律が身についた子どもの育成

○達成された姿（どのレベルまで）
①児童の自己評価で「グループ学習では自分の
  意見を言う」と回答する児童の割合を９割以
  上にする。
②児童の自己評価で「授業中、真剣に取り組ん
  でいる」と回答する児童の割合を９割以上に
  する。

○具体的な取組（いつ、どのようにして）
①国語、算数の授業の中で学び合う場面を、必
  ず設定する。また、学校図書館を活用した授
  業を学期に１回以上行う。
②毎時間「○○小学習ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ」のできていな
  い所を指導する。また児童の自己評価を月に
  １回実施し、定着状況を確認する。

［資料＿報告①］



- 18 -

取 組 事 例 ⑥（小学校、児童数３４１名、日田教育事務所管内）

観点６ ・「学校の重点目標→各分掌等目標→個人の自己目標」と連動しているか。
観点別留意事項

１．取組の内容

F小学校では、主要主任がリーダーシップを発揮できるよう平成２３年度よりプロジェクトチーム体制を
設けている。〈ハート〉〈ヘッド〉〈ヘルス＆セーフ〉のチームにおける「権限と責任」を明確にするとともに、
学年ぐるみの協働体制を強化するために、下図のようなイメージを年度当初に全教職員で共有している。学
校の重点目標とチーム活動方針（目標）と連動させることはもちろん、チーム活動方針（目標）を学級経営
案や自己申告シートに反映させている。年々、改善・工夫を繰り返して、F小学校の実態にあったよりよい
体制・各種目標になってきている。

その一例として、資料１～３の下線部 のように共通した語句や文から、それぞれの連動を意識して作
成されていることがわかる。

【資料１】 チーム活動方針

ヘッドチーム１学期重点取組
【活動方針：基礎基本の定着と自分の考えを「話す」「書く」力の育成】

具体的取組① 具体的取組② 具体的取組③ 具体的取組④

４月 きめ細かな取組 「話す」場の設定 基本的な学び 基礎学力の
（略） ・集会などの場 方の育成 育成

・ペア学習・グ （略） ・「漢字の力」
ループ学習等 の向上
授業時間の場 ・５分間百マス

作文
５月 ・年間指導計画 ・国語辞典の

作成 活用

６月

ヘッド取組

ハート取組

ヘルス＆セーフ取組

学校重点目標

チーム活動方針

学級経営案

重点目標の具体化をチーム活動方針に

３チームの取組を学級経営の柱に

１学期重点取組

２学期重点取組

３学期重点取組

学校の「重
点目標」「重
点的取組」
をチーム
活動方針

（目標）や
具体的取
組に連動
させる。

［資料＿報告①］
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【資料２】 学級経営案

第○学年○組 学 級 経 営 案 （児童数２２名） 担任 ○○ ○○

学校教育目標 「主体的に学ぶ姿勢と豊かな心をもち、心身ともに健康でたくましく、
力強く未来を切り拓いていく実践力のある子どもの育成」

学年目標 全 力 ・ 集 中 ・ 実 行
学級の実態 学級目標 チームワーク

（略）
（略） 「話す」「書く」技能を中核とした学力向上

１．学習規律の徹底
（略）

２．基礎・基本的な知識と技能の定着と活用力
の向上

・ドリルタイムでは、漢字・計算の補強、週１
回「５分間１００マス作文」を実施。
漢字テスト達成率９０％

・コース別の学習を取り入れ、基礎的な力を伸
ばしたり活用力の向上を目指した問題に取り
組んだりする。

３．「話す」「書く」技能を高めるための授業改善
・話を 後まで黙って聞く習慣と自分の考えや

思いをはっきりと発言する訓練。
・ペア・グループ学習を取り入れ、交流・学び

合いのある学習展開の工夫。

【資料３】 自己申告シート

自 己 目 標

目標と具体的な方策
（４月３０日）

○目標項目（何）
・「話す」「書く」技能の向上

○達成された姿（どのレベルまで）

・主語述語が明確に整った２文以上の考えを話ことができる児童 90 ％以上。
・条件に沿った短作文書ける児童 70 ％以上

○具体的な取組（いつ、どのようにして

・国語を中心にして、単元の中で半分以上の時にペア・グループ学習を計画
的に位置付け、を聞いたり自分の考えをはっきりと話したりる訓練を積む。

・週２回ドリルタイムにおいて、「５分間１００マス作文」を実施し、条件を
提示した短作文に取り組ませる。

２．取組についての評価等

（１） 「学校の重点目標→各分掌等目標→個人の自己目標」と連動させることにより、「学校の重点的取
組・取組指標→各分掌等の具体的取組→個人の具体的な取組」＜一例：資料１～３の下線部 ＞と
連動する。このことで、教職員個人の取組が、目標達成に向けた学校全体の取組を支えているという
参画意識を持つことができている。

（２） 「選択と集中」をチーム経営の柱にすえて、主幹教諭及びチームリーダーを中心に全教職員が組織
的に重点化・焦点化した取組を進めている。

（３） 学級経営案にも数値目標を掲げ、取組を検証しやすくしている。

３チームの取組との
関連を図りながら、学
級実態に応じて、学級
経営案に学級の取組を
具体化し、位置づける。

「達成された姿」に、
学級の取組を通してめざ
す数値目標を掲げる。
「具体的な取組」に、

学級経営案の取組と対応
するように記入する。

［資料＿報告①］
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Ⅲ 主要主任等の役割の一層の充実と主任手当の趣旨の徹底

取 組 事 例 ⑦（中学校、生徒数６７名、中津教育事務所管内）

観点４ ・主要主任等を中心に、学校評価の立案・検証・課題提起等の業務を行う体制と
観点別留意事項 なっているか。

１．取組の内容

G中学校では、教務主任が、重点目標の達成（４点セットと連動した）に向けた取組のＰＤＣＡサイクル
の日程管理計画（資料１）、検証計画シート（資料２）を作成し、進行管理をしながら検証・改善の取組を進
めている。

資料１の「日程管理計画」で、達成指標、重点的取組・取組指標の「検証法」「検証時期」「調査者」を明
確に示し、資料２で、年間を通した検証計画（見える化）を立て、全教職員が共有した取組ができるように
している。

【資料１】 重点目標の達成に向けたＰＤＣＡサイクルの日程管理計画

重点
達成指標 検証法

検証 調査
重点的取組 取組指標 検証法

検証
調査目標 時期 者 時期
者

○定期テストで基 基礎問題 学期 教科 「まあて」「ま 教師全員が、 平均回数 学期 教務
礎問題の正解率 正解率 ２回 担当 とめ」がはっき 「１時間完結型 達成人数 ２回
を７０％以上に りした１時間完 授業」の授業力 実施率
する（低学力層 結型授業を徹底 を高めるため、

学 は５０％） する。「めあて」 学期中に２回の（
基 力 カードを使う。 互見授業を実施
礎 の する。
学

充力
実

○授業がわかる生 生活実態 学期 担任 基礎問題を授 各教科担当が 実施率 学期 教務
徒の割合を８０ アンケー １回 業や課題の中で 単元ごとに基礎 ２回）
％にする。 ト はっきりと提示 問題を設定し、

する。 生徒に提示す
る。

担任から 学期 担任 家庭学習用課 担任が毎日、 実施率 学期 担任
○家庭学習を１時 聞き取り ２回 題の提示や自学 ノート指導を行 指導内容 ２回

間以上する生徒 ノートの深化を う。
の割合を８０％ 図る。
以上にする。 提出率９０％以 個人提出 学期 担任

上 率 ２回

家庭学習に取 「通信」や学 実施率 学期 教頭
り組むよう保護 校 HP を連携さ 末
者と連携する。 せ、各月に１回

以上、保護者に
依頼する。

（参考）「基礎問題」について
◆定義………観点別評価の「処理・技能」および「知識・理解」に関わるもの
◆提示方法…授業の進度に合わせて随時。一覧などで知らせる場合は、定期テスト

の３週間前に提示

［資料＿報告①］
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【資料２】 重点目標の達成に向けた取組の検証計画シート

資料１の４点セットの取組指標についての検証法・検証時期等を年間スケジュール化したもの。

【資料３】 １学期中間テスト 基礎問題正解率集計の一部

上記の資料２「重点目標の達成に向けた取組の
検証計画シート」の中の『基礎問題設定・提示』
の取組指標に対し、検証法である１学期中の「実
施率」や、資料３「１学期中間テスト 基礎問題
正解率集計の一部」等の分析をふまえ、２学期以
降、下記のような改善点が教務主任より示された。

＜改善点＞

○基礎問題の「定義」をより意識した内容
に近づける。

○提示時期は、授業で扱う前、又はその日
（授業中・放課後）がベストである。

○「家庭学習（自主学習ノート）」や「通信
・ホームページ」で発信することで連動
を図る。

２．取組についての評価等

（１） 上記のような検証計画に基づき、教務主任が中心となり、資料収集や分析・総括を行い、取組指標
の見直し等、運営委員会でその後の方針を決定し、実行に移すという組織的な流れが構築できている。

こうした、検証計画に基づいた取組により、人事異動等で教職員の入れ替わりがあっても、組織的
な取組が継続的・持続的に進めていくことができる。

（２） 検証計画シートを活用した形成的評価により、教職員全体が、教科・担当の枠を超え、全生徒の状
況を共有し、指導にあたることができ、生徒の学力・体力の向上等につながっていくことが期待でき
る。

資料
収集

………  △
資料
整理

………  ▲
分析
原案

………  ○
運営

委員会
………  ●  ★

職員
会議

………  ★

指標
・

取組

互見
授業

完結型
授業

基礎
問題
設定・
提示

家庭
学習

ノート
指導

ノート
提出率

「通
信」・

HPでの
依頼

（学習）

定着度
診断
テスト

等

体力

測定

学校
関係者
評価

学校
評価
職員

学校
評価

保護者

生活
実態
アン

ケート

検証法

平均
回数
達成
人数

実施率 実施率
平均
時間

実施率
指導
内容

個人毎
の

提出率
実施率

平均
到達者

率

実
施
率

平均
得点

平均
得点

平均
得点

平均
得点

検証
時期

学期
末

学期
２回

学期
２回

学期
２回

学期
２回

学期
２回

学期
末

適時
年

２回
学期
1回

学期
1回

学期
1回

調査者 教務 教務 教務 担任 担任 担任 教頭 教務 教務 教頭 教頭 教務 担任

１ 4月6日 ～ 4月12日

５ 5月4日 ～ 5月10日 △▲○

６ 5月11日 ～ 5月17日

７ 5月18日 ～ 5月24日 中間 △▲○ △▲○ △▲○ △▲○ △▲○

８ 5月25日 ～ 5月31日 ●★ ●★ ●★ ●★ ●★

９ 6月1日 ～ 6月7日 △▲○

１０ 6月8日 ～ 6月14日 ●★

１１ 6月15日 ～ 6月21日 △▲○

１５ 7月13日 ～ 7月19日 △ △ △ △

定期
テスト

（日）～（土）週学期

一
学
期

週学期

［資料＿報告①］
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取 組 事 例 ⑧（中学校、生徒数１３４名、中津教育事務所管内）

観点１５ ・管理職は、分掌会議等により、主要主任等が学校運営方針や運営委員会での協議
観点別留意事項 事項等を教職員に周知したり、教職員の考えを集約したりする機会を十分設定し

ているか。
・管理職は、主要主任等がリーダーシップを発揮して取組を進める体制
（部会やプロジェクトチームなど）を設けているか。

１．取組の内容

H中学校では、本年度、目標達成に向けた組織的・効果的な学校運営が行われるよう、次のような視点で
学校運営組織の見直しを行った。

（見直しの視点）
・４つあった分掌部を重点目標と連動させ、３つに再編成
・１人の教職員が複数の分掌を兼ねない
・細かい１つ１つの分掌に担当を決めるのではなく、まとめて各分掌部で担当する。

その学校運営組織図が資料１である。
見直しを行ったことにより、各主要主任の業務・役割を重点目標と連動させ、各主要主任がリーダーシッ

プを発揮できる体制が構築でき、取組が進めてられている。
資料２は、３つに再編成した分掌部のうち、「体験活動部」についての取組例を載せたものである。

Ｈ中学校の重点目標

○「確かな学力の育成」
○「人権教育の充実」
○「夢と感動を育む教育の充実」

【資料１】 見直したＨ中学校の学校運営組織図

１年 ２年 ３年

人権教育主任

道徳教育推進教師

生徒会担当   ・生徒会活動の活性化

進路指導主事
進路・キャリア教育担当
地域協育担当
食育担当

生徒指導主事
部活動担当
安全教育担当
清掃担当

夢と感動を育む協育の充実
  ・活力ある部活動
  ・防災、交通安全
  ・環境美化

人権教育の充実
  ・人権、道徳、平和教育の推進
  ・人権集会の充実
  ・保護者への啓発活動
  ・学習会運営

  ・体験活動の充実

  ・食育の推進

【体験活動部】
部長

生徒指導主事（      ）
副部長

進路指導主事（       )

○活力を生み出し、自信
を育てる部活動を推進す
る。

○自主的・自発的な態度
と連帯感を高める生徒会
活動の活性化を図る。

○体験活動、先輩の生き
方に学ぶ場の充実を図
る。

【人権教育部】
部長

人権教育主任（       )

○互いのよさを認め合い、
差別やいじめを許さない
学校・学年・学級づくりを
進める。
○人権教育・集団づくり等
の節目としての人権集会
の充実を図る。

○人権意識の高揚と差別
の解消をめざす人権教育
を一層推進する。

職
員
会
議

運
営
委
員
会

分掌担当

【教務部】
教務主任
（       ）

教
頭

校
長

部長
チーム
長

研究主任

特別支援教育コーディネータ

【学力向上部】
部長

研究主任（         )

学
力
・
体
力
向
上
会
議

学
校
評
議
員
会

学年主任

本年度の重点

○すべての生徒にめあて
とまとめが明確にわかる
「授業づくり・授業改善」に
努める。

○学力調査結果の分析
等をもとに、改善策を検討
し、学校体制として組織的
にその取り組みを推進す
る。
○家庭との「情報と行動
の連携・共有」により、家
庭学習の充実を図る。

重点的取組等

図書館担当
図書館活用教育の充実
  ・図書館活用教育推進

特別支援教育の充実
  ・個別の指導計画
  ・ケース会議

確かな学力の向上
  ・テスト分析
  ・学力向上プラン作成
  ・校内研究

［資料＿報告①］
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【資料２】 主要主任等を中心に分掌部会『体験活動部』を機能させた取組例

①「体育大会直後に行った検証・改善」
本行事の検証・改善は、体験活動部（資料１参照）の生徒会担当、体育主任が中心となり行った。
分掌部会において、当部員からのボトムアップを図り、多面的な視点からの検証・改善を行った。
下記表中の「Ａ 次へつなぐこと」の内容は、運営委員会、校長決定を経て体験活動部長から全教職員

に伝えたものである。

平成２６年度 Ｈ中学校 重点目標に係る取組 短期PDCA表

活動・行事名 月日 P ねらい D 実際の取組
C 評価

A 次へつなぐこと・子どもの成長
① 仲 間 と の 関 わ ○原案討議 ○１年…仲間と ○学級集団づくり

体育大会 5/17 りから、自分の ↓ 協力することや を更に強める。
弱さに気づき、 ○生徒集会 苦労を分かち合 ＜具体策＞

重点的取組： 自分の成長につ（目標・ルール作り） う中で、体育大 班毎の面談
自主性や連帯 なげていく。 ↓ 会を創りあげる
感を育む生徒 ○実行委員会 ことの達成感を ○日常生活の中で
会活動の活性 ② 仲 間 の 頑 張 り ↓ 感じる生徒が多 意識した生活目
化を ・弱さを認め、 ・色別練習 かった。 標の設定
図る。 ともに成長でき ・学年練習 ○２年…中堅学 ＜具体策＞

る場にする。 ・全校練習 年という意識を 「朝の会」「帰り
↓ 持ち、主体的に の会」における

③ 自 分 達 で 決 め ○実行委員会 行動できる生徒 一日の反省
た目標やルール （毎日の総括等） が増えた。課題
を守りぬくこと ↓ が多い学級・学
で、自主性自立 ○体育大会 年だが、一員と
性を育てる。 して真剣に考え

る姿が見られ
た。

②「１学期 学校自己評価」
＜部会の取組の流れ＞

（１）結果の分析と課題の把握 （３）の内容を次の４点セットに反映させ、運営委員会、
（２）改善に向けた原案作成 校長決定を経て、体験活動部長から全教職員へ伝えた。
（３）具体的取組の決定

２．取組についての評価等

（１） 主要主任を中心とし、各分掌部会を機能させながら実施・評価・改善等を進めており、目標達成に
向けた組織的な取組になっている。

（２） より機動的な学校組織へと見直し、組織マネジメント力の向上を図っていくことで、教職員の学校
経営に対する参画意識の向上や、主要主任がチームリーダーとしての役割を自覚するなど、人材育成
にもつながっている。
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取 組 事 例 ⑨（中学校、生徒数２０２名、佐伯教育事務所管内）

観点１６ ・管理職は、主任手当拠出の状況の把握に努めるとともに、主任制度及び主任
観点別留意事項 手当の趣旨を全教職員に定期的に周知・徹底しているか。

１．取組の内容

I中学校では、主任は学校管理規則に基づいて市町村教育委員会の承認を受け任命されていること、主任が
積極的に学校運営に参画し教育活動が円滑かつ効果的に展開されるよう、主任制度が設けられていること、
職務の重要性に鑑み教員給与の優遇措置の一環として主任手当が支給されていることを、校長が学期毎に繰
り返し全教職員に周知している。また、主任には個人面談等を通し拠出状況の把握を行っている。さらに、
すべての主任の『職務内容について』という資料を作成し提示している。

【主任制度及び主任手当の趣旨周知・徹底の流れ（例）】

学期 月 周知方法（◎活用できる資料） 拠出状況把握

４ ★職員連絡会にて ★個人面談
◎学校経営方針 ◎ S58 文部省通知＊１ 主要主任任命時に一人一人に
◎教委教人第３４８３号「主任手当の取り扱いに 拠出状況を尋ねる
ついて」(H ２５．３．８）

Ⅰ ◎教委教人第３７４２号「年度初めにおける適正
な学校運営について」（H ２５．３．１１）

６ ◎「目標達成に向けて組織的に取り組む『芯の通った
学校組織』の構築－第３フェーズに向けて－（青本）」＊２ ★個人面談

★自己申告シート作成 主任の職務の重要性と手当の
★個人面談 意義について話す。
◎主任の職務内容について

Ⅱ ９ ★職員連絡会にて ★個人面談
11 ★個人面談 現状を把握する。

Ⅲ １ ★職員連絡会にて
★個人面談

来年度の主要主任を見据え個
人の考え、手当の意義等話す。

（参 考）
＊１：【Ｓ５８文部省通知】のほか、文部科学省のホームページには、『主任制度』に関したものが掲載さ

れている。

＊２：【「目標達成に向けて組織的に取り組む『芯の通った学校組織』の構築－第３フェーズに向けて－
（青本）」】

「目標達成に向けて組織的に取り組む『芯の通った学校組織』の構築
－第３フェーズに向けて－（青本）」の活用

◎教委教人第3483号「主任手当の取り扱いについて」（H25/3/8）
◎教委教人第3742号「年度初めにおける適正な学校運営について」

（H25/3/11）
・ミドルリーダーを活用した事例
・先進地（広島県）の事例 ～ミドルリーダーの役割について～
・第３フェーズの中心課題 等
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【I中学校が作成したもの】

２．取組についての評価等

資料を用い、主任制度及び主任手当の趣旨を全教職員に定期的（学期ごと）に繰り返し徹底することがで
きている。

また、個人面談等を利用し、時間をかけて主任手当の趣旨などについて各主任と話す機会を設けている。
今後も繰り返し働きかけることで、さらに趣旨の徹底が図られることが期待できる。

４ 教務主任の職務内容について

Ｈ２６．４．１４（月）
I 中学校

１ ミドル・アップダウン・マネジメントの要として

□運営委員会の企画・実施
□職員連絡会の企画・実施
□校内の「教務分掌部会」の企画・実施、基調提案
□分掌部会「教務」に関する HP の進行管理
□教務分掌部員の目標設定に係る指導・助言
□各種主任と連絡・調整を図りながら、各種主任を統括
□学校運営や活動の具体的な方向性の周知、連絡・調整及び指導・助言
□教職員の意見をとりまとめ、管理職に具体的な取組内容を提案
□生徒及び学校の実態や情報の把握、連絡・調整

２ 主な教務に関する事項

□教育活動全般にわたる年間教育計画の企画・立案・評価
□年間の授業日数、授業時数等の企画・立案
□教育課程の編成・評価
□教職員間の連絡・調整を行い、学期、月、週の教育計画の企画・立案
□個々の教員に対する教育計画の作成や教育の実施について指導・助言
□「学校説明書」の作成の補佐、及び実施における進行管理

・学校評議員会の補佐 ・学校評価委員会の補佐
□日課表・時間割の調整
□授業時数の管理
□生徒の出席状況の把握
□指導要録、出席簿、通知表等の諸表簿の管理
□学習評価・評定計画の作成等学習評価に関する事務
□教科書・教材の取扱いについての指導・助言
□学校行事及び儀式的行事の企画・運営
□研究主任との連携を図りながらの組織的な校内研修の運営
□小・中連携、中・高連携に関する分掌担当者との連絡・調整
□ PTA や地域の方々との連絡・調整 等

※教務に関する事項は、教頭の職務と重複するため、必要に応じて役割分担を明確にする。

［資料＿報告①］
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Ⅳ 企画立案の場としての運営委員会の活用推進

取 組 事 例 ⑩（中学校、生徒数８０名、日田教育事務所管内）

観点１８ ・管理職は、運営委員会で充実した企画立案がなされるよう、議事内容を予め示
観点別留意事項 し、主要主任等に積極的な提案をさせる機会を十分設けているか。

１．取組の内容

J中学校では、運営委員会での提案は各分掌の代表である教務、研究、生徒指導の３主任が行うこととし
ている。そのため、３主任以外が提案の立案者である場合は、提案内容について立案者と３主任との間で十
分な意思疎通が必要となる。

そこで、運営委員会で充実した企画立案がなされるよう、下記のとおり運営委員会の議案用の様式を統一
した「運営委員会提案書」を活用している。

※上記の決裁欄の⑥～⑨は、次ページの各種会議等に対応

＜右のページの『平成２６年度 J中学校運営委員会・職員会議運営計画』を参照＞

（１） 〈①立案〉において、立案者が協議題年間計画に沿って分掌内で協議。

（２） 〈②運営委員会提案書に記載〉において、ポイントを絞った効率的な〈③合議１〉〈④合議２〉に
繋げられるよう、立案者は統一した様式（運営委員会提案書）に記入する。

（３） 〈⑤運営委員会〉までに、立案者は分掌主任 →教務主任→教頭と合議を行うため、運営委員会で
の提案内容・資料等が精錬されたものになっている。よって、運営委員会での検討時間が短縮されて
いる。

（４） 〈⑤運営委員会の３．校長決裁〉の際に、職員会議での周知の時間を削減するため、重要度によっ
て「学年部連絡会へ」「研究研修へ」「職員会議へ」「学年部会へ」に分類し、周知する場面を決定す
る。

（５） 運営委員会を週１回定期的に開催している。また、水曜日の課後の時間も、各種会議を定期的に組
み込んで計画的に実施している。

[資料] 様式 運営委員会提案書   

提案日 平成２６年  月  日   曜日 諸会議提出予定日       月  日 

担当者名  担当分掌名  合議者  

実施目的  

実施日時 平成  年  月  日   曜日 

実施場所  

対象者  

当日の運営  

事前指導と準備物 

事後指導 

 

安全対策 留意事項  

予算  

決裁   月  日の  ⑥学年部連絡会へ  ⑦研究研修へ ⑧職員会議へ ⑨学年部会へ     
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平成26年度 J中学校運営委員会・職員会議 運営計画

職員会議等
実 施日 １５：３０～１ ６：００ １６：００～１６：４５

第1水曜日 校長より (通知等周知事項) 生徒指導情報交換 ⑦研究研修
第2水曜日
第3水曜日 校長より (通知等周知事項) 生徒指導情報交換 ⑧職員会議
第4水曜日 ⑨学年部会

２．取組についての評価等

（１） 立案者は、３主任との協議や運営委員会開催日を意識し、計画的に企画書作成に取り組むようにな
っている。

（２） 立案者は、〈合議１〉〈合議２〉の過程で提案上の課題を把握し、修正をしていく中でよりよい企画
書を作成する技能が高まってきている。また、３主任は企画書の教育効果等を判断するために前年度
の取組の成果と課題を確認したり、教育効果を測定するためのＰＤＣＡサイクルを企画書に反映させ
るように指導助言したりすることが増えている。

（３） 運営委員会後、「職員会議提出議題案」となるものは限られており、大半が日常の学年部連絡会で
周知されている。そのため、職員会議の効率化や、生徒や授業の状況について情報交換をする時間の
確保ができている。

③合議１
合議者：分掌主任・関係者＋教務主任

・提案内容、期日、資料の検討

・教育効果についての協議

④合議２
合議者：提案担当分掌（教務、生徒指導、研究）主任 ＋ 教頭

・提案内容、資料の確認 ・期日の調整 ・運営委員会付託日の調整

⑤運営委員会
開催日：毎週月曜日５限

構成員：校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、研究主任、養護教諭

会議の進め方(司会：教頭)

１．提案資料の説明を提案担当分掌(教務、生徒指導、研究)主任が行う。

２．提案について検討を行う。

安全指導等内容に不備があるものは分掌主任に差し戻し、再度検討を行う。

３．校長が決裁を行い、重要度により○学年部連絡会での周知事項、○職員の研究研修課題、○職員会議

提出議案、○学年部会での周知議案に分類する。

⑥日常の学年部連絡会

提
案
書
に
記
載

②
運
営
委
員
会

①立案
責任者：分掌主任

協議者：分掌関係者

・内容、期日等について協議
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取 組 事 例 ⑪（小学校、児童数２６７名、中津教育事務所管内）

観点１８ ・管理職は、運営委員会で充実した企画立案がなされるよう、議事内容を予め示し、
観点別留意事項 主要主任等に積極的な提案をさせる機会を設けているか。

１．取組の内容

K小学校では、「児童のやる気を引き出す指導力の向上」の重点目標に対し「データ」を活用し、目標達成
に向けての取組を進めている。

提出されたデータをそれぞれ担当の各分掌部が共有し、分析等を行い、その内容を運営委員会にてさらに
協議を深めることで今後の方向性を見出すなど、充実した企画立案の場となってきている。

『月１回提出のデータ分析をもとにした運営委員会の開催』

重点目標 「児童のやる気を引き出す指導力の向上」

重点的取組 「データの分析と取組の共有化（運営委員会を中心とした）」

取組指標 「月１回、Ａ４サイズ１～２枚のデータを担当の分掌部へ提出する」

上記の目標等の設定を通して、主要主任等を中心とした分掌部会を機能させ、運営委員会が企画・立
案の場となるよう取組を進めている。

＜取組の流れ＞

○教職員間
例：「体育の時間の運動量確保」

「５分間サーキット運動の定着」 体育部へ
○対 児童

例：「トイレのスリッパを揃えていますか」
「時間を守れていますか」 生活指導部へ

① 各学年や分掌等からデータの提出
○対 保護者

例：「持ち物を前日に揃えていますか」
「家庭学習の時間を守れていますか」

生活指導部へ
○対 学校関係者

例：学校公開日において
「授業参観時の子どもの様子」
「教師の指導の様子」 研究部へ

② 提出された児童データをもとに、その内容に関係する分掌部会
（研究部・生活指導部・体育部）による分析等

③ 運営委員会において、分掌部会の話し合いの結果をもとに、指
導の方向性等についてさらに協議

※【資料１】は児童データの一例で、５年生の習熟度別少人数指導（算数科）である。
こうしたデータの結果は、必要に応じて全校・学年・学級にかえし、自分や友達の変化を語り合
うことにより、次からの意欲につなげることができている。
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＜具体例＞
①児童のデータの提出（５年担任と指導法工夫改善教員より） ・・・【資料１】

～５年生 習熟度別少人数指導（算数科）～
・単元毎の一人一人の単元末テスト結果を下記の２コースを併せてグラフ化したもの

「じっくりコース」（少人数）…自分のペースでわかるまで勉強を進める
「のびのびコース」…いろいろな問題にチャレンジしていく

【資料１】 ［５年単元末テスト結果］

②上記データを含め、各単元末テストにおける結果をもとに分掌部会（研究部）において分析
～成果や課題について～
・「じっくりコース」（少人数）児童の変容（発言、意欲等）
・つまずきとその対策
・教師の課題の設定や教具の工夫 等

③②を受け、運営委員会（毎週金曜日開催）において、今後の指導の方向性等について協議

○分析結果をもとに、児童の習熟度別編成を見直すことも必要である。
○特に「じっくりコース」（少人数）においては、児童の実態に応じた課題の設

定や教具・板書の工夫が必要である。
○各単元に入る前に行う既習事項の復習については、児童が単元内容を理解する
うえでの難易度を考え、軽重をつけていく必要がある。

２．取組についての評価等

（１） 提出されたデータをもとに、その分析等を行うことにより、主任を中心とした各分掌部会がより機
能することにつながっている。その分析等の結果をもとに、さらに協議を深めることにより、より効
果的な指導の方向性を導き出すなど、運営委員会が充実したものになっている。

（２） 取組をデータ化（グラフ等での「見える化」）することで、詳細な内容を学校全体で共有すること
ができる。また、そのデータを分掌部会、次に運営委員会という流れで、児童の実態を把握し、より
よい取組、指導方法等を明らかにし、実践を積み重ねていくことにより、教職員の授業力の向上、子
どもの確かな力の向上等の効果が期待できる。

※縦軸は人数・横軸は達成率

1学期総合
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90 10060 70 80 80 90 100

２直方体や立方体の体積

10

5

60 70 80 90 100

1整数と小数 ４小数のわり算

10

5

40 50 60 70 80 90 100

３小数のかけ算

10

5

60 70

10

5

５　合同な図形

60 70 80 90 100

６　1学期のまとめ

10

5

60 70 80 90 100

「じっくりコース」
「のびのびコース」
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取 組 事 例 ⑫（小学校、児童数６５名、佐伯教育事務所管内）

・運営委員会が週１回行われるなど、定期的な開催となっているか。
観点１８

・管理職は、運営委員会で充実した企画立案がなされるよう、議事内容を予め観点別留意事項
示し、主要主任等に積極的な提案をさせる機会を十分設けているか。

１．取組の内容

L小学校では、平成２５年度、学校教育目標の具現化に向け各教職員の強みを活かした効率的な取組を実
践するために、重点目標に合わせ３つのチーム会議を設置した。

各チームは、学校評価等で見えた課題に対し解決改善策を立案し、運営委員会に具体的な提案を行った。
平成２６年度は、前年度の取組に加え「目標達成に向けて力を発揮する児童会・委員会」として、重点目

標と合わせた児童の３つのチームを設置して取組を進めている。

【Ｈ２６からの取組】

（１）学校目標と連携した３つのチーム会議
【運営委員会の設置】
・週１回実施
・校長の補助機関
・校務に関する企画、

立案、連絡、調整
を行う。

・運営委員会と拡大
運営委員会をうま
く使う。

【チーム会議の設置】
・週１回実施
（火曜日又は木曜日

16:00~）
・チームリーダーが

招集開催する。
・各担当分掌に係る

起案等、メンバー
に相談協議しなが
ら作成

【児童会・委員会の
設置】
・教職員のチームに
合わせ、児童のチー
ムも編成

【拡大運営委員会】
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎チームリーダー
◎チームリーダー

            チームＳ「気づく子」　                　チームＳ「考える子」　             　チームＳ「動く子」

　　　　　　　　　　　　　

チームＳ（先生）の取組で目標達成へ

チームＫ（子ども）の取組で目標達成へ

            チームＫ「気づく子」　              　チームＫ「考える子」　             　チームＫ「動く子」　

教育活動推進のための「チーム」組織図

運営委員会 校長
教頭

教務主任

◎特別支援教育担当

○児童会担当

○人権教育主任

◎研究主任

○学力向上担当

○図書館教育担当

◎体育主任

○生活指導主任

○保健安全担当

○児童会運営委員会
「あいさつ運動」で

にこにこ

○環境委員会
「ちょボラ」でにこにこ

○放送委員会
「昼の放送」で

わくわく

○図書委員会
「読書」でわくわく

○体育委員会
「げんきタイム」で

とことん

○保健給食委員会
「健康な体」でとことん

にこにこえがお・わくわくべんきょう・

とことんやりぬく ○○小

チームＳ（先 生）

チームＫ（子ども）
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＜参考＞ 各チームの主な協議・取組内容等
気づく子 考える子 動く子

○仲間づくりの推進 ○わかる授業の実践 ○基本的生活習慣の確立
・話し合い活動の充実 ・１時間のねらいを達成する授 ・『早寝・早起き・朝ご飯』運動
・認め合い、支え合う集団づくり 業、学習活動の見通しが持て の推進

のための係り活動、児童会活動、 る授業の構築 ○体力向上一実践
縦割り班活動の充実 ○基礎・基本の定着 ・「げんきタイム」における体力、

○豊かな感性の育成 ・補充学習の計画的実践 運動能力の効果的な育成
・読書指導 ・家庭と連携した自主学習ノート ・体育学習カードの効果的な活用
・時と場、相手に応じた言葉遣い の実践 ○ＰＤＣＡサイクルの活用

の指導 ・単元末テスト実施後の補充指導 ・反省を活かした学校行事等の
・体験活動を取入れ道徳ノートを の充実 計画立案

活用した道徳教育の充実 ○小中一貫教育での学力向上策 ・学校評価と連動した教育活動の
改善

（２）チーム会議を活用した「提案」の流れ

①担当者が昨年度の反省やチームリーダー等の意見を活かしながら原案を作成する（必要に応じて、素
案の段階から管理職にも相談）。

②校長は、効率的かつ積極的な提案をさせる機会を設けるため、作成された原案の内容によって、下図
のようにランク（Ａ～Ｃ）分けを行う。

【ランク別の議題の扱い等】
・議題の内容を考え、Ａ、Ｂ（意見聴取）、Ｃ（意見交流）に分類し、配布文書や議題一覧に明示する。
・Ａ議題は運営委員会では討議しない。校長の決定後、全教職員に配布し周知する。
・ＢＣランクの場合は、他の職員が文書に目を通すことができるよう、会議３日前には配布する。
・Ｂ議題は、運営委員会で決定した内容について職員会議で意見聴取する。
・Ｃ議題は、運営委員会で討議した内容について職員会議で意見交流する。運営委員会で再討議する

場合もある。

２．取組についての評価等

（１） 重点目標に合わせた３部会を編成することで、主要主任が中心になり主体的に学校課題解決に向け
た取組を提案・推進している。また、チーム会を主要主任が招集開催し、週１回時間確保されている
ことで、ミドルアップダウンマネジメントの要となることが期待できる。

（２） 教職員に併せ児童も３チーム設置することで、重点的取組が教職員と児童によるより主体的な取組
となっている。

（３） 協議する議題をランク別に分け、協議方法をランクに合わせて変えることで、協議の効率化や充実
を図ることができている。

Ａ議題 Ｂ議題 Ｃ議題

担当者 起案
昨年度反省を活かして

チーム会議
チームリーダーが招集

原案作成

校長（教頭） 相談

校長 決定

文書配布 周知

運営委員会
拡大運営委員会

討議

校長 決定

調整・周知

意見聴取
意見交流

校長 決定

運営委員会
拡大運営委員会

再討議

校長 決定

職員会議・文書 周知

職員会議・文書

・学年の社会見学等
・身体測定日程等
・大掃除
・８月６日平和を願う日
・集会計画
・始業式、終業式日程

　　　　　　　　　等

重
要
議
題
・
ラ
ン
ク
Ｃ

・年間行事
・校時表
・学力向上の各種取組
・体力向上１校１実践

　　　　　　　　　　等

①チーム会議で原案作成
②運営委員会・拡大運営委員会
で討議
③職員会議で意見聴取交流
（運営委員会・拡大運営委員会
で再討議の場合もあり）
⑤校長が決定

起案から決定までの流れ ランクＡ議題の流れ ランクＢ議題の流れ ランクＣ議題の流れ

軽
い
議
題
・
Ａ

中
程
度
の
議
題
・
ラ
ン
ク
Ｂ

・学校公開
・月行事
・歓迎遠足
・家庭訪問日程
・ＰＴＡ授業参観日程

　　　　　　　　等

①チーム会議（相談）で原案
作成
②運営委員会で討議
③校長が決定
④職員会議・文書で周知
（職員間の連絡調整後に修
正もあり）

①チーム会議（相談）で原案作
成
②校長相談後校長が決定
③文書配布で周知

【
提
案
ま
で
の
流
れ
】

・
起
案
か
ら
提
案
ま
で
の
流
れ
が
明
記

・
提
案
の
決
定
は
、
校
長
又
は
運
営
委
員
会
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Ⅴ 目標の共有による家庭や地域との協働

取 組 事 例 ⑬（小学校、児童数４３名、別府教育事務所管内）

観点５ ・４点セットやその進捗状況が、学校便りやホームページ等で分かりやすく公表
観点別留意事項 されているか。

１．取組の内容

M小学校は、「学校経営の 重点（４点セット）」の公表を工夫し、学校の取組をわかりやすく家庭・地域
に情報発信している。その上で、「毎月１５日は、ノートデー」として、保護者に子どものノートを見てサイ
ン等をしてもらったり、「週末は読書デー」として、週末に親子で読書を行ってもらう等の連携を通して、重
点目標達成に向けて取り組んでいる。

【M小学校が、「学校経営の 重点（４点セット）」をホームページにアップ（公表）したもの】
次ページ参照

２．取組についての評価等

ＨＰに掲載する「学校経営の 重点（４点セット）」の重点目標等は、吹き出しを使い詳しく説明するとと
もに、重点的取組・取組指標については、写真により、取組を「見える化」している。家庭･地域への理解を
図ることが目的であるが、「全教職員が常に４点セットを意識して取り組む」という意識化にもつながってい
る。

＜参考：平成２５年１月 学校評価の手引き（抜粋）＞

【積極的な情報提供】

各学校は、学校評価の結果だけでなく、学校の教育活動全般について、随時、授業参観など学校公開を実施したり、
学校便り等を通じて、保護者等に日常的かつ積極的に提供する必要があります。
学校のホームページは、多くの人々が比較的容易にアクセスできることから、情報提供の手法として積極的に利用

することが望まれます。学校によっては、ほぼ毎日、授業風景や学校行事などを撮影し、ホームページに掲載している
ところもあり、このように頻繁に更新を行うことで、アクセス数も着実に伸びていきます。
なお、学校評価の結果の報告書や学校運営に関する情報を公表・提供する際には、児童生徒の個人情報の保護や人権

に十分留意してください。
日頃から学校情報を提供し、学校を開かれたものとするための努力が、広く家庭、地域からの理解、共感や協力を得

るきっかけになります。

（年度当初）
・年度当初に、学校の教育目標や重点目標、重点的取組等の計画を公表していますか？
・その計画は、何を目標にどのような取組を進めようとしているか分かりやすいものにな

っていますか？
・保護者や地域住民等に協力を求めたい内容が分かるものになっていますか？
（年度途中）
・学期毎の検証後、あるいは、年度中間に、重点的取組等に関する検証・改善状況を報告

していますか？
・検証結果の根拠やそれに伴う取組の変更等が、分かりやすいものになっていますか？
（年度末）
・年度末に、年度当初に設定した目標の達成状況等に関する自己評価の結果を公表してい

ますか？
・結果を踏まえた次年度以降の目標や取組の見通し等についても、公表していますか？
（積極的な情報提供）
・学校の様子が保護者や地域住民に伝わるよう、ホームページ等により積極的に情報提供

していますか？

チェック！
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○ICTを活用し、授業改善を行う

【学校の教育目標】

平成２６年度　学校経営の最重点　　　　　　　　［ １ ］学期　　　

重点目標 達成指標 重点的取組 学校の取組指標

おおきな心をもち　　おおきなめあてに向かって　　たゆまず努力をする　　○○っ子の育成

確
か
な
学
力
の
定
着

○年度末の杵築市学力調
　 査で全校平均正答率を
　 ８３％以上にする

○デジタル教材を授業に取り入れる
　　・各学年　月２回以上

○学年に応じたノートづくりを指導する

○自慢のノート掲示（毎月）
　・教師が励ましコメントを書く

○説明するための場の設定、語彙や様式指導を
　 行う
　　・算数及び理科で、単元１回以上
○重要語句の掲示（全学年）

○学習新聞づくり　　・３年以上　 学期２回以上

○論理的に説明する力・記述する力を
　 伸ばす

○学びを振り返ることができるノートづく
　 りの定着を進める

　
読
書
習
慣
の
定
着

○児童アンケートで「本が
　好き」と回答する割合を
　８５％以上にする

○全校で、年間５１６０冊
　以上の本を読む
（１０冊×１２ヶ月×４３人）

○読書記録の見える化を行う
　・個人用の読書カードの作成

○学年ごとに必読書を選定し全員が読むよう働き
　 かける
　・学期に１０冊の必読書を選定する
　・朝読書や週末読書等を活用して必読書に取り
　　組む計画を立てる

○朝読書・週末は読書デー・読書月間
　 等、読書に親しむ取組を工夫する

○授業で図書館活用を進める ○並行読書・調べ学習に取り組む
　・全学年　学期１回以上

・学
習
内
容
の
定
着

・学
習
意
欲
の
向
上

・想
像
力
・読
解
力
の
向
上

・長
文
に
慣
れ
る

・し
な
や
か
な
心
の
育
成

【低学年】

◇ノートの基本的な書き方

を身に付ける

・日付、ページ、ゆったり

書く

【高学年】

◇大事なことが分かるよ

うに書く

◇補足等、自分なりの工

夫をする
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取 組 事 例 ⑭（小学校、児童数３０８名、別府教育事務所管内）

・４点セットやその進捗状況が、学校便りやホームページ等で分かりやすく

観点５ 公表されているか。

観点別留意事項 ・４点セットを示しながら、保護者や地域住民と意見交換を行い、重点目標の
達成に向けた具体的な協力を求める機会を設けているか。

１．取組の内容

N小学校では、家庭で取り組んでもらいたいことを「吹き出し」を付けてわかりやすく具体的な行動とし
て示すなど「学校経営の 重点（４点セット）」の公表を工夫したり、重点目標達成に向けた取組の進捗情報
を随時ホームページで公表したりしている。

○運動に取り組める体
の素地（生活習慣を通し
て）づくりにも取り組む。

○外遊びを奨励をする。

○子どもたちのア
ンケートで、「運
動・遊びが好きな
子」の割合を
80％以上にす
る。

３
　
体
力
・
運
動
能
力
の
向
上

○体力を向上させる運
動の指導に、１年間継
続して取り組む。

○子どもに早寝・早起き・朝ごはんを呼びか
けるとともに、保護者にも学年通信や、ほけ
ん便りなどを通じて呼びかける。

○体育集会で、「楽しい体つくりの遊び」を紹
介し、外で楽しんで遊びながら、体つくりや仲
間づくりをさせる。

○子どもたちの
「いじめアンケー
ト」で、いじめが
発見された場合
は、１００パセント
解消する。

○「なかよし班」が交代で昇降口に立ち、毎
朝あいさつ運動をする。

○日記を通して、日々の子どもの気持ちの変
化をとらえる。

○月1回、学校内で「いじめ防止等対策委員
会」を開き、子どもの実態把握や、いじめを発
見した場合は、学校が組織的にその解決に
取り組む。

○子どもたちの「心育
て」を、仲よし班を中心に
取り組む。

○いじめの早期発見と
解決に学校として組織
的に取り組む。

○月1回、火曜日の昼休みは「なかよし班」ご
とに遊びを決め、一緒に遊ぶ。

○ドリルタイムで、子ども
たちの論理的思考力と
読解力をつける。

○一週間の中で、国語と算数をそれぞれ２回
ずつ行う。

○図書館に足を運ぶ子
を増やす。
○図書館の本で調べ学
習を児童を増やす。

○教師間で互いの授業を見合い、事後で話し合い
を行い、お互いの授業力を高める。

○子どもたちのペア学習・グループ学習を授業の
中に取り入れ、自分の考えや意見を言いやすい場
を作り、お互いの考えを聴き合い、認め合い、学び
合えるような授業にする。

○子どもたちのア
ンケートにおいて
≪グループ活動
や班の中で自分
の意見が言える
≫ようにする。

○子どもたちが「わか
る」「楽しい」授業をめざ
し、教師の授業力アップ
を図る。

○図書館司書と協力し、「おすすめの本50
冊」や「ブックンフェスティバル」などを行い、
「めざせみんなで2年連続３万冊、わたしは
100冊」を目標に取り組ませる。

○金曜日の朝読書は、「新聞記事を活用す
る時間」とし、毎回学年に応じた新聞記事に
ふれさせ、自分の考えや意見を言葉や文章
で表現できるようにさせる。

○担任が毎日チェックし、前日の宿題は翌日
帰るまでに必ず提出させる。また忘れた子の
ための放課後教室を火、木、金に開催する。

○宿題を必ず提出する
ようにさせる。

○生活目標アンケートの中に、子どもの困り
の項目を設け、実態を把握する。

１
　
基
礎
基
本
の
定
着

○毎日の掃除時間を「なかよし班」で行うとと
に、年2回ある大きな集会も「なかよし班」で
行う。

２
　
い
じ
め
対
応
の
強
化

○毎回、体育の時間の始めに「サーキットト
レーニング」を取り入れる。

○体力テストの結果をカードに記録し、子ども
自身が自分の弱点を意識し、目標を持って運
動に取り組むようにさせる。

○体力向上のため、１学期は特に５０ｍ走に
がんばり表などを使いながら取り組ませる。
また、２学期末からは、縄とび（短縄・長縄）
に取り組ませ、3学期の大会目指してがんば
らさせる。

○学期のまとめ
テストで平均得点
を80%以上にす
る。

◆本年度も、学校教育目標として、「喜んで登校し、生き生きと学ぶ○○っ子の育成」を掲げ、下記のように３つの重点目標をたて、取り
組んでまいります。

１．基礎基本の定着　　　２．いじめ対応の強化　　　３．体力・運動能力の向上

　［　１   ］学期　　　

重点目標 達成指標 重点的取組 学校の取組指標

平成２６年度　学校経営の重点　　　

【 子どもを励ます声かけを① 】

○学期に１回以上、学校に行って
学級等での子どもの様子を見て

【 子どもを励ます声かけを③ 】
○家庭学習に取組んでいるか、

毎日の声かけを・・・

【 早ね・早おき・朝ごはん 】
○朝ごはんを食べさせて学校へ
→そのためには、≪早おき≫を
→そのためには、≪早ね≫を
※夜更かしをさせないように声かけ
を →遅刻もしなくなります

【 子どもを励ます声かけを④ 】

○みんなにこにこ家族団らん
・「楽しかった？」「今日は何をし

たの？」「すごいね」「えらいね」
「がんばったね」「もう少し」「忘
れ物ない？」「勉強はすんだ？」
等、その場に応じた声かけを毎
日・・・

「人を大切にし、
人から大切にされる人間に」

【 子どもを励ます声かけを⑤ 】

○ゲーム機やスマホで遊ぶ時間
を考え、親子で一緒に体を動か
したり、スポーツ観戦したりする
時間を月一回程度作って・・・

「体力は、活動の源であるばかりか
意欲・気力の充実につながる」

【 子どもを励ます声かけを② 】

○一週間に一回程度、親子で一緒
に読書や新聞を読んだり、読書をす
すめたり・・・

ご家庭の力で
更にアップ！

「吹き出し」によ

り、保護者に取り

組んでもらいたい

ことを「わかりや

すく」「具体的な

行動」として示し

ている。

［資料＿報告①］
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【N小学校が、重点目標の達成に向けた取組の進捗状況をホームページにアップした一例】

◆「重点目標１ 基礎基本の定着」
本校では、「ＮＩＥタイム」や、「４年生放課後学習教室」、「（全学年を対象とした）放課後教室」

等に取り組んでいます。

【７月２日（水）】
５回目の４年生対象の放課後学習教室が行われました。

２４名の児童と６名のボランティアの方々によって行われ
ました。

◆「重点目標２ いじめ対応の強化」
「いじめ対応の強化」の取組の一つに、幼稚園・１年生～６年生までを縦割りにした班（なかよし

班）活動を中心に取り組んでいます。普段は、毎日の「なかよし班清掃」。大きな行事としては、年
間２回「○○ビーチへ行こう！」と「どんチャレ集会」を予定しています。

《2014 ○○ビーチへ行こう》とは・・・・
【ねらい】
・○○ビーチの掃除を行うことを通して、学校横にある身近
な地域の自然美化に対する心情を育てる。

・たてわり班を活用した清掃活動を通して、互いを思いやり
協力して活動することの大切さに気付き、全校児童の心の
つながりを持たせる。

・サンドアートづくりを通して、自然の素材をつかった造形
あそびのたのしさを味わい、集団でつくる作品づくりの面
白さと達成感を味わう。

【日 時】６月２６日(木) ９：００～１１：３０
１・２・３校時

○前半は、スパビーチの清掃活動をしました。
○２回のなかよし集会で打ち合わせてきた絵をもとに、６年の班
長が砂に下絵を描き、その線に沿って掘ったり、砂を盛り上げ
たりして造っていきました。砂遊びをあまり経験のない子ども
の姿も垣間見られ、砂の造形遊びが出来る環境にあることがと
てもうれしいです。今年の一番人気は、「ふなっしー」の造形
でしたが、各班の個性が出て楽しい作品に仕上がっていきまし
た。 後は、各班の作品を見て回りいいとこ見つけをしました。

◆「重点目標３ 体力・運動能力の向上」
１学期は、「５０ｍ走がんばり表」を使って、５０ｍ走に取り組んでいるところです。
その他の体力・運動能力向上のための取り組みも紹介してまいります。

【７月４日（金）】

１１回目の５０ｍ走チャレンジタイムをしました。先週は雨天の
ためできませんでしたので、久しぶりの５０ｍ走チャレンジタイム
でした。そのためか、何回も走っている低学年がいました。

２．取組についての評価等

ＰＴＡ総会での保護者説明用及びＨＰに掲載する「学校経営の 重点（４点セット）」について、家庭との
協働を図る目的で「学校の取組指標」に対する「家庭で取り組んでもらいたいこと」を吹き出しにより「わ
かりやすく、具体的な行動」として示している。

また、定期的に実施する「生活振り返りシート」や学期末アンケートにより、家庭での取組状況を把握し
ながら検証改善に取り組んでいる。

さらに、各取組の様子を随時ホームページで公開し、積極的に情報発信に取り組んでいる。

［資料＿報告①］
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取 組 事 例 ⑮（小学校、児童数３１名、別府教育事務所管内）

・４点セットやその進捗状況が、学校便りやホームページ等で分かりやすく

観点５ 公表されているか。

観点別留意事項 ・４点セットを示しながら、保護者や地域住民と意見交換を行い、重点目標の
達成に向けた具体的な協力を求める機会を設けているか。

１．取組の内容

本県の小中学校３８校では、本年度より目標協働達成モデル校として、学校・家庭・地域の代表によるチ
ーム会議（資料１）を通して、学校の目標を共有するとともに、その達成に向けて協働した取組を進めてい
る。

重点目標達成に向けた学校・家庭・地域それぞれの取組を決めた「協働４点セット」（資料２）により、具
体的な連携を進めるとともに、取組指標の効果（有効性）についても検証を行い、改善につなげている。（資
料３）

【資料１】 チーム会議の状況

【資料３】 地域の重点目標「学校公開日に積極的に授業参観を行う」の検証より（抜粋）

・目標協働達成実施要領について

・三者が取り組む重点目標について

・家庭、地域の重点取組､　取組指標

　について

・一学期の取組状況（三者）について

・成果と課題について

・取組指標の確認及び修正について

・二学期、三学期の取組状況（三者）

について

・成果と課題について

・次年度へ向けての改善点等について

主な内容

日　　時

構　　成
メンバー

　校長・教頭・教務主任　　PTA会長・副会長・副会長

　各区長・児童民生委員代表・老人クラブ代表・学習サポーター代表

【第１回】５月１１日（月）

１９：００～

【第２回】８月２５日（月）

９：３０～

【第３回】２月下旬

開催予定

平成２６年度１学期「学校公開」・アンケート結果集約

１．取組状況

（１）参観者 ○第１回目　５月２８日（水）２・３校時　→　地域の方３６名　保護者  ９名　  計４５名

○第２回目　６月２７日（金）２・３校時　→　地域の方３０名　保護者１２名　  計４２名

（２）アンケート提出者数（地域の方のみ）

○第１回目２４名／３６名　６６．６％　第２回目１７／３０名　５６．６％

（３）アンケート内容（抜粋）

＜授業感想＞  ＜授業感想＞

・楽しい授業公開でした。テレビの授業は分かりやすいと ・６年の国語で、「ぼくわたしの枕草子」自ら考え学ぶ力が養わ

  思いました。１年生の野菜の授業は難しい、先生の   れる授業と思い素晴らしい取組を評価します。

  ご苦労に頭が下がります。 ＜指導法＞

＜指導法＞ ・自分の考え、答えを発表させることで自信とやる気を増してい

・教材を活用した進め方で、大変感動しました。   ることで成長が見える。自発的に述べさせることが良かったと

  教材を大いに作ってもらいたい。 　思う。

＜学習態度＞

＜学習態度＞ ・学習態度が良くなってきたと思う。

・先生達があまりしからないので、少しさびしい。 ・大きな声を出すことによって、大きな自信が培われる。

２．成果と課題（○成果　△課題）

○地域における人間関係の広がり、地域コミュニティーの形成　     　△学校公開の地域への更なる浸透や広がり

○個々の生き甲斐作り △授業参観後のアンケート提出率の向上

○地域の活性化 

３．取組指標の効果（有効性）
 「学校公開日に授業参観（地域より３３名以上）、授業参観後のアンケート」 →どう授業改善に作用したのか

 （１）学校評価アンケート結果（肯定的割合）より

○児童アンケート　 「授業がよく分かるか」  　　　　　　　　　　　　　　  →９４％（昨年末８１％）

○保護者アンケート「基礎的な学力が身につく指導や楽しく分かりやすい授業か」 →８４％（昨年末７３％）

○教職員自己評価「家庭と連携した学習習慣の取組ができているか」           →９４％（昨年末８７％）

＜第１回目＞ ＜第２回目＞

［資料＿報告①］
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【資料２】 目標協働達成に向けた協働４点セット

２．取組についての評価等

学校・家庭・地域が一緒に目指す目標を共有した上で、具体的に何にどう取り組むかを決めて活動を進め
ることで、学校・家庭・地域の連携の内容が「見える化」されている。そのことが、取組の実現や改善にも
つながっている。

また、昨年度まで家庭・地域に協力頂いていた取組を基盤とし、取り組みやすさや有効性に見通しを持っ
た具体的な取組指標を設定している。特に、取組指標の「地域の方々による授業参観とアンケート（授業の
感想）」は、教師のモチベーションの高まりによる「授業改善」につながることが期待できる。

平成２６年度　目標協働達成モデル校

学校 目標協働達成チーム 家庭・地域

年３回目標協働達成チーム会議を開催（５月・８月・２月）

○学校 ○家庭 ○地域             ○関係機関
   校長    PTA会長   学校評議員           朝ドリル
   教頭    両副会長   区長代表              学びの教室  代表
   教務主任  老人クラブ代表      土曜教室

   児童民生委員代表

   ■　全学年とも、全児童の各学期毎の国語、算数、理科の各単元テストの正答率を７５％以上
   ■　国東市標準学力テストで、全学年で全児童の正答率を１割向上

①授業改善 ①授業改善 ①授業改善
 ○　考えさせる場を適切に位置付  ○　学校公開日に積極的に授業参　 
   け、交流とまとめを大事にする授    観を行う。
　 業を徹底する。

②ドリルの充実と個別指導の徹底 ②ドリルの充実と個別指導の徹底 ②ドリルの充実と個別指導の徹底
 ○　朝ドリルのサポーター、学びの  ○　朝ドリルの充実と個別指導の  ○　朝ドリルのサポーター、学びの
   教室等の指導者として参加協力 　 徹底によりつまずきを改善する。     教室等の指導者として参加協力
　 する。    する。
③家庭学習時間の向上 ③家庭学習時間の向上 ③家庭学習時間の向上
 ○　やる気を育てる声かけ運動に  ○　家庭の学習時間を向上する。
　 取り組む。
 ○  ノーテレビ・ノーゲームに取り
   組む。

①授業改善 ①授業改善 ①授業改善
 ○　管理職による授業観察を毎日　  ○　各学期２回ずつ（５月・６月・１０
   行う。    月・１１月・１月・２月）行う学校公
 ○　各学期互見授業１回、年に１回    開日に各区、各老人クラブ（５地区
   全員公開授業を実施する。     ）より毎回３名ずつ以上、計３３名
 ○　毎学期末毎に、「子どもによる    以上授   業参観を行う。
   授業評価」を実施する。  ○　その都度、できるだけ授業の様   

   子や子ども達の様子についてアン
   ケートに答え、提出する。

②ドリルの充実と個別指導の徹底 ②ドリルの充実と個別指導の徹底 ②ドリルの充実と個別指導の徹底
 ○　毎週火・水の朝ドリルの時間  ○　朝の帯時間の２０分間ドリル  ○　毎週火・水の朝ドリルの時間に  
   に学習サポーターとして参加協     を実施する。    学習サポーターとして参加協力す
   力する。 　 月→国語（音読・言語事項）　    る。 
 ○　毎週水曜日の放課後学びの 　 火→算数（計算・文章題）  ○　毎週水曜日の放課後学びの教
   教室月１回実施する土曜教室に 　 水→国語（長文）     室、月１回実施する土曜教室に 
   指導者として参加協力する。  ○　個々の学習カルテ（国語）を     指導者として参加協力する。

   作成し、個別指導に活用する。
 ○　全学年とも、月火木金の放課
   後の時間に個別指導を行う。

③家庭学習時間の向上 ③家庭学習時間の向上 ③家庭学習時間の向上
 ○　１週間に１回、連絡ノートに  ○　毎月、担任が家庭学習時間が
   やる気になった言葉やその反応    確保されているか、月はじめ一
   を記し、担任と交流する。    週間の生活見直しカードをチェ 
 ○　毎週月曜日、ノーテレビ・ノ     ックし指導する。
   ーゲームに取り組む（レベル３  ○　２ヶ月に一度、児童が家庭学
   を中心に）    習力チェックリストをもとに点検を

   行う。

重　点　取　組
（そのために重点的に取り組むこと）

家　　　庭 学　　　校 地　　　域

取　組　指　標
（具体的に取り組む内容）

家庭が取り組むこと 学校が取り組むこと 地域が取り組むこと

学校・家庭・地域が協働して達成する
重　点　目　標

＜勉強に頑張る子の育成＞

達　成　指　標
（具体的な数値目標）

［資料＿報告①］
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用語の解説及び参考資料等（青本抜粋ほか）

参考１：「学校評価の手引き」のポイント（抜粋）

目指す方向性

学校評価は、学校を改善するための手段であって目的ではありません。目指す目標や取組内容が
あいまいだったり、目標や評価項目が多過ぎて何から手を付けたらよいか分からないような学校評
価は、具体的な学校改善の取組に結び付きにくく、労多くして得るものが少ないこととなってしま
います。目標の重点化・焦点化や取組内容の具体化、検証可能な指標の設定等により、具体的な学
校改善につながる学校評価を行うことが必要です。

また、学校評価は、学校の組織力を高める学校マネジメントのツールだという理解が重要です。
校長のリーダーシップの下、学校が取り組むべき目標が全教職員にしっかりと共通理解された上で、
組織的に目標達成に向けた取組の実践や検証・改善が行われることで、学校全体の力が向上します。

保護者や地域住民等に対しては、学校が目指す目標や取組内容等の公表を積極的に行うことによ
り、保護者等の理解と参画を得た学校・家庭・地域が協働した学校づくりを進めることができます。

これらのことから、今回、以下のポイントに重点を置いて本手引きを作成しました。

○学校改善につながる学校評価

○学校マネジメントのツールとしての活用

○学校・家庭・地域が協働した学校づくりの推進

目標等の設定と検証・改善プロセス

ポイント１：目標の重点化・焦点化

ポイント２：重点目標達成のための重点的取組の設定

ポイント３：指標の数値化

ポイント４：短期で繰り返すＰＤＣＡサイクル

検証・改善の体制

ポイント５：組織的な学校評価改善体制

保護者等との連携協力

ポイント６：重点目標等の公表

ポイント７：積極的な情報提供

［資料＿報告①］
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参考２：「教職員評価システム実施手引」のポイント（抜粋）

学校評価との関連

学校評価は、教育活動その他の学校運営について、学校としての組織的・継続的な改善を図るとと
もに、結果等の公表を通して説明責任を果たすことを目的としています。

また、教職員評価システムの目標管理では、学校の重点目標や、所属する学年、教科、分掌等の目
標を踏まえて自己目標を設定し、それぞれの教職員がその目標に向かって努力することから、結果と
して学校の教育目標の達成が図られます。

つまり、学校評価と教職員評価システムの目標管理は、全く別々の流れの中で行われるのではなく、
大きな一つのシステムとして学校改善に活かすとともに、教職員一人一人の資質能力の向上を図るも
のです。
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参考３：「目標協働達成校」

【モデル校一覧】

学 校 の 重 点 目 標

⼦どもたちの成⻑

目標協働達成チーム

学校の重点目標の達成に向け、学校・家庭・地域
で定期的に議論を行いながら、協働して取り組み。

目標協働達成校

地 域学 校家 庭

中津

中津市 今津小学校 今津中学校 城北中学校

豊後高田市 高田中学校、桂陽小学校、都甲小学校・都甲中学校、高田小学校、真玉小学校

宇佐市 院内北部小学校 院内中学校

別府

別府市 亀川小学校 上人小学校 北部中学校

杵築市 豊洋小学校

国東市 富来小学校 竹田津小学校 国見中学校

姫島村 姫島中学校

日出町 藤原小学校

大分

大分市 田尻小学校 城南中学校

臼杵市 臼杵南小学校 南中学校

津久見市 青江小学校

由布市 由布川小学校 東庄内小学校

佐伯 佐伯市 佐伯小学校 鶴谷中学校 昭和中学校

竹田
竹田市 都野小学校

豊後大野市 朝地小学校 朝地中学校

日田

日田市 大明小学校 大明中学校

九重町 野上小学校 南山田小学校

玖珠町 森中央小学校 八幡中学校
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参考４：「芯の通った学校組織」定着状況調査結果（概要）

「芯の通った学校組織」の構築（学校マネジメントの充実）について

【現状・課題】

１．学校評価を活用した、学校の課題に直結した目標や取組

の設定と短期の改善

２．教職員評価システムに基づく、全教職員への目標の徹底
と個人目標への連鎖

３．主要主任等の役割の一層の充実と主任手当の趣旨の徹底

４．企画立案の場としての運営委員会の活用推進

５．目標の共有による家庭や地域との協働

【求める学校像と取組状況】

◆本県では、平成20年の不祥事以来、責任と権限が明確で透明性の
高い教育行政システムの確立を目指して徹底的な改革を進めて
きた。

◆他方、学校の目標が抽象的すぎる、主任制度が十分定着して
いないなど、学校マネジメントに関し課題が大きいことから、
現在、校長のリーダーシップの下、全ての教職員が目標達成に
向けて、組織的に教育活動に取り組むよう、学校改革を進めて
いる。

主要主任等が効果的に機能する「基盤となる学校運営体制」
のもと、学力・体力向上やいじめなど今日的課題に対応するた
めに「目標達成に向けた組織的な取組」を行う学校組織

＜求める学校像：｢芯の通った学校組織｣＞

＜取組状況：３フェーズ（２４年度～２６年度）で推進＞

◆平成２４年１１月２６日 ｢芯の通った学校組織｣推進プラン策定
→ 趣旨の周知と制度の整備を推進。

・Ｈ24年11月「学校運営の適正化」通知
・Ｈ25年 1月「学校評価の手引き」改訂
・Ｈ25年 2月「教職員評価システム実施手引き」改訂
・Ｈ25年 3月全市町村によるプラン・計画の策定 など

◆平成２５年度 実践・研修・指導による｢芯の通った学校組織｣の構築
→ ｢形」はある程度整った。今後「質」を高めることが必要。

◆平成２６年度 ｢芯の通った学校組織｣の定着
→ 特に右の５つの中心課題の徹底を目指す。
→ 年央に定着状況を確認し、必要に応じ、一層の施策を展開。

【第３フェーズの中心課題】
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「芯の通った学校組織」定着状況調査結果（概要）

○調査の趣旨：「芯の通った学校組織」の構築に係る各学校、市町村教育委員会の取組や意識
を把握し、その定着状況を確認するとともに、調査により得られた課題を踏まえ、一層の
施策の展開を図ることを目的に実施。

○調査対象：全公立学校の校長・教務主任、保護者、及び、市町村教育委員会
○調査時期：平成２６年７月～８月

定着の状況について

今回の調査で分かった「芯の通った学校組織」の定着状況は、以下の通りである。

【取組の状況】

○ 学校評価を活用した取組の状況
・ ８割の学校が、学校評価の重点目標を３つ以下としている（小中学校では、２つ以下に絞り
込んでいる学校が１割程度ある）。

・ ほとんどの学校で、重点目標の達成状況を測る達成指標を、数値化するなど検証可能なもの
にしている。

・ ほとんどの学校で、ＰＤＣＡサイクルを年間３回以上のスパンで行っている。

○ 教職員評価システムの活用状況
・ 過半数の学校は、学校の重点目標、各分掌の目標、各教職員の自己目標の連動は、「ある程
度連動している」としている。

・ ほとんどの校長が、教職員の自己目標について指導・助言を行っている。

○ 主任制度の定着状況
・ ほとんどの学校で、主要主任等が、「学校の運営方針や運営委員会での協議事項等を教職員
に周知する機会」や「教職員の考えを集約の上管理職に伝える機会」が、「よくある」、或い
は、「時々ある」としている。

○ 運営委員会の活用状況
・ 運営委員会の開催頻度は、小学校は「２週間に１回程度」、中学校は「週１回」が最も多い。
・ 運営委員会の設置により、８割の小中学校で、職員会議の開催回数・１回の所要時間が縮減
され、約５割の学校では開催回数が半分以下になっている（１割程度の学校では４分の１以下）。

・ ほとんどの学校で、教務主任が運営委員会に提案を行うことがある（４分の３の学校では、
「毎回」、或いは、「しばしばある」）。

○ 学校と家庭・地域との協働

・ ８割の学校で、学校の重点目標や学力・体力の状況、生徒指導上の課題等について、学校が
保護者や地域住民と話し合う機会は、「時々ある」としている。

・ 保護者や地域住民が、学校で児童生徒や授業の様子を見る頻度は、小中学校・特別支援学校
では「学期に数回」、高等学校では「年に数回」が最も多い。

【教職員の意識】

○「芯の通った学校組織」の取組を通じて、校長・教務主任の意識に以下のような変化が見られる。
・ 校長は、主要主任等の意識について、以下のように感じている。
① 学校運営への参画意識が高まった
② 校長の学校運営方針を理解し、他の教職員に周知する意識が高まった
③ 自らの分掌等をとりまとめ、推進する意識が高まった

・ 校長は、運営委員会の設置の効果を、以下のように感じている。
① 迅速な意思決定を行いやすくなった
② 校長がリーダーシップを発揮しやすくなった
③ 主要主任等の学校運営への参画意識が高まった

・ ほとんどの教務主任は、職務にやりがいを感じており、また「芯の通った学校組織」の取組
を通じて、教務主任の重要性を認識するようになったと感じている。
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○ ９割の校長が、「大分の教育は、より良くなってきていると思う」と回答。その主な理由は、
以下の通り（自由記述による回答を集約）。

（目標達成に向けた組織的な学校運営）
・ 教職員の学校運営への関わりが明確化され、一人一人が学校教育の大切な一員としての責
任感と自覚が増した

・ 組織的な取組により、学力向上・体力向上等の学校教育課題が目に見える形で達成されつ
つあるので、やりがいを感じている

・ 学校が組織的に動くことでばらばらだった教員の意識を校長の経営方針へと導くことがで
きると心から思う。大分の教育の方向性は間違っていないと思う。何より、全職員が自校の
課題は何かに真剣に向き合うようになった

など、目標達成に向けた組織的な学校運営により、教職員の意識改革や学校改善が図られてい
るという趣旨の回答（小：１４４校、中：５４校、高：２１校、特：１０校）。

（学力・体力の向上）
・ 具体的な授業改善の取組が広がり、学力調査結果の数値も成果として表れてきた
・ 教職員の意識や学校の取組が組織的になり、学力・体力の向上が結果として表れてきた
など、各種学力調査の結果や体力・運動能力調査の結果が向上しているという趣旨の回答
（小：１０２校、中：４７校、高：８校、特：０校）。

【保護者の意見】

○ ８割の保護者が、「大分の教育は、より良くなってきていると思う」と回答。その主な理由は、
以下の通り（自由記述による回答を集約）。
・ 学力テストや体力テストの結果がだんだんよくなってきている（１０８校）。
・ 以前に比べて、学校全体が協力して取り組んでいる姿がよくわかる（９５校）。
・ 学校が地域、ＰＴＡと連携を取る努力をしていると思う（７４校）。
・ 先生の頑張っている姿を多く見たり、子どもが学校に行くことを楽しみにしている（６２校）。

【定着の状況】

「芯の通った学校組織」の取組は、「目標達成に向けた組織的な取組」を「基盤となる
学校運営体制」のもとで持続的・発展的に進める学校を構築することにより、子どもたち
の力の確実な向上を行うことを目的としている。
平成２４年度からの取組を通じて、上記のように、
・ 目標の重点化や検証可能な指標の設定、それらに基づく短期のPDCAサイクルによる
検証・改善（「目標達成に向けた組織的な取組」）

・ 主要主任等が各分掌の責任者としてリーダーシップを発揮するとともに、管理職と
主要主任等から構成される運営委員会によって校長のリーダーシップを補助する体制

（「基盤となる学校運営体制」）
が、全ての学校に定着しつつある。
また、そのような取組の積み重ねにより、目標達成に向けた組織的な学校運営を進める

ことへの教職員の意識の高まりが見られるとともに、学校の目標や取組を、家庭・地域と
共有する取組も進みつつある。
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定着状況に係る課題

上記のように、「芯の通った学校組織」の取組が全ての学校に定着しつつある一方、今回の調査
により、以下のような課題があることが分かった。

○ 多くの校長が学校の課題と重点目標を一層一致させる必要があると感じているなど、目標達
成に向けた学校マネジメントの継続的な改善が必要であること。

○ 主要主任等が、他の教職員に指導・助言を行う意識についての一層の向上が必要であること。
○ 教務主任以外の主要主任等の意識の向上も必要という意見があること。
○ 主任制度及び主任手当の趣旨についての周知・徹底は図られつつあるが、未だに、主任手当
拠出の実態があること（詳細は別紙）。

○ 保護者や地域住民との連携について、校長の多くが以下のことが必要だと感じていること。
・ 保護者や地域住民との連携に対する教職員の意識を高めること
・ 保護者や地域住民に子どもや授業の様子を見てもらい、学校への関心を高めてもらうこと

○ 小学校に較べ、中学校では、校内研究が教員の指導力の向上にしっかりつながっていると感
じている校長が、少ないこと。

○ 小学校に較べ、中学校・高等学校では、思考力・判断力・表現力を育成するための組織的な
授業改善が行われていると感じている校長が少ないこと。

○ 学力・体力向上は進みつつあるが、不登校をはじめとした生徒指導上の課題や、豊かな心の
育成になお課題があるという意見があること。

○ 「芯の通った学校組織」の改革のスピードが速すぎ、全ての教職員に確実に定着するには、
一層の継続的な取組が必要という意見があること。

県教育委員会の推進方策に係る課題

目標達成に向けた組織的な取組を一層進めるに当たっての県教育委員会の施策について、校長や
市町村教育委員会から次のような要望が寄せられた（自由記述による回答）。

○ 管理職や教務主任のみならず、主要主任等への研修の機会を充実してほしい。
○ 一層のボトムアップのため、若手教職員の研修の充実を図ってほしい。
○ 効果的な学校の取組事例の紹介や、先進地への研修を行ってほしい。
○ 出張が増えている。しっかりマネジメントを行うためにも会議や報告書等を精選してほしい。
○ 目標協働達成モデル校を拡充するなど、学校・家庭・地域が協働する取組を充実してほしい。
○ 主幹教諭や学力向上支援教員の配置をはじめ、教職員の配置を充実してほしい。
○ 今後も、学校現場との意思疎通を図るとともに、具体的な指導を継続してほしい。
○ 一貫した方針のもと、今後も芯の通った学校組織の推進を継続的に行ってほしい。
○ 県教育委員会と市町村教育委員会の十分な連携と役割分担の明確化を行ってほしい。

また、教育センター研修及び教育事務所の教育指導については、以下のような調査結果だった。
○ 教育センター等が行う学校マネジメント研修
→ ほとんどの学校が役に立っていると回答。また、約８割の学校が一層の充実を求めている。

○ 教育事務所が行う学校訪問
→ ほとんどの学校が役に立っていると回答。また、半数の学校が一層の充実を、残りの半数
の学校が現状の指導の継続を求めている。

今後の方向性

上記の課題等を踏まえ、各学校の目標達成に向けた組織的な取組が一層推進され、子どもたちの
力と意欲の向上が図られるよう、新しい計画を早期に策定する。その上で、市町村教育委員会との
一層の緊密な連携のもと、取組の充実を図っていく。
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別紙
主任手当の拠出について

○ 主任手当拠出の状況

項目＼校種 小学校 中学校 小中学校計 県立学校
拠出していない主任 約２５％ 約６４％ 約３９％ 約８０％

（１８３人） （２６０人） （４４３人） （４０６人）
拠出している主任 約３２％ 約１４％ 約２６％ 約１７％

（２３５人） （５９人） （２９４人） （８７人）
把握できない主任 約４３％ 約２２％ 約３５％ 約３％

（３１７人） （９１人） （４０８人） （１７人）
主任手当を受給している教員数全体 ７３５人 ４１０人 １１４５人 ５１０人

（％は、主任手当を受給している教員に占める割合）

※ ２市町村教委（全体：１８教委）、県立学校２９校（全体：６９校）では、拠出が全くない。
※ 市町村間において、拠出している主任が０％～約７９％、把握できない主任が０％～約９５％

と差が大きく、校種間でも上記の表のとおり差があった。
※ 校長が拠出の有無を把握できなかった主な理由は、以下の通り。

・職員から聴取したが、回答がなかった。
・「個人の問題であるので」との理由で、回答がなかった。
・「職員団体からの指示があった」との理由で、回答がなかった。

○ 主任制度及び主任手当の趣旨の周知・徹底の状況

・ 校長は、主に年度当初や面談の際に、主任手当を受給している教員への個別面談や職員会議・
運営委員会を通じて周知・徹底を行っている。

・ 市町村教育委員会は、教育長による校長面談、校長・教頭・教務主任を対象とした会議の際、
周知・徹底を行っている。

○ 主任手当の趣旨の徹底のために必要と考えること（「とてもそう思う」の回答を集計）

［小中学校長］
① 教育委員会から職員団体に対する一層の要請が必要 （小：１３３校、中：６１校）
② 主任制度自体の一層の定着が必要 （小：１１４校、中：４９校）
③ 県教委が一層の周知・徹底を図る必要がある （小：１００校、中：４５校）
④ 市町村教委が一層の周知・徹底を図る必要がある （小： ８１校、中：３５校）
⑤ 管理職から個々の教員に対する一層の周知・徹底が必要 （小： ５８校、中：３４校）

［市町村教委］
① 主任制度自体の一層の定着が必要 （１１教委）
② 県教委が一層の周知・徹底を図る必要がある （９教委）
③ 市町村教委が一層の周知・徹底を図る必要がある （７教委）
④ 教育委員会から職員団体に対する一層の要請が必要 （７教委）
⑤ 管理職から個々の教員に対する一層の周知・徹底が必要 （６教委）

［県立学校長］
① 県教育委員会から職員団体に対する一層の要請が必要 （４５校）
② 県教委が一層の周知・徹底を図る必要がある （３８校）
③ 主任制度自体の一層の定着が必要 （３６校）
④ 管理職から個々の教員に対する一層の周知・徹底が必要 （２３校）
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H26.10.21 教育委員会

（教育人事課）

ミニ懇に関する調査結果及び処分等について

１ 調査結果等

（１）調査対象

竹田市及び日田市内の公立小中学校

（２）調査内容

①職務専念義務違反行為の有無

（勤務時間内の組合活動）

②個人情報保護条例抵触行為の有無

（個人情報である学級名簿をミニ懇案内状郵送のために活用）

（３）調査結果及び処分概要

日田市（全３０校）

①職務専念義務違反行為 １校、８名

（主な行為）勤務時間内に、ミニ懇の案内文書を児童生徒に持ち帰らせた

校長及び教頭（監督者責任） ２名：厳重注意（市教育委員会から）

教諭等（行為者） ８名：厳重注意（校長から）

②個人情報保護条例抵触 １３校、１２９名

校長及び教頭（監督者責任） ２６名：厳重注意（市教育委員会から）

教諭等（行為者） １２９名：厳重注意（校長から）

竹田市（全１８校）

①職務専念義務違反行為 １２校、４５名

（主な行為）勤務時間内に、ミニ懇の案内文書を配布し協議したり、

児童生徒に文書を持ち帰らせた

校長及び教頭（監督者責任） ２４名：厳重注意（市教育委員会から）

教諭等（行為者） ４５名：厳重注意（校長から）

②個人情報保護条例抵触 市の見解：条例に抵触しない

処分なし

２ 他市町村の状況調査

竹田市・日田市以外の１６市町村の状況を調査中（１０月末までに報告）
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（公印省略） 

                            教委教人第２１４８号 

                            平成２６年１０月８日 

 

 

各市町村教育委員会教育長  殿 

    （教育事務所経由） 

 

 

大分県教育委員会教育長 

 

 

職務専念義務違反等に関する調査について（依頼） 

 

 平成２６年第３回定例県議会において、職員団体活動であるミニ懇の開催案内を勤

務時間内に配布するなどの職務専念義務違反行為等が指摘され、報道でも大きく取り

上げられたところです。 

 そこで、県内全市町村の実態を把握する必要があるため、貴管内における状況につ

いて、別添「ミニ懇実施状況等調査票」により調査を実施しますので、貴管内小・中

学校長に依頼するとともに、各学校から提出のあった調査票を取りまとめのうえ、下

記により平成２６年１０月２９日（水）までに各教育事務所長あて電子データにて提

出願います。 

 

記 

 

 １ 提出書類   ・ミニ懇実施状況等調査票 

 

  ２ 留意事項  ・学校長は、直接関係教職員から話を聞いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

                                  【担当】小中学校人事班 渕野 

                                                     TEL:097-506-5514 
                                                      FAX:097-506-1849 
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（公印省略） 

                            教委教人第２１４８号 

                            平成２６年１０月８日 

 

 

各県立学校長  殿 

 

 

 

   教育人事課長 

 

 

職務専念義務違反等に関する調査について（依頼） 

 

 平成２６年第３回定例県議会において、職員団体活動であるミニ懇の開催案内を勤

務時間内に配布するなどの職務専念義務違反行為等が指摘され、報道でも大きく取り

上げられたところです。 

 そこで、県内全域における実態を把握する必要があるため、貴校における状況につ

いて、別添「ミニ懇実施状況等調査票」により調査を実施しますので、調査票に記入

のうえ、下記により平成２６年１０月２９日（水）までに担当あて電子データにて提

出願います。 

 

記 

 

 １ 提出書類   ・ミニ懇実施状況等調査票（校長記入用） 

 

  ２ 留意事項  ・学校長は、直接関係教職員から話を聞いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             【担当】県立学校人事班 長野 

                                                     TEL:097-506-5625 
                                                      FAX:097-506-1849 
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質問 1 ミニ懇実施の有無（どちらかに○をしてください）

有の場合→質問２に進んでください
無の場合→以下回答は不要です

質問 2 ミニ懇の案内⽅法

① 勤務時間内における案内⾏為の有無（どちらかに○をしてください）
⾏為の例 ・学級ＰＴＡ終了後の勤務時間内に、案内⽂を保護者に配布し⽇程等協議した
     ・児童⽣徒に案内⽂を持ち帰らせた など

有の場合→質問２－（１）－②に進んでください
無の場合→質問２－（２）に進んでください

② ア 勤務時間内の組合活動の具体内容
・ 学級名
・ 教職員名
・ ⽇付
・ 要した時間（正確な時間がはっきりしない場合は、概ねの時間（約１５分など）を記載してください）
・ ⾏為の内容

イ この内容について、校⻑事前把握の有無（どちらかに○をしてください）
有の場合→把握⽅法を記載し、質問２－（２）に進んでください
無の場合→質問２－（２）に進んでください

① 学級名簿等の個⼈情報を活⽤して、案内⽂を家庭に封書やハガキで郵送したかどうか（どちらかに○をしてください）
有の場合→質問２－（２）－②に進んでください
無の場合→以下回答は不要です

② ア 郵送⾏為の具体内容（必要に応じて⾏を挿⼊してください）
・ 学級名
・ 教職員名
・ 郵送内容
・ 保護者同意について

同意の有無（どちらかに○をしてください）
有の場合→同意⽅法を記載し、イに進んでください
無の場合→イに進んでください

イ この内容について、校⻑事前把握の有無（どちらかに○をしてください）
有の場合→把握⽅法を記載して終了です
無の場合→終了です

質問 3 「個⼈情報保護条例」に関する⾒解・判断

質問２－（２）－①が有の学校を所管する市町村教委のみ、条例を所管する⾸⻑部局の⾒解等を記⼊してください

（２）個⼈情報の保護に関すること

（１）勤務時間内の組合活動に関すること

ミニ懇実施状況等調査質問項⽬
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                                        教委義第１６１５号 
                                                          平成２６年１０月１７日 

 

 各市町村教育委員会教育長 殿 

  （ 教育事務所経由 ） 

 

                                                  大分県教育委員会教育長 

                                                            
 

平和教育に関する現状の把握及び指導について（依頼） 

      

 学校における教育活動は、教育の目的を実現するため、教育基本法、学校教育法等の

法令及び学習指導要領等に則り、保護者をはじめ県民の理解と協力を得ながら適切に行

われる必要があります。 

 しかしながら、今般実施された大分県教職員組合主催の「親子で学ぶ韓国平和の旅」

を契機として、学校での教育が中立性に欠ける指導内容となっているのではないかとの

不安が、保護者及び県民から寄せられています。 

 このような保護者及び県民の不安を払拭し、信頼される教育活動を展開していくため

には、その根本となる教育課程の管理をこれまで以上に厳格に行うことが求められます。 

市町村教育委員会におかれては、管内の小・中学校の教育課程全般、特に、平和教育

が法令及び学習指導要領に則ったものであり、児童生徒の発達に即したものとなってい

るか、下記の観点にご留意いただきながら、別紙１の資料により把握するとともに、そ

の結果を別紙２により報告いただくようお願いします。併せて別紙１の資料についても

ご提出ください。 

また、大分県教職員組合が作成したいわゆる「平和カレンダー」について、平成１３

年８月２４日付け通知に従い適切に対応されているかどうかについても各学校の状況を

確認の上、別紙２により報告をお願いします。 

貴教育委員会が現状に問題があると判断した場合は、学校に対して必要な指導をお願

いします。 

今後、県教育委員会においても、提出いただいた資料に基づき、必要に応じて指導を

行うとともに、把握結果について公表する予定です。 

  

 

記 

 

１．学校で行われる平和教育が、政治的中立が確保されたものになっていること。 

 

２．教育課程の中で平和教育を行う場合には、教育課程上の扱いを明確にするとともに、

学習指導要領に示す当該教科等の目標、内容及び内容の取扱い等に合致したものであ

ること。 
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３．平和教育が授業時数を圧迫し、児童生徒の過重な負担とならないようにすること。 

 

４．平和教育の全体計画及び年間計画が、大分県教職員組合の活動の方針等に即したも

のであったり、記述に際して活動の方針等に専ら用いる用語を用いたりすることは、

保護者及び県民の不信を招くことから不適切であること。 

 

５．平和教育の全体計画等が学校運営の責任者である校長の権限と責任のもと、教頭、

主幹教諭及び教務主任の権限と責任を明確にして策定されること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 大分県教育庁義務教育課 

   姫野 

   097-506-5531 
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別紙１ 

 

平和教育の現状について把握・確認するための資料 

 

○次の資料１～４を各学校から取り寄せて、具体的な指導内容を詳細かつ的確に把握し

てください。 

 

 

【資料１】 

 ・平和教育の全体計画及び年間計画 

 

 

【資料２】 

 ・平成２６年度実施の「５月３日憲法記念日」及び「８月６日広島に原爆が投下され

た日」に関連する平和教育の各学年の指導案と使用資料（教材）。 

  ・平成２５年度実施の「１２月８日太平洋戦争開戦の日」及び「２月１１日建国記念

の日」に関連する平和教育の各学年の指導案と使用資料（教材）。 

  

 

【資料３】 

 ・上記【資料２】に関する各学年の児童生徒の感想が分かる資料。 

 

 

【資料４】 

 ・平和教育の全体計画及び年間計画を誰が作成したのかその職名が分かり、その内容

が確定されるまでの会議等の経過（流れ）が分かる資料。（様式不問） 

   

 

 

 

 

 

※別紙２の報告とともに、全学校分を平成２６年１１月２１日（金）までに紙媒体にて

教育事務所あて提出をお願いします。 

※【資料２】については、学年に複数学級がある場合、いずれか１つの学級分１部（各

学年１部）を提出してください。 

※【資料３】については、【資料２】の４回の授業それぞれに各学年２～３名程度の児

童生徒の感想を提出してください。 
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別紙２ 

 

平和教育に関する現状の報告 

 

教育委員会名：〔       〕教育委員会 

 

１．平和教育の全体計画及び年間計画や平和教育で用いられる資料（教材）が、政治的

中立を確保し、児童生徒の発達に即したものであるか。 

【把握した現状及び評価】 

 

 

 

 

２．平和教育の実施回数（時数）が、他の教科や領域等と比較して、著しくバランスを

欠いたものとなっていないか。また、平和教育を実施する必然性や実施回数が、保護

者や県民にとって納得のいくものとなっているか。（〔 〕には数値を記入） 

○平和教育の年間実施回数別校数（学校全体で実施したもの。例えば、ある月に全学

級が１回実施していれば実施日が異なっても１回としてカウントする。特定の学級

や学年のみが実施したものは除く。分校は本校とは別にカウントする。） 

【小学校】 

・１回〔  〕校 

・２回〔  〕校 

・３回〔  〕校 

・４回〔  〕校 

・５回〔  〕校 

 

・６回〔  〕校 

・７回〔  〕校 

・８回〔  〕校 

・９回〔  〕校 

・10 回～〔  〕校 

【中学校】 

・１回〔  〕校

・２回〔  〕校

・３回〔  〕校

・４回〔  〕校

・５回〔  〕校

 

・６回〔  〕校 

・７回〔  〕校 

・８回〔  〕校 

・９回〔  〕校 

・10 回～〔  〕校

○下記４回の平和教育の実施校数（学校全体で実施したもの。同月実施は問わない。）

【小学校】 

・５月３日関連〔  〕校 

・８月６日関連〔  〕校 

・１２月８日関連〔  〕校 

・２月１１日関連〔  〕校 

【中学校】 

・５月３日関連〔  〕校 

・８月６日関連〔  〕校 

・１２月８日関連〔  〕校 

・２月１１日関連〔  〕校 

○上記４回の平和教育を全て行った学校数（学校全体で実施したもの。同月実施は問

わない。） 

【小学校】 

・〔  〕校 

【中学校】 

・〔  〕校 

【評価】 
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３．平和教育の結果、児童生徒の感想等が一面的に事象を捉え、政治的に偏った見方や

考え方になってしまうなど、保護者や県民から批判されることがないような指導結果

となっているか。 

【把握した現状及び評価】 

 

 

 

 

４．平和教育の全体計画及び年間計画が、大分県教職員組合の活動の方針等に即してい

たり、内容の記述に際して、活動の方針等に専ら用いる用語（四結節点など）を用い

たりしていないか。 

【把握した現状及び評価】 

 

 

 

 

５．平和教育の計画の策定に際し、校長の責任のもと、教頭、主幹教諭及び教務主任等

が役割を明確にしたうえで、担任（担当）に任せきりにすることなく、運営委員会

等で内容の確認や修正等の練り上げが行われているか。 

【把握した現状及び評価】 

 

 

 

 

６．「平和カレンダー」が通知に従い適切に対応されているか。 

【把握した現状及び評価】 

 

 

 

 

７．その他、貴教育委員会が独自に把握した現状等 

【把握した現状及び評価】 
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８．平成２６年度の教育課程の編成に際し平和教育に関係する事項として、貴教育委員

会が学校に対して重点的に指導した事項があれば記入してください。 

【重点的に指導した事項】 

 

 

※編成方針等の通知文書の写しをもって記述にかえることも可能です。 

 

 

 

※枠が不足する場合は、枠内の行を増やしてください。 

※別紙１の各資料とともに、平成２６年１１月２１日（金）までに紙媒体にて教育事務

所あて提出をお願いします。 
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平成２５年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（速報）

大分県教育庁生徒指導推進室

項目ごとの状況（国公私立） （ ）は前年度比較

項目 大分県 全 国

3,496件（－243件） 185,860件（－12,249件）

○小学校 2,478件 (＋124件） ○小学校 118,805件（＋ 1,421件）

い じ め ○中学校 832件（－287件） ○中学校 55,248件（－ 8,386件）

認知件数 ○高等学校 184件（－ 80件） ○高等学校 11,039件（－ 5,235件）

○特別支援学校 2件（± 0件） ○特別支援学校 768件（－ 49件）

○1,000人当たりの認知件数27.1件 ○1,000人当たりの認知件数13.4件

374件（+60件） 59,345件（＋ 3,509件）

暴力行為 ○小学校 75件（＋ 22件） ○小学校 10,896件（＋ 2,600件）

発生件数 ○中学校 153件（＋ 42件） ○中学校 40,246件（＋ 2,028件）

○高等学校 146件（－ 4件） ○高等学校 8,203件（－ 1,119件）

○1,000人当たりの発生件数2.9件 ○1,000人当たりの発生件数4.3件

1,249人（＋49人） 119,617人（＋ 6,928人）

小中学校 ○小学校 226人 (＋36人） ○小学校 24,175人 (＋ 2,932人）

不 登 校 ○中学校 1,023人（＋13人） ○中学校 95,442人（＋ 3,996人）

○1 , 0 0 0 人 当 た り の 不 登 校 児 童 生 徒 数 1 3 . 3 人 ○1 , 0 0 0 人 当 た り の 不 登 校 児 童 生 徒 数 1 1 . 7 人

高等学校 659人（＋24人） 55,657人（－ 2,007人）

不 登 校 ○1 , 0 0 0 人 当 た り の 不 登 校 生 徒 数 2 0 . 2 人 ○1 , 0 0 0 人 当 た り の 不 登 校 生 徒 数 1 6 . 7 人

高等学校 582人 (＋47人) 59,742人（＋ 7,961人）

中途退学 ○中途退学率1.7% ○中途退学率1.7%
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平成２５年度 文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

大分県 調査結果の概要（速報）

大分県教育庁生徒指導推進室

１ 調査対象期間 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日

２ いじめについて

※ （ ）内は前年度比 国公私立小中高等学校

認知件数 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 計

（件） 2,478(+124) 832(-287) 184(-80) 2(0) 3,496(-243)

○ いじめ認知件数の推移

○ いじめの状況

・ いじめの認知件数は３，４９６件（前年度３，７３９件）であり、児童生徒１，０００

人当たりのいじめ認知件数は２７．１件（前年度２８．９件）である。

・ いじめの態様としては「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる」

が も多く６６．２％であり、以下「仲間はずれ、集団による無視をされる」が２３．

３％、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」が２１．

１％、「金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする」が８．２％、

「いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする」が７．１

％である。（複数回答）

・ 認知したいじめのうち解消しているものは２，９５１件（前年度２，９３６件）で、解

消率は８４．４％（前年度７８．５％）である。

３ いじめ防止対策推進法を踏まえた地方公共団体の状況

○ 地方いじめ防止基本方針

○ いじめ問題対策連絡協議会

年度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

小学校 1,509 1,479 1,366 2,354 2,478

中学校 878 904 824 1,119 832

高等学校 151 172 201 264 184

特別支援学校 4 1 3 2 2

計 2,542 2,556 2,394 3,739 3,496

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

計

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

策定済み 策定に向けて検討中 策定するか検討中 策定しない

大分県 1

市町村 10 6 2 0

条例による設置 条例によらない設置 設置に向けて検討中 設置するか検討中 設置しない

大分県 1

市町村 1 4 7 4 2
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○ 地方公共団体の状況

・ 「地方いじめ防止基本方針」の策定や「いじめ問題対策連絡協議会」の設置は、法によ

って地方公共団体に義務付けられていない。

・ 平成２６年１０月１日現在、「地方いじめ防止基本方針」は県及び１０市町村が策定済

み、「いじめ問題対策連絡協議会」は１市が条例による設置、県及び４市町村が条例に

よらない設置となっている。

４ いじめ防止対策推進法を踏まえた学校の取組状況

○ 学校いじめ防止基本方針

・ 「学校いじめ防止基本方針」の策定と

「いじめの防止等のための組織」の設

置は、法により各学校に義務付けられ

ている。

・ 平成２６年１０月１日現在、「学校い

じめ防止基本方針」の策定率は９９．

○ いじめの防止等のための組織 ２％、「いじめの防止等のための組織」

の設置率は９９．４％である。

５ 暴力行為

※ （ ）内は前年度比 国公私立小中高等学校

発生件数 小学校 中学校 高等学校 計

（件） 75(+22) 153(+42) 146(-4) 374(+60)

○ 暴力行為発生件数の推移

※

平成２５年度から高等学校通信制課程を調査

対象に追加。

○ 暴力行為の状況

・ 内訳は「対教師暴力４３件（前年度３９件）」「生徒間暴力２３６件（前年度２２１件）」

「対人暴力１６件（前年度８件）」「器物損壊７９件（前年度４６件）」で、生徒間暴力

が も多い。

・ 注意されたことに対して腹を立て暴力行為に至ったり、善悪の判断ができず自分本位の

考え方から暴力行為に至った事案が増加している。

・ 特定の児童生徒が繰り返し暴力行為を行うために、件数が増加したというケースが見ら

れる。

策定済み 未策定

小学校 282 1

中学校 133 0

高等学校 59 3

特別支援学校 17 0

設置済み 未設置

小学校 282 1

中学校 133 0

高等学校 60 2

特別支援学校 17 0

年度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５
小学校 28 16 16 53 75
中学校 206 227 145 111 153

高等学校 110 108 134 150 146
計 344 351 295 314 374
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６ 小中学校不登校

※ （ ）内は前年度比 国公私立小中学校

児童生徒数 小学校 中学校 計

（人） 226(+36) 1,023(+13) 1,249(+49)

○ 不登校児童生徒数の推移

○ 不登校の状況

・ 不登校児童生徒数は１，２４９人（前年度１，２００人）であり、児童生徒１，０００

人当たりの不登校児童生徒数は１３．３人（前年度１２．６人）である。

・ 不登校のきっかけとしては、「無気力」が も高く３４．３％であり、以下「不安など

の情緒的混乱」が３３．１％、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が１５．２％、

「病気による欠席」が１５．１％、「親子関係をめぐる問題」が１３．５％である。（複

数回答）

・ 「指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒」は４４６人（３５．７％）で

あり、「指導中の児童生徒」は８０３人（６４．３％）、そのうち「継続登校には至ら

ないものの好ましい変化が見られた児童生徒」は１９４人である。

７ 高等学校不登校、中途退学

不登校 中途退学 ※ 公私立高等学校

659人(+24) 582人(+47) ※ （ ）内は前年度比増減

○ 不登校生徒数、中途退学者数の推移

○ 高等学校不登校、中途退学の状況

・ 高等学校生徒の不登校生徒数は６５９人（前年度６３５人）であり、生徒１，０００人

当たりの不登校生徒数は２０．２人である。

・ 高等学校生徒の中退者数は５８２人（前年度５３５人）であり、中途退学率は１．７％

0
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1,400

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

計

小学校

中学校

年度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

小学校 243 269 249 190 226

中学校 998 965 1,031 1,010 1,023

計 1,241 1,234 1,280 1,200 1,249

年度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

不登校生徒数 547 708 603 635 659

1000人当たり 16.3 21.0 18.1 19.1 20.2

年度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

中途退学者数 582 530 540 535 582

中途退学率 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7
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である。

８ 大分県教育委員会の取組

○ 県教育委員会では、昨年国による「いじめ防止対策推進法」が施行されたことを受け、さ

らなる取組を推進し、本年４月に「大分県いじめ防止基本方針」を策定の上、法に基づく学

校の基本方針、校内組織の設置など、いじめ問題に対する学校の組織的な取組を推進してい

るところである。

○ 不登校児童生徒数の減少に向けて、スクールカウンセラーの小中連携配置を拡充。本年度

から不登校対策コーディネーターを県内１６市町に配置し、不登校の未然防止と初期対応の

充実に向けた体制づくりを推進している。

○ 今後も、教職員の生徒指導力向上と組織的な生徒指導体制づくりを推進しながら、児童生

徒一人一人を大切にした教育活動、生徒指導を進めていく。

［資料＿報告④］
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報告資料 

 平成２６年度大分県児童生徒の体力・運動能力等調査結果について 

（平成２５年度文部科学省体力・運動能力調査結果との比較） 

１ 

調
査 

①  時期 平成２６年５月～７月 

②  対象 小学校２７９校（全学年：59,635 人）、中学校１２７校（全学年：29,425 人）、

高校（定時制含）５０校（全学年：24,028 人） 

※（各校種ともに全員調査） 

２ 

調
査
結
果
の
概
要 

①  平成２６年度大分県児童生徒の体力・運動能力調査結果と平成２５年度文部科学

省体力・運動能力調査結果との有意差検定を行って見たところ、小学生は「５０

ｍ走」を除く、多くの項目で全国平均を上回るようになった。（表１）  
②  中学生、高校生は、多くの項目で全国平均に届いていない。（表１） 

③  「５０ｍ走」については、男女ともすべての年齢において全国平均を下回った。

（表１） 

④  県平均（Ｈ２６）が全国平均（Ｈ２５）以上である項目数の割合（達成率）は、

４１．１％（７９／１９２項目：持久走含まず）であり、昨年度に比べると１１．

４ポイント（２２項目）向上した。（表２・グラフ１）  
⑤  学校種別の達成率は、小学校６７．７％（過去 高）、中学校１２．５％、高等学

校１６．７％であった。（表２・グラフ１） 

⑥  体育専科教員活用推進校の達成率は９３．８％（９０／９６項目）であった。  

⑦  中学校体力向上推進校の達成率は３１．３％（１５／４８項目）であった。  
⑧  平成２１年度県平均と比較では、平均値は１９２項目中１５０項目で向上した。

項目で見ると、「５０ｍ走」は１６歳男子を除いてすべて向上していたが、「握力」、

「ボール投げ」については、大半の年齢において低下していた。  
⑨  質問紙調査において、調査開始の平成２３年度結果との比較では、「スポーツの実

施状況」は、いずれの校種においても「ほとんど毎日運動する」割合が高まった。

⑩  同じく、「テレビ視聴・ゲーム等利用時間」が「３時間以上」の児童生徒の割合は

減った。 

３ 

考
察 

①  小学生は、「一校一実践」を中心とした体力向上の取組の充実や体育専科教員の活

躍などにより、達成率が大幅に向上した。これまで課題とされていた「上体起こ

し」、「２０ｍシャトルラン」、「立ち幅とび」についても改善が見られた。このま

ま取組を継続していきたい。  
②  中学生・高校生については、未だ多くの項目で全国平均には達していない。改善

に向けては、「授業」や「一校一実践」の充実により、学校生活における運動の実

施頻度を高めることはもちろん、家庭生活での運動実施に関わるところまで踏み

込んだ取組とする必要がある。その推進役として、保健体育担当教員の役割は非

常に重要である。  
③  「５０ｍ走」の改善に向け、校種を問わず「走る・歩く」活動を重点的に行う必

要がある。  
④  体力向上は生活習慣（運動の実施頻度やテレビ視聴・ゲーム等利用時間等）と密

接に結びついていることから、より一層学校と家庭との連携を図り、児童生徒の

生活習慣の改善に向けた取組が必要である。その手段として、ＰＴＡでの健康・

体力に関する講演会や「保健室便り」「食育通信」などは有効であると考えられる。

⑤  今後の目標としては、子どもの体力がピークと言われる昭和６０年頃の水準を目

指していきたい。（補足資料）  
※「平成２６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果は、11 月下旬頃に公表予定。 
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握力
上体
起こし

長座
体前屈

反復
横とび

20m
シャトルラン

持久走 50m走
立ち

幅とび
ボール
投げ

(Kg) (回) (cm) (点) (数) (秒) (秒) (cm) (m)

県平均値 県平均値 県平均値 県平均値 県平均値 県平均値 県平均値 県平均値 県平均値

全国平均値 全国平均値 全国平均値 全国平均値 全国平均値 全国平均値 全国平均値 全国平均値 全国平均値

9.24 11.61 26.89 26.65 17.13 11.77 113.69 8.79

9.53 11.51 25.84 27.39 18.76 11.52 114.93 8.67

11.05 14.08 28.54 31.37 27.47 10.79 126.40 12.45

11.16 13.95 27.33 31.85 28.33 10.61 126.15 12.38

12.87 15.94 30.46 35.63 37.21 10.25 135.53 16.52

12.99 16.14 29.23 35.10 37.67 10.11 137.53 16.31

14.69 18.16 31.85 39.62 46.31 9.77 145.01 20.54

15.03 18.16 30.49 38.80 46.05 9.67 144.71 20.33

17.02 19.74 34.10 43.01 54.22 9.36 152.91 24.56

17.36 20.09 32.66 42.97 55.33 9.26 154.70 24.45

20.07 21.96 35.79 45.63 62.31 9.01 162.42 28.59

20.04 21.69 34.08 45.79 62.62 8.90 163.72 28.41

23.96 23.62 39.12 49.29 70.23 434.73 8.62 179.41 18.66

24.64 25.11 39.66 49.58 73.84 411.56 8.40 183.10 18.82

29.27 27.15 42.45 52.09 83.46 413.63 8.06 194.85 21.52

29.93 28.67 43.41 53.33 90.07 377.05 7.85 200.13 21.88

34.88 29.35 46.20 54.91 92.90 376.79 7.62 209.92 24.40

35.70 30.78 47.90 55.64 96.84 360.79 7.44 214.56 24.76

37.90 28.88 45.99 55.22 83.70 383.77 7.56 211.64 24.11

38.68 29.54 47.01 54.94 86.16 387.32 7.47 216.70 24.70

40.47 30.77 47.21 56.12 91.73 372.41 7.42 217.93 25.09

41.31 31.43 49.29 56.64 92.86 373.92 7.28 223.77 26.42

42.49 31.94 50.23 57.14 91.79 369.97 7.29 218.89 26.19

43.18 32.27 51.22 57.55 94.09 371.75 7.19 228.31 27.18

8.62 11.21 28.97 25.87 14.95 12.06 106.51 6.11

8.72 10.63 28.01 26.11 15.86 11.80 107.37 5.74

10.33 13.25 31.33 30.14 21.20 11.10 117.97 7.94

10.35 13.30 29.85 29.96 22.14 10.93 118.24 7.64

12.10 15.10 33.44 33.67 27.68 10.52 127.91 10.37

12.10 14.88 32.00 33.57 28.25 10.45 129.33 9.71

13.91 17.06 35.35 37.58 34.66 10.07 137.05 12.73

14.11 16.69 34.29 36.51 34.40 9.98 137.03 11.92

16.59 18.13 38.24 40.84 41.42 9.66 145.65 15.24

16.55 18.55 37.25 40.69 42.79 9.55 146.52 14.37

19.45 19.29 40.10 42.46 46.25 9.36 151.47 17.13

19.74 20.01 39.69 43.02 48.95 9.12 155.20 16.85

21.60 19.34 42.64 44.31 49.39 317.71 9.20 161.83 12.07

21.93 21.00 43.17 44.88 52.62 296.18 8.96 165.54 12.24

23.63 21.88 44.57 45.71 56.13 305.49 8.93 166.49 13.12

24.35 23.45 45.10 46.51 59.73 281.88 8.75 169.81 13.76

25.00 22.80 46.09 46.55 57.48 301.38 8.90 168.03 14.08

25.48 24.60 47.46 47.18 62.43 283.89 8.60 174.04 14.70

24.92 20.68 44.62 45.46 46.43 317.55 9.15 162.74 13.35

25.67 22.57 46.00 46.35 49.97 309.45 8.93 168.73 14.28

25.94 21.90 45.44 45.98 50.66 313.93 9.07 164.20 13.82

26.45 23.27 46.80 46.28 50.32 309.86 8.96 168.65 14.58

26.40 22.25 46.41 46.17 49.51 315.86 9.06 161.80 14.39

26.78 23.66 47.07 46.59 50.25 312.24 8.99 169.54 14.84

※１ は、県平均値が全国を上回るもの、もしくは有意差が見られないもの（Ｐ＜０．０５　ウェルチ検定）
※２ Ｈ２６県平均が全国平均以上（含：有意差が見られないもの）は７９項目、達成率４１．１％（７９／１９２：持久走含まず）
※３ 校種別達成率（全国平均以上の割合）：小学校６７．７％、中学校１２．５％、高等学校１６．７％

平成２６年度大分県児童生徒の体力・運動能力調査結果
(H２６大分県とH２５全国の平均値の比較)

項目

性別 校種 年齢

男
子

小
学
校

6

7

8

9

10

11

中
学
校

12

13

14

高
等
学
校

15

16

17

女
子

小
学
校

6

7

8

9

10

11

中
学
校

12

13

14

高
等
学
校

15

16

17

（表１）
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校種 年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26

男子 35 39 32 24 32 40

女子 26 20 22 17 25 39

計 61 59 54 41 57 79

達成率 31.80% 30.7% 28.1% 21.3% 29.7% 41.1%

男子 18 15 21 13 25 33

女子 15 15 18 16 23 32

計 33 30 39 29 48 65

達成率 34.4% 31.3% 40.6% 30.2% 50.0% 67.7%

男子 3 6 5 0 4 3

女子 2 3 4 0 2 3

計 5 9 9 0 6 6

達成率 10.4% 18.8% 18.8% 0.0% 12.5% 12.5%

男子 14 18 6 11 3 4

女子 9 2 0 1 0 4

計 23 20 6 12 3 8

達成率 47.9% 41.7% 12.5% 25.0% 6.3% 16.7%

全校種
（１９２項目）

小学校
（９６項目）

中学校
（４８項目）

高等学校
（４８項目）

県平均が全国平均以上の割合（達成率）の推移

達成率の推移

（表２）

（グラフ１）

29.7%

41.1%
50.0%

67.7%

12.5%
12.5%

6.3%

16.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

全校種

小学校

中学校

高校
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2014/10/20

1

３つの体力調査について

全国体力・運動能力、
運動習慣等調査

• 目的：体力向上に係る施
策の成果と課題の検証

• 実施：文部科学省

• 対象：小学校５学年、中
学校２学年（全員調査）

• 調査時期：４月～７月

• 公表：実施年の１１月頃

• 備考：全国順位の公表

体力・運動能力調査

• 目的：国民の体力運動能
力の現状を把握

• 実施：文部科学省

• 対象：６才～７９才（抽出）
各年齢男女各３０名程度

• 調査時期：５月～１０月

• 公表：翌年の体育の日

• 備考：昭和３９年から実施、
平均値が高い傾向

大分県児童生徒の体
力・運動能力等調査

• 目的：児童生徒の体力・
運動能力の現状を把握

• 実施：大分県教育委員会

• 対象：６才～１７才、各校
種とも全員調査（悉皆）

• 調査時期：５月～７月

• 公表：実施年の１０月頃

• 備考：Ｂの結果と比較し
達成率を公表

※各学校での実施は年１回   （同じ結果をそれぞれ提出）

Ａ Ｂ Ｃ

補足資料

小学校6年生の体格と体力

性
別

調査年
身長
（ｃｍ）

体重
（ｋｇ）

５０ｍ走
（秒）

ボール投げ
（ｍ）

男

子

昭和６１年 142.7 36.3 8.85 32.59

平成２６年 144.7 37.9 9.01 28.59

女

子

昭和６１年 145.3 38.0 9.11 20.34

平成２６年 145.9 38.3 9.36 17.13

大分県児童生徒の体力運動能力調査結果（身長・体重はＨ２５）
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コミュニティ・スクールの導入に向けて

H26.10.21

高校教育課

１ 規則等の制定について

①「大分県立学校における学校運営協議会の設置及び運営に関する規則」

・学校運営協議会の目的・趣旨・指定年数

・所掌事項・意見具申

・学校運営協議会委員の任命・任期

・学校運営協議会の運営 等

②「大分県立学校における学校運営協議会の運営に関する要綱」

・指定の申請の手続き

・委員任命の手続き

・意見の取扱 等

２ 今後のスケジュールについて

○規則制定 １１月県教育委員会

○指定申請書提出 １１月末まで

○学校指定 １２月県教育委員会

○委員推薦書の提出 ３月末まで
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○大分県立学校における学校運営協議会の設置及び運営に関する規則（案）

年 月 日

教育委員会規則第○号

（目的）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律１６２号）第４

７条の５の規定に基づき、大分県立学校における学校運営協議会（以下「協議会」という。）の

設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）

第２条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限と責任を持って学校運営

に参画することにより、次に掲げる事項の達成を目指すものとする。

（１）保護者及び地域住民等が学校との連携の下、目標を共有し、協働して「確かな学力」、

「豊かな心」、「健やかな体」などのいわゆる「生きる力」を備えた児童生徒を育成するこ

と。

（２）保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携の強化をすすめ、地域に根ざし

た学校をつくること。

（３）小・中学校との連携を強化することで、将来地域社会の発展に貢献する意欲と態度を備

えた人材の育成に、地域が一体となって取り組むこと。

（指定）

第３条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校を、協議会を設置する学校

として指定することができる。

２ 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請することができる。

３ 指定の期間は３年とし、再指定することができる。

（所掌事項）

第４条 第３条第１項の指定を受けた学校（以下「指定学校」という。）の校長は、次の各号

に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

（１）学校経営計画に関すること

（２）教育課程の編成に関すること

（３）組織編成に関すること

（４）学校予算の編成及び執行に関すること

（５）施設及び設備の管理及び整備に関すること

（６）その他、教育委員会が必要と認める事項に関すること

２ 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものと

する。

（意見の具申）

第５条 協議会は、当該指定学校の運営全般に関する事項について、教育委員会又は校長に対

して、意見を述べることができる。

２ 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に

対して意見を述べることができる。
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３ 協議会は、前２項の規定に基づき教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、

当該指定学校の校長の意見を聴取するものとする。

（委員の任命）

第６条 協議会の委員は１５名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命

する。

（１）保護者

（２）地域住民

（３）当該指定学校の校長

（４）当該指定学校の教職員

（５）学識経験者

（６）関係行政機関の職員

（７）その他、教育委員会が適当と認める者

２ 指定学校の校長は、委員を推薦することができる。

３ 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。

４ 委員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する非常勤の特

別職の地方公務員の身分を有する。

（任期）

第７条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

２ 前条第３項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 前２項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消

されたときは、委員はその身分を失う。

（秘密の保持）

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

２ 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

（１）委員としてふさわしくない非行を行うこと

（２）委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること

（３）その他、協議会及び指定学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと

（報酬）

第９条 委員の報酬は、教育委員会教育長が別に定める。

（会長及び副会長）

第10条 協議会に会長及び副会長各１名を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長及び教職員

は、会長となることができない。

３ 会長は協議会を招集し、会議の議事を掌る。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものと

する。

（議事）

第11条 協議会は、会長が当該指定学校の校長と協議の上、招集する。

２ 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

３ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。ただし、
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第５条第２項の規定による意見の申し出は、出席委員の３分の２以上で決するものとする。

４ 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

５ 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

（会議の公開）

第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。

（１）当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

（２）その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

（指導及び助言）

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況に関して的確な把握を行い、必要に応じて協議会に

対して指導及び助言を行うものとする。

２ 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要

な情報の提供に努めるものとする。

（指定の取り消し）

第14条 教育委員会は、前条第１項による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれか

に該当する事由が発生した場合は、学校の指定を取り消すものとする。

（１）協議会としての活動の実態がないと認められる場合

（２）協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

（３）その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

２ 指定を取り消すに当たっては、教育委員会は事前に校長と連携して協議会に対し必要な指

導及び助言を行い、運営改善に努めなければならない。

（委員の解任）

第15条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、委員を解任することができる。

（１）第８条の規定に違反したとき

（２）委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき

（３）その他、解任に相当する事由が認められるとき

２ 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会

に報告しなければならない。

３ 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。

（運営に関する評価と情報提供）

第16条 協議会は、当該指定学校の運営状況等について毎年度１回以上の評価を行うものとす

る。

２ 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、その活動状況に関する情報提供に努めなけれ

ばならない。

（運営等）

第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲にお

いて、運営に必要な事項を定めることができる。

（委任）

［資料＿協議①］

-4-



第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長

が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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大分県立学校における学校運営協議会に関する国の規則例との対照表

大分県立学校における学校運営協議会の設置及び 国による規則例

運営に関する規則（案） （コミュニティ・スクール設置手引き）

法的 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 平成16年9月9日施行

根拠 第3節 学校運営協議会 第47条の5 第1項～第8項

目的 第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運 第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び

営に関する法律（昭和31年法律162号）第47条の 運営に関する法律（昭和31年法律162号）第47

5の規定に基づき、大分県立学校における学校運 条の5に規定する学校運営協議会（以下「協議

営協議会（以下「協議会」という。）の設置及 会」という。）について、必要な事項を定める。

び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

趣旨 第2条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実 第2条 協議会は、学校運営に関して市教育委

現に向け、一定の権限と責任を持って学校運営 員会（以下「教育委員会」という。）及び校長

に参画することにより、次に掲げる事項の達成 （園長を含む。以下同じ。）の権限と責任の下、

を目指すものとする。 保護者及び地域住民の学校運営への参画の促

(1)保護者及び地域住民等が学校との連携の下、進や連携強化を進めることにより、学校と保

目標を共有し、協働して「確かな学力」、「豊 護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体と

かな心」、「健やかな体」などのいわゆる「生 なって学校運営の改善や児童生徒の健全育成

きる力」を備えた児童生徒を育成すること。 に取り組むものとする。

(2)保護者及び地域住民等の学校運営への参画

の促進や連携の強化をすすめ、地域に根ざした

学校をつくること。

(3)小・中学校との連携を強化することで、将

来地域社会の発展に貢献する意欲と態度を備え

た人材の育成に、地域が一体となって取り組む

こと。

指定 第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成でき 第3条 教育委員会は、前条の目的が達成でき

ると認められる学校を、協議会を設置する学校 ると認める場合には、協議会を置く学校を指

として指定することができる。 定することができる。

2 校長は、前項の指定を受けようとするとき 2 教育委員会は、前項の指定を行おうとする

は、教育委員会に申請することができる。 ときは、指定しようとする学校の校長、保護

者及び地域住民の意向を踏まえ、前項の指定

を行うものとする。

3 指定の期間は3年とし、再指定することがで 3 指定の期間は3年とし、再指定することが

きる。 できる。

所掌 第4条 第3条第1項の指定を受けた学校（以下 第4条 第3条第1項の指定を受けた学校（以下

事項 「指定学校」という。）の校長は、次の各号に 「指定学校」という。）の校長は、次の各号に

掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作 掲げる事項について、毎年度基本的な方針を

成し、協議会の承認を得るものとする。 作成し、協議会の承認を得るものとする。

（例）

(1)学校経営計画に関すること (1)教育課程の編成に関すること

(2)教育課程の編成に関すること (2)学校経営計画に関すること

(3)組織編成に関すること (3)組織編成に関すること

(4)学校予算の編成及び執行に関すること (4)学校予算の編成及び執行に関すること

(5)施設及び設備の管理及び整備に関すること (5)施設管理及び施設設備等の整備に関するこ

(6)その他、教育委員会が必要と認める事項に と

関すること

2 指定学校の校長は、前項において承認され 2 指定学校の校長は、前項において承認され

た基本的な方針に従って学校運営を行うものと た基本的な方針に従って学校運営を行うもの
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する。 とする。

意見 第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般に 第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般につ

の具 関する事項について、教育委員会又は校長に対 いて、教育委員会又は校長に対して、意見を述

申 して、意見を述べることができる。 べることができる。

2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その 2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他

他の任用に関する事項について、教育委員会に の任用に関する事項について、教育委員会を経

対して意見を述べることができる。 由し、△△県教育委員会に対して意見を述べる

ことができる。

3 協議会は、前2項の規定に基づき教育委員会

に対して意見を述べるときは、あらかじめ、当

該指定学校の校長の意見を聴取するものとす

る。

委員 第6条 協議会の委員は15名以内とし、次の各 第6条 協議会の委員は１５名以内とし、次の

の任 号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命す 各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任

命 る。 命する。

（例）

(1)保護者 (1)保護者

(2)地域住民 (2)地域住民

(3)当該指定学校の校長 (3)当該指定学校の校長

(4)当該指定学校の教職員 (4)当該指定学校の教職員

(5)学識経験者 (5)学識経験者

(6)関係行政機関の職員 (6)関係行政機関の職員

(7)その他、教育委員会が適当と認める者 (7)その他、教育委員会が適当と認める者

2 指定学校の校長は、委員を推薦することが 2 委員の辞職等により欠員が生じた場合に

できる。 は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命

するものとする。

3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を 3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有す

任命することができる。 る。

4 委員は、地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第3条第3項に規定する非常勤の特別職の地

方公務員の身分を有する。

任期 第7条 委員の任期は、任命の日から当該年度 第8条 委員の任期は○年とし、再任を妨げな

の末日までとし、再任を妨げない。 い。

2 前条第3項により新たに任命された委員の任 2 第6条第2項により新たに任命された委員の

期は、前任者の残任期間とする。 任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定学校の指定 3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定

の期間が満了したとき又はその指定が取り消さ 学校の指定の期間が満了したとき又はその指

れたときは、委員はその身分を失う。 定が取り消されたときは、委員はその身分を

失う。

守秘 第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし 第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らして

義務 てはならない。その職を退いた後も同様とする。はならない。その職を退いた後も同様とする。

等 2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行 2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為

為をしてはならない。 をしてはならない。

(1)委員としてふさわしくない非行を行うこと (1)委員たるにふさわしくない非行を行うこと

(2)委員としての地位を営利行為、政治活動、 (2)委員としての地位を営利行為、政治活動、宗

宗教活動等に不当に利用すること 教活動等に不当に利用すること

(3)その他、協議会及び指定学校の運営に著し (3)その他、協議会及び指定学校の運営に著しく

い支障をきたす言動を行うこと 支障をきたす言動を行うこと

報酬 第9条 委員の報酬は、教育委員会教育長が別 第9条 委員の報酬は、別に定める。
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に定める。

会長 第10条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委

及び 員の互選により選出する。

副会 2 会長及び副会長は、委員の互選により選出

長 する。ただし、当該指定学校の校長及び教職員

は、会長となることができない。

3 会長は協議会を招集し、会議の議事を掌る。 2 会長が会議を招集し、議事を掌る。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある

とき又は欠けたときは、その職務を行うものと とき又は欠けたときは、その職務を行うもの

する。 とする。

議事 第11条 協議会は、会長が当該指定学校の校 第11条 協議会は、会長が開催日の7日前まで

長と協議の上、招集する。 に、議案を示して招集する。ただし、緊急を

要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ 2 協議会は、過半の委員の出席がなければ会

会議を開くことができない。 議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同 3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数の時は会長の決するところによる。ただし、 数のときは会長の決するところによる。

第5条第2項の規定による意見の申し出は、出席

委員の3分の2以上で決するものとする。

4 議決事項について利害を有する委員は、当 4 議決事項について、利害を有する委員は、

該議決事項に関して議決権を有しない。 当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、会議録を作成し、保管しなければ 5 会長は、会議録をし、保管しなければなら

ならない。 ない。

会議 第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を 第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を

の公 除き公開する。 除き公開する。

開 (1)当該指定学校の職員の採用その他の任用に (1)当該指定学校の職員の採用その他の任用に

関する事項について審議する場合 関する事項について審議する場合

(2)その他、特別の事情により、協議会が必要 (2)その他、特別の事情により、協議会が必要

と認めた場合 と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、 2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、

会長に申し出なければならない。 会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をして 3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をして

はならない。 はならない。

研修 第13条 教育委員会は、委員に対して、協議

会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責

任等について、正しい理解を得るため必要な

研修等を行うものとする。

指導 第13条 教育委員会は、協議会の運営状況に 第14条 教育委員会は、協議会の運営状況に

及び 関して的確な把握を行い、必要に応じて協議会 ついて的確な把握を行い、必要に応じて協議

助言 に対して指導及び助言を行うものとする。 会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会 2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協

が適切な合意形成を行うことができるよう、必 議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な

要な情報の提供に努めるものとする。 情報提供に努めなければならない。

指定 第14条 教育委員会は、前条第１項による指 第15条 教育委員会は、前条による指導及び

の取 導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれ 助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに

消し かに該当する事由が発生した場合は、学校の指 該当する事由が発生した場合は、学校の指定

定を取り消すものとする。 を取り消さなければならない。

(1)協議会としての活動の実態がないと認めら (1)協議会としての活動の実態がないと認めら

れる場合 れる場合
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(2)協議会としての合意形成が行えないと認め (2) 協議会としての合意形成が行えないと認

られる場合 められる場合

(3)その他、学校の運営に著しい支障が生じ、 (3)その他、学校の運営に著しい支障が生じ、

又は生ずるおそれがあると認められる場合 又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 指定を取り消すに当たっては、教育委員会 2 指定の取り消しに当たっては、教育委員会

は事前に校長と連携して協議会に対し必要な指 は事前に校長と連携して協議会に対し必要な

導及び助言を行い、運営改善に努めなければな 指導、助言を行い運営改善に努めなければな

らない。 らない。

3 教育委員会は、学校の指定を取り消す場合

には、取消事由を明示した書面を交付しなけ

ればならない。

委員 第15条 教育委員会は、本人から辞任の申し 第16条 教育委員会は、本人から辞任の申し

の解 出があったときのほか、次の各号のいずれかに 出があったときのほか、次の各号のいずれか

任 該当すると認められるときは、委員を解任する に該当すると認められるときは、委員を解任

ことができる。 することができる。

(1)第8条の規定に違反したとき (1)第7条の義務に違反したとき

(2)委員が心身の故障のため職務を遂行するこ (2)委員が心身の故障のため職務を遂行するこ

とができないとき とができないとき

(3)その他、解任に相当する事由が認められる (3)その他、解任に相当する事由が認められる

とき とき

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当 2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当

すると認められるときには、直ちに教育委員会 すると認められるときには、直ちに教育委員

に報告しなければならない。 会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合は、そ 3 教育委員会は、委員を解任する場合には、

の理由を示さなければならない。 その理由を示さなければならない。

運営 第16条 協議会は、当該指定学校の運営状況 第17条 協議会は、学校の運営状況等につい

に関 等について毎年度１回以上の評価を行うものと て毎年度1回以上の評価を行うものとする。

する する。

評価 2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、 2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、

と情 その活動状況に関する情報提供に努めなければ 積極的に活動状況を公開するなど情報提供に

報提 ならない。 努めなければならない。

供

運営 第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定 第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定

等 める規則並びにその設置目的に反しない範囲に める規則並びにその設置目的に反しない範囲

おいて、運営に必要な事項を定めることができ において、運営に必要な事項を定めることが

る。 できる。

委任 第18条 この規則に定めるもののほか、協議 第19条 この規則に定めるもののほか、必要な

会の運営に関し必要な事項は、教育委員会教育 事項は、教育委員会教育長が別に定める。

長が別に定める。

附則 この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。
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大分県立学校における学校運営協議会の運営に関する要綱（案）

（趣旨）

第１条 この要綱は、大分県立学校における学校運営協議会の設置及び運営に関する規則（平成

２６年１１月 日教育委員会規則第 号、以下「規則」という。）第１８条の規定により、学

校運営協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（指定の申請）

第２条 規則第３条第２項により、協議会を設置する学校として指定を申請する場合、校長は学

校運営協議会指定申請書（第１号様式）を作成し、大分県教育委員会（以下「教育委員会」

という。）に提出するものとする。

２ 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）第４

７条の５第１項及び規則第３条の規定により指定をした学校（以下「指定学校」という。）

に対し指定書（第２号様式）を交付する。

（委員の任命）

第３条 規則第６条第１項の規定による委員の任命において、指定学校の校長は学校運営協議会

委員推薦書（第３号様式）を教育委員会に提出することにより、委員を推薦することができる。

２ 教育委員会は、規則第６条第１項の規定により任命した委員に対し、任命書（第４号様

式）を交付する。

（基本方針の承認）

第４条 指定学校の校長は、法第４７条の５第３項に規定する承認が得られるように、基本

的な方針について協議会の委員に対し説明に努めるものとする。ただし、承認が得られな

い場合には、指定学校の校長は次の各号の対応をとるものとする。

（１）指定学校の校長は、協議会の委員から基本的な方針についての意見を聴取し教育委員

会に報告する。

（２）指定学校の校長は、教育委員会と協議の上、必要のある場合は修正を加え、再度協議

会の承認を得られるように努める。

（３）協議会の承認が得られるまでの間、指定学校の校長は教育委員会と協議の上学校運営

を行う。

（意見の取扱）

第５条 法第４７条の５第４項及び第５項に規定する意見の取扱については、次の各号によ

るものとする。

（１）教育委員会は、法第４７条の５第４項の規定により、協議会から教育課程の編成に関

する意見の申し出がなされた場合は、原則として中学校学習指導要領、高等学校学習

指導要領、特別支援学校学習指導要領及び大分県立高等学校教育課程編成の手引きに

反しない限度において取り扱うものとする。

（２）教育委員会は、法第４７条の５第４項の規定により、協議会から学校予算並びに施設

及び設備の管理及び整備に関する意見の申し出がなされた場合は、原則として配当し

た予算の範囲内において取り扱うものとする。

（３）教育委員会は、法第４７条の５第５項の規定により、協議会から指定学校の職員の採

用その他の任用に関する意見の申し出がなされた場合は、これを尊重することとする。

ただし、大分県教育庁職員定期人事異動方針、大分県公立学校教職員定期人事異動方
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針に反しない限度において取り扱うものとする。

（報酬）

第６条 委員の報酬は、年額１０，０００円とする。

２ 規則第６条第３項ただし書きの規定による補欠の委員の報酬及び規則第１５条の規定に

より解任した委員の報酬は、前項に規定する年額の月割計算とする。この場合において、

１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、指定学校において処理する。

（報告）

第８条 協議会は、毎年度終了後、学校運営協議会活動状況報告書（第５号様式）を作成し、教

育委員会に提出するものとする。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目

的に反しない範囲において、協議会は運営に関し必要な事項を定めることができる。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

［資料＿協議①］
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第１号様式（第２条第１項）

文 書 番 号

年 月 日

大分県教育委員会 様

大分県立○○○○学校

校長 ○○ ○○

学校運営協議会指定申請書

本校は、学校運営協議会の設置校として指定を受けたいので、大分県立学校における学

校運営協議会の運営に関する要綱第２条第１項の規定により、下記のとおり申請します。

記

１ 指定の期間 年 月 日から 年 月 日

２ 指定に向けた状況

３ 実施計画書 別紙のとおり

［資料＿協議①］
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別紙 

実 施 計 画 書 

 

  １  学校の概要 

学 校 名
 

 課程及び学科名

校 長 名
 

 教 職 員 数 人

学   年 １年 ２年 ３年 計 

学 級 数     

生 徒 数     

所 在 地  

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

学校ホームページ  

学校代表ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

２ 実施内容 
（１） 具体的な内容及び方法 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 実施計画及び実施日程 
実施時期 計画事項 
月  日  学校運営協議会 その他の会議・取組等 

 ４     
 ５     
 ６     
 ７     
 ８     
 ９     
１０     
１１     
１２     
 １     
 ２     
 ３    
 

［資料＿協議①］
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第２号様式（第２条第２項）  

 

指 定 書 
 

大分県立○○○○学校 
 

地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４７条の５第１項及び大分県

立学校における学校運営協議会の設置

及び運営に関する規則第３条の規定に

より、貴校を学校運営協議会の設置校

として指定します 
 

  指定期間は、    年  月  日から 

  年  月  日までとします 

 

 

  年  月  日 

 

        大分県教育委員会 

［資料＿協議①］
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第３号様式（第３条第１項） 

                                                              文 書 番 号 

                                    年  月 日 

 

  大分県教育委員会  殿 

 

                             大分県立○○○○学校   

                              校長  ○○ ○○ 印 

 

学校運営協議会委員推薦書 

 

大分県立学校における学校運営協議会の運営に関する要綱第３条第１項の規定により、本

校の学校運営協議会委員として、下記の者を推薦します。 

 

記 

 
番

号  
（フリガナ） 
推薦委員氏名 

現住所 年齢
推薦理由 

所属（役職名） 性別

１   
   
  

２   
   
  

３   
   
  

４   
   
  

５   
   
  

６   
   
  

７   
   
  

８   
   
  

９   
   
  

10  
   
  

11  
   
  

12  
   
  

13  
   
  

14  
   
  

15  
   
  

 

［資料＿協議①］
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第４号様式（第３条第２項）  
 

任 命 書 
 

  様 
 

地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４７条の５第２項及び大分県

立学校における学校運営協議会の設置

及び運営に関する規則第６条の規定に

より、大分県立○○○○○学校の学校運

営協議会委員に任命します 
 

 

  任期は、    年  月  日から 

  年  月  日までとします 

 

 

  年  月  日 

 

        大分県教育委員会 

［資料＿協議①］
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第５号様式（第８条） 

                                                             文 書 番 号 

                                    年 月 日 

 

  大分県教育委員会  殿 

 

                           大分県立○○○○学校 

                            学校運営協議会 

                            会長  ○○ ○○ 印 

 

学校運営協議会活動状況報告書 

 

大分県立学校における学校運営協議会の運営に関する要綱第８条の規定により、  年度 

の活動状況を、下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 年度の活動状況 
（１）協議会の開催 

回  日 時 人数 おもな議事、活動 

１  
年 月 日 
： ～ ： 

  

２  
年 月 日 
： ～ ： 

  

３  
年 月 日 
： ～ ： 

  

４  
年 月 日 
： ～ ： 

  

５  
年 月 日 
： ～ ： 

  

６  
年 月 日 
： ～ ： 

  

（２） 協議会から出された主な意見 
 
 
 
２ 学校の取組 
 
 
 
３ その他 
 
 
 
 ※各回の会議録及び会議資料を併せて提出すること。 

［資料＿協議①］
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資料１

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第３節 学校運営協議会

第４７条の５ 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校の

うちその指定する学校（以下この条において「指定学校」という。）の運営に関して協議する

機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。

２ 学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生

徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命す

る。

３ 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で

定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なけれ

ばならない。

４ 学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）につ

いて、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

５ 学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職

員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教

職員（第五十五条第一項、第五十八条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会

がその任用に関する事務を行う職員を除く。）であるときは、市町村委員会を経由するものと

する。

６ 指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた

意見を尊重するものとする。

７ 教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営

に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を

取り消さなければならない。

８ 指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続

及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項につい

ては、教育委員会規則で定める。

附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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